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１．参画と協働関連施策の年次報告について                    

 (１)年次報告の目的 

「県民の参画と協働の推進に関する条例（平成 15 年４月１日施行）」の  
第 11 条の規定に基づき、県民生活審議会の意見を聴きながら、参画と協
働の推進に関する施策・事業について、参画と協働の実施状況や、参画と

協働の今後の主な取り組み方向を明らかにするために作成するものです。 
年次報告で取り上げる施策・事業は、「地域づくり活動支援指針」「県

行政参画・協働推進計画」の具体的な展開を図るために、県が実施する施

策・事業を明らかにする「参画と協働関連施策の展開方針（毎年度作成）」

に掲載したものを対象とします。 

年次報告の検討・作成を通じて、参画と協働の推進を図るとともに、こ

れらの成果をもとに、条例附則の規定に基づき、条例施行後３年以内に行

う総合的な検証につなげていきます。  
平成 15 年度年次報告は、その最初の取り組みとなります。  

 

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

｢県民の参画と協働の推進に関する条例｣の制定

｢県民の参画と協働の推進に関する条例｣の施行３年目の検証

⑰参画と協働関連施策の展開方針

⑯年次報告

⑮参画と協働関連施策の展開方針

⑯参画と協働関連施策の展開方針

｢県民の参画と協働の推進に関する条例｣の施行

地域づくり活動支援指針、県行政参画・協働推進計画地域づくり活動支援指針、県行政参画・協働推進計画

⑮年次報告

「県民の参画と協働の推進に関する条例」（抜粋） 

（年次報告）  
第 11 条 知事は、毎年、県民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況

を明らかにする年次報告を作成するものとする。  
２ 第６条第４項及び第５項の規定は、前項の年次報告について準用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
附 則  
（検証）  
２ 県民の参画と協働の推進に関する施策については、この条例の施行の日

から起算して３年以内にその効果の検証を行い、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。  

 参 考  
第６条  
４ 知事は、地域づくり活動支援指針を定めようとするときは、
あらかじめ、附属機関設置条例（昭和 36 年兵庫県条例第 20 号）
第１条第１項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものと
する。  

５ 知事は、地域づくり活動支援指針を定めたときは、これを公
表するものとする。  
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(２)年次報告の構成 

 

(３)参画と協働関連施策の実施状況の概観 

①参画と協働の始動と展開 

 《条例、支援指針・推進計画》 

「参画と協働」は、21 世紀兵庫づくりの羅針盤となる「21 世紀兵庫長
期ビジョン (平成 13 年２月策定 )」を実現するため、また県民主役の県政
を推進するための基本姿勢でもあります。 

兵庫県では、この「参画と協働」の理念などを明らかにするため、「県

民の参画と協働の推進に関する条例」を平成 15 年４月に施行しました。
さらに、条例を具体化するため、平成 16 年３月には「地域づくり活動支
援指針」「県行政参画・協働推進計画」を策定し、平成 17 年度までの展
開方向を明らかにするなど、参画と協働を推進するしくみづくりに取り組

んできました。 
地域づくり活動
支援指針  

県民の主体的な地域づくり活動を県として支援するた
めの基本的な考え方や展開方向を定めるもの  

県行政 参 画 ･協
働推進計画 

参画と協働による県行政を推進するための基本的な考
え方や展開方向を定めるもの  

    

《具体的な施策・事業》 

平成 15 年度は、これらと並行して、具体的な参画と協働関連施策をと
りまとめた「平成 15 年度 参画と協働関連施策の展開方針」に基づき、
合計 160 施策・事業を展開してきました。 
これらを「支援指針・推進計画」の体系に基づき整理すると、P3 の一

覧のとおりです。 

各施策・事業には、「活動を生み、育み、高め、支え、つなぎ、拡げ

る」という、多くの目的を持つものもあります。また、「情報を共有し、

知恵を出し合い、力を合わせる」という要素は、施策推進の過程におい

て、それぞれの局面において必要なものです。ここでは、その施策・事

業の重点が、どこにあるかによって分類しました。 

２，３で記載した個々の施策・事業について概観すると、次のような

参画と協働の今後の主な取り組み方向が明らかになりました。 

  構  成       主 な 内 容 

１．参画と協働関連施策の年

次報告について 

年次報告の作成の趣旨を明らかにするととも

に、２，３に基づき、参画と協働の実施状況、参

画と協働の今後の主な取り組み方向を概観しまし

た。 

２．参画と協働を先導する施

策の実施状況 

地域づくり活動への支援、県行政への参画と協

働の推進について、それぞれを先導する施策を取

り上げ、参画と協働の実施状況、参画と協働の今

後の主な取り組み方向を明らかにしました。 

３．参画と協働関連施策の実

施状況 

参画と協働関連施策の展開方針に掲載したすべ

ての施策・事業について、参画と協働の実施状況、

参画と協働の今後の主な取り組み方向等を明らか

にしました。 
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「平成 15 年度参画と協働関連施策の展開方針」の施策・事業数（（ ）内は再掲） 

 

項     目 施策数＊

（１）「地域づくり活動支援指針」に関する施策 68 (3)

①新たな活動を生み、育む 27 

□多様な情報を提供します 9 

□実践活動につながる学習機会を充実します 14  

□多様な世代の参画・協働を促します 4 

②活動を高め、支える 14 

□地域に根ざした活動を支える人材づくりを支援します 7 

□県民の主体的な活動拠点を充実します 3  

□活動に必要な財政的基盤の充実を支援します 4 

③活動をつなぎ、拡げる 27 (3)

□みんなの情報をつなぎます 2 (1)

□多様な主体をつなぎ、地域固有の取り組みを支援します 20 

□活動を総合的に支える中間支援組織を支援します 2 (1)

□各地域での総合的な支援拠点機能を充実します 3 (1)

 

 

□県民が評価するしくみづくりに取り組みます 0 

（２）「県行政参画・協働推進計画」に関する施策 77 

①県民と情報を共有する 21 

□県民が主体的に選択できる情報を提供します 11 
 
□県行政の評価・検証への県民参画を進めます 10 

②県民と知恵を出し合う 16 

□県民提案の機会を充実します 13 
 
□審議会などへの県民の参画機会を拡げます 3 

③県民と力を合わせる 40 

□協働で実施する範囲や事業を拡充します 40 

□多様な委託のしくみづくりを進めます 0 

 

 

□推進員らの職務の円滑化を進めます 0 

（３）参画と協働の総合的な推進に向けての施策 15 

□参画と協働を総合的に推進します 12 
 

□職員意識を醸成します 3 

合 計 160 (3)

 
＊ 平成 15 年３月にとりまとめた「展開方針」の施策・事業を、  
「支援指針・推進計画」の体系で再整理したものです。 
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②地域づくり活動を支援する施策の実施状況と取り組み方向 

  参画と協働の実施状況  

情報や学習機会の提供（23 施策、以下同じ）、活動を支える人材、場
所、資金の支援（14）、地域固有の取り組み支援（20）など、合計 68 施
策について、次のような創意・工夫を加えながら取り組んできました。 

   
 
 
 
 
 
具体的には、地域づくり活動登録制度の創設、       

ひょうごボランタリープラザの運営、地域づくり    
活動パワーアップ事業などの基盤的な支援施策を  
展開してきました。また、地域ビジョンの実現に  
向けたさまざまな活動支援や３つの広場事業＊な  
ど、地域特性を生かした取り組みを通じて、多彩  
な地域づくり活動の展開を支援してきました。  

＊３つの広場事業： 

“子どもの冒険ひろば”パイロット事業、“若者の居場所づくり”

（「若者ゆうゆう広場｣の設置)の推進、まちの子育てひろば事業の推進 

 

  参画と協働の今後の主な取り組み方向  

これらの取り組みを通じて、地域づくり活動の量的・質的充実の支援や、

地域団体と NPO/NGO などの多様なネットワークの形成などの積極的な

支援に努めてきました。 

「美しい兵庫指標＊」をみても、「地域に自分の活動がある人の割合」

や「社会のために活動したい人の割合」が増加するなど、「参画と協働」

に対する県民の意識も、徐々にではありますが、高まってきているといえ

ます。 
＊美しい兵庫指標： 

「21 世紀兵庫長期ビジョン」が描く社会像の達成状況を評価するために設けた「社会

像評価」、県が自ら提供するサービスについて県民の立場に立ち、その成果等を測定・

分析し、客観的な判断を行うとともに、その結果を政策の企画立案に的確に反映して

いく「政策評価」、それら共通のデータベースとなる「指標の森」から構成されてい

るもの 

 

今後とも、次の点に意を用いながら、地域づくり活動の裾野を拡げ、

一層確かなものとするための取り組みを展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

→地域団体、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ・団体、NPO/NGO、事業者、市町など、
関係者や利用者との協議、明確な役割分担のもとでの実施  

→支援先の決定にあたって、その過程の明確化  
→県民局が中心となり、地域特性を生かした活動支援  

→市町とも連携しながら、県民の主体性や地域特性に応じた柔軟な

支援方法の工夫  
→支援に関する情報をパッケージで発信するなど、県民の視点にた

った情報提供と支援方法の工夫  
→多様な世代、特に次代を担う若い世代の参画と協働を促す工夫  
→多様な主体をつなぐ中間支援組織を支援する施策の拡充  
→地域づくり活動を客観的に評価する指標づくり 等 
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 ③県行政への参画と協働を進める施策の実施状況と取り組み方向 

  参画と協働の実施状況  

すべての基本となる、県民との情報共有（21）に積極的に取り組むとと
もに、県民からの意見・提案を受け、県政に反映させるしくみづくり（16）
や、多様な協働事業（40）に加えて、職員意識の醸成を含めた総合的な推
進（15）など、合計 92 施策について、次のような創意・工夫を加えなが
ら取り組んできました。 

   
 
 
 
 

 

 

具体的には、さわやかフォーラム・トー  
クなど知事等が直接県民と意見交換する   
場の設置をはじめ、パブリック・コメント  
の実施や審議会等の委員の公募の推進な  
どにより、県の政策形成の場に県民が参画  
いただく機会・方法の拡充に努めてきまし  
た。さらに、コミュニケーション型県土づ  
くりモデル事業や、県民局における地域課  
題の解決に向けた県民と協働で実施する  
各種事業の推進などを図ってきました。  
 

 

  参画と協働の今後の主な取り組み方向  

これらの取り組みを通じて、「ともに知り、ともに考え、ともに取り組  
み、ともに確かめる」という、県行政を推進するさまざまな局面で、多様

なチャンネルを活用しながら、参画と協働の推進に努めてきました。 

県行政の推進にあたって、検討しなければならない課題はあるものの、

参画と協働の考え方が共有されつつあります。 

今後とも、次の点に意を用いながら、参画と協働による県行政を一層

確かなものとするための取り組みを展開していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→インターネットを活用するなど、県民が主体的に必要な情報を選択

し、またいつでも県政に提案できるしくみづくり  
→市町と力をあわせて、さまざまな地域課題の解決に向けて、県民の

知恵や力が、発揮できるような施策の実施方法の工夫  

→県民の視点にたった県政情報の発信方法の一層の工夫  
→協働で実施する施策・事業の範囲の拡充と、県民が協働しやすい

運営の工夫  
→事業委託など新たな協働のしくみづくり 

→推進員らの職務の円滑化 

→参画と協働の過程を重視した施策展開のしくみづくり 

→職員意識の醸成のための実践的な研修の実施 等 
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④参画と協働の第２ステージに向けて 

 《地域での具体的な展開》 

これまでみてきたように、「県民の参画と協働の推進に関する条例」の

施行を契機に、「参画と協働」の取り組みは、確実に拡がってきました。

しかし、まだまだ新しい考え方であり、今後とも一層の浸透・定着に努め

ることが必要です。  
このため、平成 16 年度は、これまでの成果と課題を踏まえて、県民生

活が営まれる地域社会において、目に見える形で「参画と協働」による取

り組みを展開していくことが必要です。  
特に、地域社会の「元気と安心」を確かなものにするため、全県共通で

取り組まなければならない具体的な課題－例えば、地域ぐるみの子育て、

防犯活動、活動拠点の確保など－について、多様な県民ニーズに的確かつ

柔軟に対応しながら支援していくことが、「参画と協働」による地域づく

り活動を浸透・定着させるために重要です。 

 

《県民主役で 多彩な協働》 

参画と協働の進め方は、テーマや課題、分野、取り組み内容などに応じ

て多種・多様であり、また、日々変化しているものです。  
今後とも、常に県民の視点に立った施策・事業の展開に努め、「県民主

役で 多彩な協働」により、「美しい兵庫」の実現に向けて、「参画と協

働」を推進していかなければなりません。  
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２．参画と協働を先導する施策の実施状況                    

 

（１）先導する施策の選択にあたって 

地域づくり活動への支援、県行政への参画と協働の推進のそれぞれを先導

する施策を取り上げ、参画と協働の実施状況と、参画と協働の今後の主な取

り組み方向を明らかにしました。  
 
  ○選択の考え方 

全分野、全地域を網羅するため、「平成 15 年度参画と協働関連施策の展

開方針」に記載した施策・事業のなかから、原則として、各部及び各県民局そ

れぞれ一つ（参画と協働を先導する県民政策部は９施策）、参画と協働を先

導するものを取り上げました｡ 

    

    ○選択の視点 

・ 全庁的に取り組む、参画と協働のしくみとしての施策・事業 

・ 多様な手法（チャンネル）を組み合わせて展開する施策 

・ 事業・各地域の特性のある取り組みや、県民が多彩に参画・協働して実

施している施策・事業 

 

○選択した事業の一覧 

 

  ◇地域づくり活動への支援に関する施策（17 施策）      

３つの方向 事 業 名  担当部 ﾍﾟｰｼﾞ

地域づくり活動の登録制度の創設・運用  県民政策部  10 

県民運動情報提供事業～タクシーDE ゲット～ 阪神北県民局  12 

“子どもの冒険ひろば”パイロット事業  県民政策部  15 

“若者の居場所づくり”（「若者ゆうゆう広場｣の

設置)の推進  
県民政策部  18 

まちの子育てひろば事業の推進  健康生活部  21 

新たな活動を

生み、育む 

スポーツクラブ 21 ひょうごの推進 教育委員会  24 

食育推進ボランティア育成・活動支援事業 農林水産部  28 

北はりま田園空間博物館交流推進事業  北播磨県民局  30 

活動を高め、

支える 

地域生活創造情報プラザの設置・運営（生活

創造センター構想の推進） 

県民政策部  32 

地域団体活動パワーアップ事業  県民政策部  35 

灘（六甲山～東部新都心）文化軸活性化支

援・県市協働事業 

神戸県民局  38 

いなみ野ため池ミュージアム創設プロジェクトの

推進 

東播磨県民局  40 

「JR 播但線」列車通学生徒のマナーアップ運

動の展開 

中播磨県民局 43 

コウノトリと共生する地域づくりの推進 但馬県民局  45 

活 動 を つ な

ぎ、拡げる 

あわじ菜の花エコプロジェクトの推進＊ 淡路県民局  48 
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ひょうごボランタリープラザの充実          52 

ひょうごボランタリー基金、阪神・淡路

大震災復興基金による助成  

55 

NPO 大学事業の実施  58 

NPO と行政の協働会議の開催  60 
 

 

ひょうごボランタリー活動メッセ 

県民政策部 

 

 

 62 

 

県民行動プログラムに基づく活動の促進 

【県民行動プログラムの具体例】 

各県民局 

 

 64 

 

「六甲山を生かすﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」ｸﾞﾙｰﾌﾟなどの

行政と協働した取り組み 等 

神戸県民局 

 

 66 

阪神２号線文化街道づくりを進める 等 阪神南県民局  69 

多様で個性的なﾗｲﾌｽﾀｲﾙを育むことができ

る社会をつくる 等 

阪神北県民局  74 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ東播磨基準づくり 等 東播磨県民局  78 

心肺蘇生法を普及させ｢命の教育｣を推進

していこう   等 

北播磨県民局 

 

 81 

ﾈｯﾄﾃﾞｲﾘﾚｰの実施 等 中播磨県民局  84 

出る杭大会の開催・出る杭大賞の選定 等 西播磨県民局  87 

映像で但馬を発信 等 但馬県民局  90 

情報を発信しようﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 等 丹波県民局  94 

 

地域でつくる自然ふれあい手づくり公演

等 

淡路県民局  99 

 
◇県行政への参画と協働を推進する施策（10 施策） 

３つの方向 事 業 名  担当部 ﾍﾟｰｼﾞ

美しい兵庫指標の運用 県民政策部  107 県 民 と 情 報

を共有する 被災者復興支援会議Ⅲの活動支援 総括部  111 

県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実

施要綱の効果的な運用  
県民政策部  113 

附属機関等の委員の公募に関する指針の策

定・運用  
県民政策部  115 

県 民 と 知 恵

を出し合う 

御前浜水環境の再生＊ 阪神南県民局  117 

自然活用型野外 CSR 事業の推進  産業労働部  119 

コミュニケーション型県土づくり (モデル )
事業  

県土整備部  123 

「いきいき学校」応援事業  教育委員会  126 

西播磨「水と緑の郷づくり」構想の推進  西播磨県民局  130 

県 民 と 力 を

合わせる 

加古川の源流を生かした地域づくり 丹波県民局  132 

 
＊平成 15 年度の展開方針には位置づけていませんでしたが、地域に
おいて、参画と協働の取り組みが展開された施策・事業  

 



 - 10 -

 （２）地域づくり活動への支援に関する施策（17 施策）  

  ①新たな活動を生み、育む 

                                                       

○地域づくり活動の登録制度の創設・運用（県民政策部） 

 

 事業概要  
団体等が自ら取り組む地域づくり活動の概要（活動の内容、活動分野、活動地域、団

体の概要など）を登録し、情報発信することを通じて①地域、分野を超えた活動ノウハ

ウ等の共有、②共通する課題解決に向けた複数のアプローチの発見、③複数のアプロー

チを協働して取り組むきっかけづくり、などによる地域づくり活動の活性化を応援する

ため、ひょうごボランタリープラザにおいて地域づくり登録制度を運用します。 
 
    参画と協働の方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ネットワークづくり 

登録の募集 

登録 

〔システム開発〕 

 県（ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）は、団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ等の意見を聞きな

がら、団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ等にとって利用しやすいシステムを開発。 
 

〔地域づくり活動の情報発信〕 

  団体・グループは、登録を通じて、自らの地域づくり活動に関する情

報を広く発信するとともに、他の団体等との情報共有を積極的に実施。 

〔連携〕 

 団体・グループは、他の団体の活動を知ることにより、新たな

仲間づくり、様々な団体等との協働による課題解決につなげる。 

 県は、交流機会の提供を通じて、団体・グループの連携を支援。 

〔広報〕 

 県（ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）は、地域づくり活動登録についての

理解と、登録の推進を図るため、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、各種

広報媒体による広報活動を実施。 

登録のシステムの開発 

〔説明会〕 

 県（ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）は、県民に対し、各種会議・イベン

ト等を活用して、地域づくり活動登録の趣旨の説明、登録の効果な

どを説明。 
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 参画と協働の実施状況  

◇地域づくり活動登録件数 

地域づくり活動登録制度は、平成 15 年 7 月から運用を開始し、活動登録件数は、1,622 件

です。 

地域別、分野別割合は次のとおりです。 

 
   

地域別割合

但馬
4.6%

淡路
4.2%

神戸
15.5%

阪神南
22.5%

阪神北
6.7%

県外等
7.8%

西播磨
8.1%

北播磨
9.2%

東播磨
9.4%

中播磨
5.3%

丹波
6.7%

 
          ＊複数の地域、分野で活動している場合は、重複して登録しています。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（登録数の充実） 

現在の地域づくり活動登録件数は、1,622 件ですが、県内ボランタリー活動の状況等から

みて、積極的に登録数の増加を呼びかけ、情報の充実を図ることが必要です。 
このため、プラザ利用団体（2,354 団体）、生活創造情報プラザ（文化会館等）などの県

関係機関、市町、市町社協ボランティアセンター※１、関係団体等と連携して登録制度の PR、
登録の呼びかけ等を継続し、各種調査や助成の機会をとらえて、登録の増加に努めます。 
また、活動登録の具体的な活用例をわかりやすく説明するなど、積極的にシステムの PR
に努めるとともに、登録手続きについて、わかりやすく簡素にするなど、見直しを行います。 
（連携への支援） 

音楽系の団体が、ふれあいまちづくり協議会※２のイベントに協力するなど、これまでつ

きあいのなかった団体・グループ同士が、新たに連携して事業を実施するなど、新たな芽が

出てきています。 
このような活動の登録を活用した団体・グループ同士の連携を促し、活動の拡がりを支え

るため、交流機会の提供やメールマガジン等を通じた積極的な情報発信・提供など登録のメ

リットをさらに増進していきます。 
 
※１市町社協ボランティアセンター：市町単位の社会福祉協議会に設置されており、ボランティア 

活動の啓発、相談・助言、養成講座の開催、活動機材の貸し出し等を通じて、 
ボランティア活動を支援するセンターのこと。 

 
    

※２ふれあいまちづくり協議会：地域の自治会、老人クラブ、民生委員児童委員協議会、PTAなど 
各種団体が中心となって結成し、地域在住の高齢者、障害者、児童など、すべ 
ての人が仲良く助け合いながら暮らしていけるよう、住民の交流を深めるとと 
もに、地域福祉の向上をめざし、地域活動を行っている団体のこと。 

分野別割合

まちづくり
15.3%

社会教育8.4%保健・医療
・福祉　14.1%

文化・芸術
・スポーツ　24.9%

環境の保全
8.2%

子どもの健全
育成　11.9%

経済活動の活性
1.2%

団体への助言
・援助　2.6%

その他5.1%

男女共同参画の促
進　2.0%

国際協力活動
2.6%

人権擁護・平和の推
進1.4%

地域安全活動
2.3%
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○県民運動情報提供事業～タクシーＤＥゲット～（阪神北県民局） 
 

 事業概要  
  県民運動をさらに地域に浸透させるため、県民への県政情報等の新たな提供窓口として、管

内最大手である阪急タクシー（株）の協働を得て、地域の老若男女が利用するタクシーの車内

等において、啓発グッズ・県政情報チラシを提供し、少しでも多くの人に県からの情報を役立

ててもらい、地域課題に取り組む気運を醸成します。 
 
参画と協働の方法 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所への協力依頼 

事業の広報・キャンペーンの開催 

企業との協働による事業の実施 

実施結果のフィードバック 

〔事業所への協力依頼〕 

  県は、県民運動を地域に浸透させるため、県民運動情報の窓口 
として啓発グッズ等を配布してもらうよう地域のタクシー会社に 
協力を依頼 
  （依頼内容） 

・タクシー専用乗り場での啓発チラシの設置 
・車内での乗客向け啓発グッズの配布 
・交通安全運動、青少年健全育成等の強調月間のステッカーの

車内掲示 
・社内での啓発グッズ等の配布を通じた社員の地域活動への理

解の促進 

〔広報・キャンペーン〕 
  県は、「タクシーＤＥゲット」事業並びに県民運動を地域住民に普
及・啓発を図るため、新聞発表、広報誌等による広報活動を行うとと

もに、強調期間に駅前のタクシー乗り場等でキャンペーンを実施 

〔事業の実施〕 

県は県民運動情報（啓発グッズ・チラシ）を提供。タクシー会社

は県民情報の窓口として、グッズ等を乗客に配布するとともに営業

所や待合室に設置するとともに、社員に対してもグッズ等を配布 

〔実施状況の調査〕 
県はタクシー会社を訪問し、情報提供の回数、啓発グッズの配

布状況、乗客（県民）の反応等について意見聴取を行い、事業の

定着並びに今後の事業展開につなげる。 
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 参画と協働の実施状況  
 
地域の有益な情報を積極的に取り入れ、それを県民局から企業を通して不特定多数の住民等

に発信することにより、住民・団体・企業・行政の間での地域情報の交流を促進し、地域団体

や個人をつなぐ地域と行政の双方向の事業となっています。 

  

◇配布状況（設置箇所数：7ヵ所） 
 

月 
啓発ｸﾞｯｽﾞ等

種類数 配布数 
訪問 
営業所 備考 

H15.06 5 350枚 1ヵ所  

H15.07 10 700枚 1ヵ所
7/17、川西市内にてキャンペーン
実施 

H15.08 8 560枚 1ヵ所

H15.09 8 560枚 0ヵ所

H15.10 7 490枚 1ヵ所

H15.11 5 350枚 1ヵ所

H15.12 2 140枚 1ヵ所

H16.01 6 420枚 1ヵ所

H16.02 8 560枚 1ヵ所

H16.03 4 280枚 1ヵ所

事業の定着に向けて、管内全営業

所を訪問し意見聴取 

計 63 4,410枚 9ヵ所  

ア）営業所等：4ヵ所（本社：豊中 営業所：伊丹・宝塚・川西） 
イ）タクシー乗り場設置ラック：3ヵ所（宝塚・逆瀬川・雲雀丘花屋敷） 
ウ）タクシー台数：246台（管内営業所所属タクシー） 
エ）青少年健全育成・交通安全啓発用ティッシュ： 5,000個 手交配布 

 
◇主な提供資料 

女性問題相談、500 人委員会※１、F-ネット※２、走る県民教室※３、地域団体活動パワ

ーアップ事業などの県民運動情報 
 

◇各種キャンペーンの実施 
タクシー営業所では、青少年健全育成や交通安全などの各種強調期間にステッカーの車

内掲示、グッズの配布などの協力を得ています。 
 
これまで市役所、公民館等の配布が中心でしたが、県民運動情報の提供の拠点として、不特

定多数の住民が利用するタクシーを活用することで住民にとって県政情報が得やすいものと

なり、住民と県との距離が縮められました。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（協働する企業の拡がり） 
地元の企業と行政がともに事業に取り組むことにより、企業との参画と協働の足がかり

をつけた意義は大きいものがあります。また、企業においては、社員への情報提供や啓発

も併せて行われることにより、地域の企業で働く人が地域づくりに参画するきっかけにな

りました。ただ、初めての取り組みであり、現在、阪急タクシー㈱1社との協働にとどまっ
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ています。今後、この事業を一層拡充するために、他のタクシー会社の協働を働きかけて

いきます。 
（多様な県政情報を提供するしくみの検討） 

県民運動を中心とした県政情報を提供していますが、地域から求められる情報は多種多

様であり、今後どのように県政全般の情報を共有していくか、しくみを検討していきます。 
また、現在は、県民局が県民運動にかかる地域情報をつなぐ中心的役割を担っています

が、今後、地域のグループ・団体、NPO等へのこの役割の移行（移行時期も含む）につい
ても検討します。 

 
 
 
 
 
 

   ※１500 人委員会：「こころ豊かな美しい兵庫」の実現に向け、地域や団体で青少年育成活動や 
地域づくり活動に主体的・能動的に参画する地域の担い手を養成するため、２年 

間の実践・体験型のワークショップ、フィールドワークを取り入れた実践的なセ 

ミナーを行う委員会のこと。地域により人数は異なるが、県下全域で 500 人の委 

員をもって構成している。 

 

   ※２F-ネット：無料の登録会員に対し、県の助成金情報や阪神北地域（伊丹市・宝塚市・川西 
市・三田市・猪名川町）の各種イベントをお知らせするほか、「○○開催のご案 

内」といった登録会員の活動に関する情報も毎月１回ＦＡＸでタイムリーにお知 

らせする制度のこと。 

 

   ※３走る県民教室：県立施設の見学を通じ県政への理解を深めることを目的として、貸し切り 
バスで県立施設などを見学する地域団体などに対して、バス借上げ費用の半額 

(日帰りの場合 5万円、1泊 2 日の場合は 10 万円を限度)を助成する。 
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○“子どもの冒険ひろば”パイロット事業（県民政策部） 

 

 事業概要  

子どもたちが遊びなどを通して生きる力を育めるよう、「自分の責任で自由に遊ぶ」を

原則に、子どもたちがいきいきと遊べる場づくりに取り組む団体・グループ等に事業費を

助成するともに、ひろばで子どもたちを見守るプレイリーダーを開設されるひろばに派遣

します。 
事業の実施にあたっては、青少年育成会議を主催するなど青少年関係団体とネットワー

クのある財団法人兵庫県青少年本部に委託し、同財団が企画の募集及び選考、事業採択、

広報・情報提供、報告会の開催等を行うとともに、プレイリーダーの雇用、養成、派遣を

行い、事業を実施する団体等を支援します。    
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルとして、事業展開をしています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民主導の事業の実施 

事業の広報・募集 

県民からの事業の提案及び助成事業の決定 

〔広報・募集〕   

青少年本部は、事業趣旨の理解と県民の参加意識の向上を図るた

め、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、広報誌等による広報活動を実施。 

〔事業の提案〕  
ＮＰＯ等は、取り組もうとする冒険ひろば事業の概要をとりまとめ、その

活動への助成を申請。 

〔決定〕 
青少年本部は、青少年育成団体代表者や大学教授、行政関係者で

構成される審査会を開催し、助成する事業を決定し、その結果を公表。 

〔事業の実施〕  
事業実施団体は、県や青少年本部からの情報提供等さまざまな支援

を活用しながら、地域住民・グループやボランティアとともに、提案した

冒険ひろばを開設。 

〔助成〕  
 青少年本部は、ＮＰＯ等が取り組む活動の事業費を助成。 

活動ノウハウの共有 

〔交流・報告会の開催〕  
 県・青少年本部は、事業を通じて得られたノウハウを共有し、地域で

の事業の広がりにつながるよう、交流・報告会を開催。 

〔相談〕  
県及び青少年本部は、提案された事業が実施できるよう、情報提供

や活動拠点などさまざまな相談に対応。 
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 参画と協働の実施状況  
◇ひろばの開催状況 

 ･常設ひろば 

   ＮＰＯ、青少年団体・グループ等が、空き地や公園の一角など、あらかじめ定めら

れた場所を使って、主に小学生を対象に、子どもたちが旺盛な好奇心やエネルギーを

発散させて自由に遊ぶ“冒険ひろば”を開設します。地域の団体・グループとプレイ

リーダー※１が中心となって、開催日の決定、開催案内のちらし作成、資材の準備等の

運営にあたります。 

週３日程度、 冒険ひろばを実施 
平成１５年度 開設数        10か所（909回）         

                       のべ参加者数       44,492人      
                      

地 域 ひろばの名称 ひろばの場所 運営団体名 主な活動内容 
神 戸 

(神戸市) 
ワイワイパーク ・神戸市北区藤原台 

・藤原山公園 
・ワイワイパーク

（NPO 法人輝ナ

ビ北神） 

・ニュータウン内の公園

にある里山林を活用 

阪神南 
(尼崎市) 

浜脇っ子ひろば ・西宮市御前浜 ・浜脇っ子ひろば（に 
しのみや遊び場つ

くろう会） 

・全国唯一の海浜型ひろ

ばと酒蔵跡地（国有地）

に開設 

・多数の青年プレイリー

ダーが参画 

阪神北 
(伊丹市) 

仁川放課後ひろば ・仁川小学校運動場 ・放課後遊ぼう会 ・学校施設を活用した遊

び場をＰＴＡと協力

し、毎日開設 

東播磨 
(明石市) 

冒険ひろばあかし

っこ 
・県立明石公園 
・なかよし広場 

・市民サポートセン

ター明石 
・大規模な県立公園の一

角を活用 

・毎日１００人近い参加

者 

北播磨 
(加西市) 

冒険ひろば北はり

ま 
・加西市教育研修所

隣接地 
・日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ兵庫

連盟 北播磨地区

協議会 

・学校跡地を活用した遊

び場と広域にわたる５

か所の出前ひろばを展

開 

中播磨 
(姫路市) 

ネイチャーパーク ・姫路市面白山児童

センター併設公園 
・社団法人播磨教育

ｾﾝﾀｰ 
・児童センターに併設さ

れた公園内の雑木林で

の遊びを創造 

西播磨 
(佐用町) 

夢と冒険のひろば 
しそう 

・一宮町ロクロシキ

ャンプ場 
・日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ兵庫

連盟 宍粟第３団 
・自然に囲まれたキャン

プ場を活用して自由な

遊び場を運営 

但 馬 
(豊岡市) 

放課後プレーパー

ク 

・大屋町立西谷小学

校・南谷小学校 
・社会福祉法人 大

屋町社会福祉協議

会 

・過疎地で普段群れるこ

との少ない子どもたち

に、学校施設を活用し

た遊び場を運営 

丹 波 
(氷上町) 

さちよ緑のひろば ・氷上町賀茂１００

番地 
・さちよ緑のひろば

実行委員会  
・地域のグラウンドを活

用し、子どもたちと協

働した遊び場づくりを

展開 

淡 路 
(五色町) 

寺町ひろば ・洲本市－千福寺 ・洲本スカウト団 ・地域に身近なお寺の境

内を活用した遊び場づ

くりを展開 
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・出前ひろば 
冒険ひろばをやりたいが、常時使える場所を確保できない場合に、常設ひろばにい

るプレイリーダーが、現地に赴き、公園や学校のグランド等を一時的に使って、地域

の人たちと一緒になって“冒険ひろば”の準備から開催まで行います。 

         平成１５年度 開設数       54か所（184回） 
                 のべ参加者数   9,625人 
   
◇プレイリーダー数（派遣回数） 

      22人（1,093回）   
 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

 （広場の普及・定着） 

冒険ひろばの開設を機に、地域の子育て中の親が気軽に公園に集う姿が多く見られるよう

になり、よいコミュニケーションの場となっています。また、昔はごく普通に見られた子ど

もの遊び場を、地域に取り戻していこうとする動きが、実施団体を中心に、地域の大人達に

拡がっています。 

今後、ひろばを本格的に普及・定着させていくためには、実施団体以外にも、地域の中で

ひろばを小規模で運営している既存プレーパークに対する支援を早急に検討していきます。 

（人材養成やネットワークの構築） 

実施団体の中には、プレイリーダーの他にも、若いボランティアの人々が多数参加する団

体が生まれるなど、青少年の居場所ともなっています。また、プレイリーダー研修を一般公

開することにより、実施団体以外の冒険ひろば（プレーパーク※２）に関心を寄せる団体や

個人の参加も得ており、兵庫県内のプレーパーク関係者のネットワークづくりに役立ってい

ます。 
プレイリーダーを確保することが、地域の中での自主的なひろばづくりを拡げていくこと

につながることから、人材養成やネットワークの構築に取り組みます。 
 
 
※１プレイリーダー：子どもたちと同じ視線に立ち、遊びのヒントや自然素材を提供し、“ひろば” 

において子どもと遊び、子どもの活動を見守る人のこと。 
 
※２プレーパーク：プレーパークは「冒険遊び場」とも呼ばれ、デンマークをはじめ、ヨーロッパを 

中心に 1940年代以降に広がった新しい遊び場のこと。子どもたちが、廃材でいろ 
んなものをつくったり、シャベルで大穴を掘ったり、木にロープをかけてよじ登 
ったり、いきいきと遊ぶことができるところであり、子どもたちの好奇心や欲求 
を大切にし、やりたいことができる限り実現できる場にするために、地域の人た 
ちがプレイリーダーと一緒に運営にあたる。 
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○“若者の居場所づくり”（「若者ゆうゆう広場」の設置）の推進（県民政策部） 

 

 事業概要  

家庭や学校以外で、多様な若者を受けとめるための「居場所」づくりを進めるＮＰＯ等に対

し、事業費を助成します（助成金額１件あたり２５万円以内）。 
事業の実施にあたっては、青少年育成会議を主催するなど青少年関係団体とネットワークの

ある財団法人兵庫県青少年本部に委託し、同財団が企画の募集及び選考、事業採択、広報・情

報提供、報告会の開催等を行います。    
 

 参画と協働の方法  

下記のような進め方を標準モデルにして、事業を展開します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民主導の事業の実施 

事業の広報・募集 

県民からの事業の提案及び助成事業の決定 

〔広報・募集〕   

青少年本部は、事業趣旨の理解と県民の参加意識の向上を図るた

め、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、広報誌等による広報活動を実施。 

〔事業の提案〕  
ＮＰＯ等は、取り組もうとする居場所事業の概要をとりまとめ、その活

動への助成を申請。 

〔決定〕  
青少年本部は、青少年育成団体代表者や大学教授、行政関係者で

構成される審査会を開催し、助成する事業を決定し、その結果を公表。 

〔事業の実施〕  
事業実施団体は、県や青少年本部からの情報提供等さまざまな支

援を活用しながら、地域住民・グループやボランティアとともに、提案し

た居場所づくり事業への取り組み。 

〔助成〕  
 青少年本部は、ＮＰＯ等が取り組む活動の事業費を助成。 

活動ノウハウの共有 

〔交流・報告会の開催〕  
 県・青少年本部は、事業を通じて得られたノウハウを共有し、地域
での事業の広がりにつながるよう、交流・報告会を開催。 

〔相談〕  
県及び青少年本部は、提案された事業が実施できるよう、情報提供

や活動拠点などさまざまな相談に対応。 
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 参画と協働の実施状況  

◇ゆうゆう広場の開設状況                         

 
   
◇ひろばの利用者数 

                                         （単位：人） 

     
◇若者の居場所づくり推進員の雇用 

   若者の居場所づくりに関する業務を円滑に進めるため、大学生ボランティアの発掘や情報誌
の発行等の業務に携わり、“ひろば”の広がり、定着に取り組む「若者の居場所づくり推進員」

を当事業の委託先である（財）兵庫県青少年本部に２名設置します。 
 

地 域 名 称 広 場 の 場 所 運 営 団 体 活動内容 
神 戸 

(神戸市) 
ゆうゆう 
ユープラ 

・神戸市須磨区 須磨パ

ティオ健康館３階 
・NPO法人 こうべﾕｰｽ
ﾈｯﾄ 

外国人ボランティア

による英会話やバン

ド練習を実施 
阪神南 

(尼崎市) 
ゆうゆう 
小田北広場 

・尼崎市神崎町 神崎青

少年会館 
・小田北地域人権教育啓

発促進委員会 
卓球等球技、ゲーム

を通じた大学生まで

の異世代交流を展開 
阪神北 

(伊丹市) 
ゆうゆう 
U･I･A 

・伊丹市端ヶ丘 
HSMHouse１階 T･C･C 

・ユー・アイ・アソシエ

ーション 
気軽な会話と社会貢

献を目的とした自主

活動の企画、実践 
東播磨 

(明石市) 
ゆうゆう 
若者広場山の上 

・明石市大久保町 CaSa
メーコッコ 

・CaSaメーコッコ ロッジ風の居場所で

自然を感じながら創

作活動や料理を実施 
北播磨 

(加西市) 
ゆうゆう 
かさい 

・加西市北条 加西市地

域交流センター 
・こころ豊かな人づくり

500人委員会加西ﾌﾞﾛｯｸ 
500 人委員会ＯＢ会
と連携し、ダンスや

バンド発表会を実施 
中播磨 

(姫路市) 
ゆうゆう 
もんもクラブ 

・姫路市西二階町 アサ

ヒカメラ店舗１F 
・NPO 法人 おはなし
くれよん 

近隣大学生ボランテ

ィアとの気軽なおし

ゃべり・相談を実施 
西播磨 

(佐用町) 
ゆうゆう 
缶★環☆館 

・佐用町佐用 佐用商店 
 街 ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ「缶★環

☆館」 

・佐用商店街有志「空き缶

でもうけてもええ会」 
商店街有志とともに

30 人が町活性化イベ
ントを企画、実施 

但 馬 
(豊岡市) 

ゆうゆう 
たじま 

・豊岡市寿町 ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞ
ﾈｽ施設「ﾊﾞﾆﾗｼﾃｨ」 

・ストーク 学習会、絵画のほか

まちおこしのイベン

ト等に積極的に参加 
丹 波 

(柏原町) 
ゆうゆう 
モクリンひろば 

・柏原町柏原 ｺﾐｭﾆﾃｨひ

ろば木輪 
・柏原まちづくり協議会 パソコン利用やダン

スグループによる練

習の場として展開中 
淡 路 

(五色町) 
ゆうゆう 
みやま 

・五色町広石中 五色町

地域福祉センター 
・三島博士顕彰会 センターの好きなコ

ーナーで、イベント

企画等の活動を展開 

神 戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但 馬 丹 波 淡 路 
10,373 4,882 3,664 3,391 2,308 2,081 5,164 4,203 6,360 1,980 
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広場の増加） 

  広場における地域の人々とのふれ合いの中から、まちづくりイベント等に積極的に参加す

る中高生が出てきており、地域でも若者にとっての学校や家庭以外の第３の居場所である

“広場”の必要性について、理解が進んできています。 

ゆうゆう広場は、地域の中にある施設の利用を中心としたものであるため、この事業を広

げていくために、広場の増加に努めます。 

（場所や人材の確保、柔軟な助成制度等の検討） 
広場の運営においては、運営団体がそれぞれの特徴を活かし、創意工夫しながら実施して

いるため、事業が画一化せず、幅広い活動が行われています。 

この事業により広がりを持たせていくために、場所や人材の確保、また柔軟な助成制度等

を検討します。 

（ネットワーク化の推進） 

広場の運営を担う、特に郡部の実施団体が、若い世代を対象とした事業を実施していくこ

とで、地域の若者のリーダーとの接触を持ち、従来の活動の幅を広げている例も見られます。 

現在、ホームページや報告会、通信誌等の発行を通じ、運営団体による連携を進めてはい

るものの、まだ十分とは言えず、地域の自主的な動きを促進していくためには、これら団体

同士のネットワーク化の支援に取り組みます。 
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○まちの子育てひろば事業（健康生活部） 

 

 事業概要  

   子育て中の親が気軽に集い、仲間づくりを通して子育ての悩みを解決し、情報交換が

できる身近な拠点となる「まちの子育てひろば」（以下「ひろば」という。）の開設を促

進し、地域団体やボランティア等との参画と協働により、子育て相談や親子の体験活動

を支援するなど、地域全体で子育てを支えるしくみづくりを推進します。 
 
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルに、具体的な手法については各地域で創意工夫を凝ら

し展開しています。  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

子育てに関する通信紙の配付 

全県及び地域推進協議会の開催 

〔通信紙〕   
県は、各ひろば、関係行政機関、コンビニ等への通信紙の配付を

通じ、子育て・子育ちに関する情報を提供。 

〔推進協議会〕  
県は、関係団体、地域団体等から構成される全県及び地域レベル

の推進協議会を開催し、情報交換や協議を実施。 

県民の主体的な子育て・子育ち活動 

〔実践活動〕  
保育所、幼稚園、児童館や子育てサークル等は、地域団体、ボ

ランティア等とともに、活動の場の提供、子育て相談、情報提供、

体験活動の支援等を行い、県民による主体的な子育て・子育ち活

動を支援。 

〔推進員〕 
 県は、子育て・子育ち活動の一層の連携及び拡大をめざし、推
進員を配置して、地域におけるひろば情報の収集・発信や関係団

体との連絡調整を実施。 

〔研修〕 
 県は、子育てサークルリーダー養成研修を実施し、自立した活
動を支援。 
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 参画と協働の実施状況  

◇推進協議会の開催状況 

関係団体、地域団体等から構成される全県及び地域レベルの推進協議会を開催し、

情報交換や協議を行ったので、県民のニーズに対応した子育て・子育ち活動の展開を

支援することができました。 

本庁・県民局 開催時期 主な協議事項 参加者（参加団体数） 
本 庁 ７月３日 １７人（２０） 

神 戸 ２月２４日     ３人（ ３） 

東播磨 ２月１８日 ２１人（１６） 
北播磨 ３月１６日 ２８人（３４） 
中播磨 １月１４日 １５人（２２） 

西播磨 ７月３０日 
２月１７日 

１８人（１９） 

但馬長寿の郷 ３月１１日 ２４人（２８） 
丹 波 ５月 ９日 １８人（１８） 
淡 路 ３月１１日 

・まちの子育てひろば事業活動 
報告 

・まちの子育てひろば事業新年 
度の取り組み 

８人（ ８） 
 

◇「まちの子育てひろば」設置状況（平成 15 年 3 月末現在）                 

県民局 保育所
子育て
サークル

幼稚園 児童館
子育て学
習ｾﾝﾀｰ

コープ
ひろば

助産院
社会福祉
協議会

まちの
保健室

児童養護
施設

乳児院
女性
ｾﾝﾀｰ

その他 合計

神戸 13 54 92 108 0 12 3 0 2 0 1 0 60 345
阪神南 88 53 61 22 0 6 1 1 1 3 0 0 0 236
阪神北 15 82 43 10 0 2 5 1 1 0 1 2 6 168
東播磨 51 74 3 2 5 3 2 1 2 1 1 0 6 151
北播磨 52 16 2 10 8 0 1 0 0 0 0 1 1 91
中播磨 84 8 11 13 2 1 2 1 2 2 2 0 0 128
西播磨 41 20 0 9 9 3 1 8 0 1 0 0 2 94
但馬 37 28 0 3 13 0 1 2 0 0 0 0 6 90
丹波 21 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 36
淡路 14 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21
合計 416 342 213 183 43 27 17 14 8 7 5 3 82 1360

 

 ◇活動内容 

・親子で体験活動（親子体操、工作、料理、季節の行事など）を実施 

・ボランティアによる絵本の読み聞かせ、紙芝居、人形劇などの遊びの提供 

・保育士、保健士、助産婦などの専門人材による子育て相談の実施 

・施設（園庭、自宅）開放  等 

 

ひろばには、多くの子育て中の親の参加があり、「ストレス解消になる」「子育ての大

先輩にかかわってもらえるので安心できる」といった意見があり、概ね好評です。その

一方、「ボランティア、講師派遣等の要望は強いが、実際には派遣できていない」とい

った課題も投げかけられています。 

 

 ◇推進員の設置状況   

   ひろばに関する情報の収集・発信や関係団体との連絡調整等を行う「まちの子育て

ひろば推進員」を地域に配置します。（平成１４年度：８１名、平成１５年度１０３

名） 
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配置箇所 役割など 

社会福祉課 全県下のひろば登録管理、助成金等交付事務、通信

紙の発行等のため、３名配置  

県民局 広域的な情報集約や連絡調整等を行うため、各県民

局に１名ずつ配置 

県立こどもの館 各ひろばに出向き、体験活動の指導や子育てリーダ

ー 研修を実施するため１１名配置 

保育所 
保育所のひろばの情報集約や連絡調整等を行うた

め事務局及び各地区ブロック（旧県民局圏域）に１名

ずつ配置 

県社会福祉協議会 市町社協の推進員の情報集約や連絡調整等を行うた

め、２名配置 

市町社会福祉協議会 
各ひろばの情報集約や連絡調整等を行うため、各市

町社協に１名ずつ配置（ただし人口の多い神戸市は 
１１名、尼崎市、西宮市各２名配置）） 

 
 ◇子育てサークルリーダー養成研修の開催状況 

・派遣市町数：11 市 9 町 

・派遣回数 ：35 回 

・参加人員 ：1,721 名 

・研修内容 ：地域みんなで子育て支援ができる仕組みをつくるため、子育て中の親や地

域のボランティア等が絵本の読み聞かせや工作等子どもとの触れ合い方を

体験しながら子育てサークルの育成や活性化のノウハウについて学ぶ研修

を実施。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（活動内容の拡充） 

   今後は、特に、子育てに疲れ引きこもりがちな親をひろばへ誘導するために、事業の概要

について一層の広報に努めます。また、障害のある子どもを育てている親や共働き家庭など、

ケアが必要な子育て中の親に対しても支援できるよう、活動内容の拡充を検討します。 

また、団体・グループによる実践活動で培われたひろば運営のノウハウについては、充分

に情報共有できていないので、インターネットの活用や通信紙への掲載等を通じて、情報の

ネットワーク化に努めます。 
（交流の促進）  

平成 15 年度は、地域で活動するグループ等多様な主体の参画を促進した結果、主に子育

てサークル、自治会、民生委員児童委員協議会及び婦人会等による開設が増加しました。 

今後は、ひろばの開設や活動の支援にあたり、参画と協働の取り組みが一層多彩に展開さ

れるよう、子育てについて協働できる団体、ボランティアグループ、個人等を結集するとと

もに、これら団体・グループの活動の充実と相互交流の促進を図るための機会づくりを支援

していきます。 
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○スポーツクラブ２１ひょうごの推進（教育委員会） 

 

 事業概要  
２１世紀において豊かなスポーツライフを実現し、スポーツを通じて地域コミュニティづく

りや地域の教育力を活用した青少年の健全育成を図るため、小学校区を基本単位に、県民誰も

が参加できる地域住民の主体的運営による地域スポーツクラブの設立を支援します。 

   （内容） 

     ・全県推進委員会開催 
各団体への協力依頼、幅広い提案を踏まえた柔軟な支援の在り方を協議 

     ・補助事業 

       市町に対する補助（市町推進委員会運営補助事業） 

       地域スポーツクラブへの財政支援（基金方式による柔軟な補助） 
     ・啓発推進及び人材養成確保、交流大会開催、調査研究 
 
 

 参画と協働の方法  
  下記の進め方により、事業を展開し、県下各地域に「地域スポーツクラブ」を設立します。

具体的には各地域で特性を生かした運営を行います。 
「地域スポーツクラブ」は、地域住民のボランティアシップに基づき自主的な運営をめざす

ものですが、クラブの立ち上がりから軌道に乗るまでの間、県は一定額の助成を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 （次ページに続く） 

 

〔全県推進委員会〕 

全県推進委員会（全県的に活動するスポーツ関係団体及び地域

団体等で構成）を開催し、既存の活動団体との連携を確立し協力

を依頼 
 

事業の広報（事業開始年度（平成 12 年度）） 

〔事業説明会〕 

各ブロックにおける市町教育長会議において、事業趣旨の説

明と協力依頼 

 各市町担当者会を開催し、事業説明会を実施 

〔募集〕 
各市町は、市町内において「スポーツクラブ２１ひょうご」
の広報・募集 

〔広報〕 
地元新聞特集記事掲載、ホームページの拡充、県広報メディ
アを効果的に活用して、事業の趣旨を広報 
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 参画と協働の実施状況  
◇設立状況 

平成 17年度までに県内すべての小学校区（828クラブ）への地域スポーツクラブ設立を
目標に推進しており、現在（平成 16年３月末）の各地域別でのクラブ設立状況は、一部の
地域を除きほぼ 60％以上、全県では 75％の進捗率です。 
また、市郡町推進委員会においては、県下 88市町（平成 15年３月末）全てに設置され
ており、全小学校区でｸﾗﾌﾞの設立を完了した市町は全体の 76％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ16 予定 Ｈ17予定

ク

ラ

ブ 

新規設立数 

（累 計） 

（進捗率） 

８３ 

（８３） 

(9.9%) 

１５８ 

（２４１） 

(28.8%) 

２３１ 

（４７２） 

(56.6%) 

１４６ 

（６１８） 

(74.6%) 

１３０ 

（７４８） 

(90.3%) 

８０ 

（８２８） 

(100.0%) 

市

町 
 

全小学校区でｸﾗ

ﾌﾞ設立を完了し

た市町数      

（累 計） 

８ 

（８） 

(9.1%) 

１４ 

（２２） 

(25.0%) 

３５ 

（５７） 

(64.8%) 

１０ 

（６７） 

(76.1%) 

１１ 

（７８） 

(88.6%) 

１０ 

（８８） 

(100.0%) 

地域スポーツクラブの設立・運営 

〔講習会〕 

  県は、運営手法等を取得し運営の核となる人材養成を行

うクラブマネジャー養成講習会や、具体的な種目活動を企

画・実施するボランティア指導者を養成するスポーツリーダ

ー養成講習会を開催 

〔活動プログラムの提供〕 
 県は、クラブの活動の多様化を図るため、CD やビデオを媒体
とした活動プログラムを市町推進委員会や各クラブに提供 

〔交流〕 

  県は、ブロック別交流大会の開催や神戸新聞社子育て支援

プロジェクトとの連携、エリア別クラブ連絡協議会の設立支

援等を通じて、クラブ同士の連携を促進 

〔市町推進委員会〕 

各市町単位で、「市町推進委員会」を設立 

クラブ間の連携促進 

〔補助〕 

県は、設立された市町推進委員会に 35万円を補助（平成 12
年度から平成 16年度まで） 
各小学校区において、設立意志があり、かつ設立要件を満た

した小学校区の代表は、市町推進委員会を経て、県に対し補助

金を申請 
県は、設立されたクラブに対して、基金方式により、1,300
万円（設備整備費と運営費（５年間））を補助 
県は、各市町における設立・運営準備組織への巡回指導、市

町担当者研修会、運営事例ビデオの作成・配布等を支援 
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◇クラブ数の状況 

 

 

神戸市 

 

阪神

南 

阪神

北 

東 播

磨 

北 播

磨 

中 播

磨 

西 播

磨 

但馬 丹波 

 

淡路 計 

 

（設立予定） 170 93 84 76 57 87 75 84 44 58 828 地区

H12 年度 10 1 4 9 8 3 12 22 5 9 83 

H13 年度 17 5 7 14 16 10 15 36 15 23 158 

H14 年度 43 14 16 27 20 31 26 20 17 17 231 

H15 年度 35 25 24 15 11 14 11 2 6 3 146 

累 計 105 45 51 65 55 58 64 80 43 52 618 

 進捗率%) 61.8 48.4 60.7 85.5 96.5 66.7 85.3 95.2 97.7 89.7 75.0 

 

◇会員数（年度末累計）        
 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 
総会委員数(名) 28,220 118,988 201,780 264,195 

  

会員の年齢別構成（平成15年度末現在）

 高齢者

（60歳以上）

23%

 成人
（20～59歳）

42%

中高生

8%

小学生以下

27%

 
     高齢者のスポーツクラブへの参加も２割を超えており、家に閉じこもっていた高齢

者が会員に誘われてクラブの活動に参加するようになるなど、元気で活動的な高齢者

（アクティブ・シニア）の増加につながっています。 
 
◇開設種目 

  ・１クラブ平均開設種目：８種目（最多：３８種目） 

    ・定期的な活動種目（上位８種目）：卓球、グランドゴルフ、バドミントン、バレーボール、
野球、ソフトボール、ソフトバレーボール、サッカー 

 
     平成１８年度開催の「のじぎく兵庫国体」の地元開催種目を取り入れるなど、地域全

体で競技の普及に取り組むとともに、国体開催の機運醸成を図っていこうとする新たな

動きも出てきています。 
     一方で、更なる活動の活発化が必要な地域やクラブも見受けられるため、それらの活

動の促進に努めます。 
 
◇クラブマネジャー養成講習会修了者数 
  運営手法等を学び、クラブ運営の核となる人材を養成するための講習会を平成 13年度より開催 

 H13年度 H14年度 H15年度 
受講者数(名) 202 262 183 
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◇スポーツリーダー養成講習会修了者数 
  具体的な種目活動を企画・実施するボランティア指導者を養成する講習会を平成 15 年度より開催 

 H15年度 
受講者数(名) 265 

   
◇交流事業  
・ 交流イベントの開催 70.6％  
  （地域実情に即してクラブ内外を対象に野外活動やスポーツ大会などを実施） 

・ 開催回数 年間５回程度 

・ 開催内容（上位５行事）：クラブ内・クラブ間での交流試合・スポーツ大会、地域住民 
交流ウォーキング・ハイキング、クラブ主催で新たな企画による運動会、子ども

から高齢者まで対象にした健康度・体力測定会、地域でのボランティア活動 

・ 特色ある事業：三世代スポーツ大会や市町域全域での交流フェスティバル、活動記録手 

 帳作成や顕著な活動への表彰制度創設 等 

 
    各種スポーツイベントや交流イベント等を開催することにより、地域住民間、世代間

の交流を促し、地域で子どもたちを育てる意識が醸成されつつあります。 
 
◇クラブハウスの整備状況             
・ 新築整備 32％、既存施設改修  39％（余裕教室 15％、その他 24％）、 
・ 既存施設設備拡充  29％（公民館 17％、公立体育館等 12％） 

 
クラブ員の交流の場となるクラブハウスは、小学校を活動拠点とするスポーツクラブ

も多く、地域住民にとって学校施設がこれまで以上に身近なものとして感じられるよう

になっています。 

                                  

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（クラブの永続的な運営）  
住民の参画と協働により、地域ごとのスポーツクラブを永続的に運営していくため、以

下のような取り組みを着実に推進していきます。 
     ・安定した財務基盤を確立するための活動規模等に見合う会員数確保と会費設定 
     ・会員に魅力ある多彩な活動プログラムの展開 
     ・多様な活動に対応可能な指導者確保 
     ・地域の認知度を高め既存団体等との連携の強化  等 
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②活動を高め、支える 
 
○食育推進ボランティア育成・活動支援事業（農林水産部） 

 
 事業概要   

望ましい食生活の実現に向け、県民一人ひとりが「食」について関心を持ち、自ら考える 
習慣を身につける「食育」を推進するため、地域において「食育」の普及に自主的・主体的に

取り組むボランティア（食の健康運動リーダー）を育成するとともに、ボランティアが保育所、

幼稚園の園児とその保護者を対象に行う農業体験や調理体験等の実践活動へ支援を行います。 
 
 参画と協働の方法  

下記のような進め方をモデルに、兵庫県（農林水産部、健康生活部、農林(水産)振興事務所、 
健康福祉事務所）及び(財)兵庫県健康財団が連携して事業を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食の健康運動リーダーの募集 

〔広報・募集〕 

県､健康財団が各種広報を通じて、リーダーを募集。 

〔講習会〕 

県及び健康財団は、リーダーが効果的な実践指導を行うこと
ができるよう、講習会を開催し、事業概要の説明、実践指導の
手法、先進事例等について提示。 

県民（保育所・幼稚園）からの実践活動の要請 

〔実践調整会議〕 

保育所・幼稚園における実践活動を推進するため、健康福祉
事務所単位で関係者による会議を開催。 

〔実践活動にかかる事前調整〕 

効果的な実践活動を実施するため、リーダー、保育所又は幼
稚園、県（健康財団）により事前調整を実施。 

実践活動の実施 

〔リーダーによる実践指導〕 

リーダーが、園児とその保護者への体験指導（農業体験、食
品加工体験、調理体験等）を実施。 

〔活動支援〕 

県は、リーダーが体験指導を行うために要する経費を支援。 

〔家庭での実践〕 

県民は、各家庭で幼い頃から「食」に親しむことにより、「食
べ物」に対する感謝するこころを育むとともに、調理への参画
意識を高揚。 
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 参画と協働の実施状況   
特に幼児期に幼児期に食習慣や食嗜好が形成されるといわれていることから、子ども

と保護者に対する「食育」を推進するため、平成15年から実施しています。 
 

◇リーダー登録数、実践活動実施回数等（H16.3.31現在）  

項    目 実  績 

 食の健康運動リーダー登録数          １，４４４ 人 

 実践活動実施回数             ４５３ 回 

 

 参加者数      約 １８，０００ 人 

 

 
     食の健康運動リーダーの積極的な活動により、450回を超える実践活動を得ることが

できました。 
     リーダーは、農作物の植付け・収穫などの農作業体験、ごはんや大豆を中心とした調

理体験等を通じて、園児とその保護者に「食べものの大切さや、食べものについて関心

を持つこと」などについて実践指導を行いました。 
また、リーダーの募集にあたっては、関係団体や農業グループ等の積極的な協力も得

ることができたため、事業開始初年度において、事業予定期間（５年間）における目標

数（2,000人）の約７割を占める1,444人の参画を得ることができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （小宅北幼稚園での取り組み）       （東栗栖幼稚園での取り組み） 

 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（リーダーの活動の充実） 
食の健康運動リーダーの積極的な実践活動の展開状況を踏まえ、今後は、農産物を生産し、

育て、収穫を行い、自ら手を加えた食材を使って調理を行うといった一体的な体験を行うた

め、農業体験と調理体験を担当するそれぞれのリーダーが連携した取り組みが可能となるよ

う、行政も働きかけを行っていきます。 
 （活動が地域に定着するしくみづくり） 

体験指導の参加者からは、「食」についての関心が高まった、子どもが調理を手伝うよう

になったなどの意見があり、また保育所・幼稚園からも継続した取組を希望する声が聞かれ

るなど、好評を得ています。しかし、都市部における園については、近隣に体験農園等がな

いため、今後、リーダーが実践活動をできる場所の確保に努めます。 
また、「食育」は全世代を通して実践する必要があるため、これらの取り組みの成果が地
域に広がるとともに、草の根的な運動につながるようなしくみを検討していきます。 
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○ 北はりま田園空間博物館交流推進事業（北播磨県民局） 

 

 事業概要  
北播磨地域における、都市と農山村との交流を通じた豊かな地域づくりのため、北は

りま田園空間博物館を拠点として、地域情報の発信・地域案内人の育成を図り、行政と

住民が連携し、北播磨地域が持つ様々な資源を生かして、都市住民との交流を図る北播

磨交流の祭典を含む、住民の参画と協働による交流の舞台づくりを支援します。 
なお、事業の実施にあたっては、住民主導の運動として実施し、事業完了後も地域に

根付いた運動とさせるため、現在、北播磨地域において、地域づくりの中核的組織であ

る NPO法人北はりま田園空間博物館に業務を委託します。 
 
    参画と協働の方法  

15 年度については、地域案内人のリーダーとなり、来訪者が北播磨地域に興味を持つ

ような案内を行う技術を持った、インタープリターの養成をメインに事業を進め、16

年度以降は、養成講座修了者も参画・協働して、巡回講座の開催をメインに、地域全域

で案内人の育成を図ることとします。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民の主体的活動 

情報の提供 

講座の開催 

〔案内人（インタープリター）養成講座の企画〕 

県（ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館）は、県民（養成講座修

了者）と協議して、養成講座の日程・開催場所・講義内容等につい

て決定。 

〔養成講座の開催〕 

県民は、講座を通じて、自ら地域の魅力を再発見すると共に、

来訪者に対し、地域の自然・文化・歴史等をわかりやすく伝える、

インタープリテーション技術を習得。 

〔ボランティア活動〕 

県民（講座修了者）は、来訪者に対し地域の魅力を解説し、

伝え、地域を体験するための指導・誘導。 

〔案内人連絡会議〕 

県民（講座修了者）の交流の場として、連絡会義を設置し、

案内活動に係る研究活動・相互評価・案内プログラムの構築等

を行うことにより、自己研鑽するとともに、養成講座に参画す

ることにより、継続的な人材育成プログラムを構築。 

〔広報〕 

県（ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館）は、県民に対し、イ

ンターネット・パンフレット・ポスター等を利用して、地域の情

報を発信すると共に、養成講座への参加者を募集。 

養成講座の企画 
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 参画と協働の実施状況  
 

◇地域案内人（インタープリター）養成講座 

講 座 名 内 容 月   日 場    所 参加者数

H15. 8.17（日） 西脇市立総合市民センター 

第１回講座 
H15. 8.23・24（土・日）

北はりま田園空間博物館総

合案内所 

２２ 

第２回講座 H15.11. 8・ 9（土・日） 加美町 青年の家 ２２ 

第３回講座 H15.12.13・14（土・日） 黒田庄町 日時計の丘公園 １３ 

第４回講座 

(1)ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰ

についての基

礎知識 (2)ｲﾝﾀ

ｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ技術

の実技 (3)博

物館案内の企

画・実践 
H16. 2.21・22（土・日）

八千代町 ﾈｲﾁｬｰﾊﾟｰｸかさ

がた 

３０ 

計    ８７ 

 

◇巡回講座 

講 座 名 内 容 月   日 場    所 参加者数

第１回巡回講座 H15. 6.28（日） 加美町内サテライト５カ所 ２８ 

第２回巡回講座 H15. 7.26（日） 
黒田庄町内サテライト９カ

所 
３１ 

第３回巡回講座 H15. 9.21（日） 西脇市内サテライト５カ所 ２４ 

第４回巡回講座 H15.10.21（日） 
八千代町内サテライト６カ

所 
１９ 

第５回巡回講座 H15.11.27（日） 中町内サテライト６カ所 ２０ 

第６回巡回講座 

各サテライトの

案内人を目指す

人達が、サテライ

トを巡回し、それ

ぞれのサテライ

ト案内人の案内

を聞き、自らの案

内技術の向上を

図る。 
H16. 3.13（土） 

加美町内サテライト６カ所 
２１ 

計    １４３ 

 

   参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（人材の育成と活用）                                
養成講座・巡回講座の実施により、住民自らが地域の風土・資源を再認識し、地域づ

くりの実践者としての意識の醸成を図るとともに、地域を訪れる来訪者に、地域の魅力

を解説できる人材が育成されつつあります。しかし、受講修了者の活動の場の確保と、

案内技術の維持に充分対応しきれていません。 
これらの状況を踏まえ、今後は、養成講座の修了者により設立された案内人連絡会議

について、会員相互の連絡情報網の確立、定期的な会議の開催などにより、自己発展型

の組織づくりに取り組みます。 
また、県下各地で展開されている、エコミュージアム※構想の先行モデルとして、こ

れまでに行ってきた住民主導による人材育成の取り組みについて、十分な検証を行い、

他の地域における組織づくりにフィードバックさせていきます。 
 

※
エコミュージアム：地域をまるごと「生きた博物館」と見立て、地域の暮らしと関わる有形・無形 

の資源を地域の人々を中心に幅広い主体の参画と協働を得ながら、活かしつつ保全する 

取り組みで、地域活性化にも役立てていこうとするもの。 
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   ○地域生活創造情報プラザの設置・運営（生活創造センター構想の推進）（県民政策部） 

 

 事業概要  
県民が、自分のくらしを高め、主体的に参画しながら、成熟社会にふさわしい新しい

ライフスタイルづくりを実践していくことができるよう、神戸生活創造センターや丹波

の森公苑の運営をするとともに、文化会館や生活科学センター等において「地域生活創

造情報プラザ」を整備・充実し、地域文化や消費生活をはじめ、子育て・青少年、男女

共同参画、健康福祉、環境など多彩な分野の生活創造活動を支援しています。 
 
    参画と協働の方法  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の提供 

〔公募〕 

県は、地域生活創造情報プラザにおいて情報提供や相談等県民の
活動の支援を行う生活創造活動コーディネーターを公募・選考し、
委嘱。 
県は、生活創造コーディネーターとともに地域生活創造情報プラザ
の運営に関わる生活創造応援隊を公募し、委嘱。 

生活創造活動コーディネーター、生活創造応援隊の設置 

〔情報提供〕〔相談〕 
 生活創造活動コーディネーターと地域生活創造活動応援隊は、連
携して、地域で活動に取り組む者にとって有用な情報の提供・相談
等に対応。 
各種推進員等は、生活創造活動コーディネーターと連携して情報
提供・相談等を行うなど、情報プラザを拠点として活動。 

県民の活動への支援 

〔情報誌の発行〕 

 生活創造活動コーディネーターは、生活創造応援隊と協力して編
集・取材等を行い、地域内での講座・拠点情報・イベント等を掲載

した「生活創造しんぶん」を発行。 

〔活動の場づくり〕 
 生活創造活動コーディネーターと各種推進員等は、連携・協働し
て県民が活動を行うための場を提供。 

〔団体の活動への支援〕 
 生活創造活動コーディネーターは、情報プラザに登録する団体に
対して施設の利用調整やグループ交流会の企画開催等の支援を通
じて、団体の自主的な活動の展開を促進。 

〔活動の仲介(マッチング)〕 
 生活創造活動コーディネーターは、県民の学習の成果を生かす
タイアップ講座の企画・実施を支援。 
また､活動ノウハウを有する人材情報を収集･整理し､活動の支
援を求める県民に仲介。

情報プラザを拠点とした交流の支援 
〔交流〕 
 生活創造活動コーディネーターは、情報プラザを活用して、団
体同士の交流やネットワークづくりを拡げる機会を提供。 

〔協働での事業展開への支援〕 
 各種団体・推進員等は、他の団体等と協働で事業を実施。 
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 参画と協働の実施状況  

  各地域の実情に応じて、生活創造センターを整備することとしています。生活創造センター

がまだ整備されていない地域については、文教府、文化会館、生活科学センターなど生活創造

センターの基盤となる施設に、地域生活創造情報プラザを設置し、生活創造活動コーディネー

ターや生活創造応援隊を配置して、生活創造活動の支援拠点機能を充実しています。 
 

◇地域生活創造情報プラザの整備状況 

 
機関名称 

 
所 在 地 

 
開設時期 

生活創造活動 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
設置状況 

生 活 創 造 応 
援隊設置状況 

但馬文教府 豊岡市妙楽寺 41-1 H11年 4月   １ ２０ 
西播磨文化会館 揖保郡新宮町宮内 458-7 H11年 4月  １ ２０ 
淡路文化会館 津名郡一宮町多賀 600 H11年 4月  １ ２０ 
東播磨生活科学センター 加古川市加古川町篠原町 154-1 H11年 4月  １ １１ 

姫路生活科学センター 姫路市新在家本町 1-1-22 H14年4月  １ ２０ 
※ なお、神戸生活創造センター、丹波の森公苑についても生活創造応援隊を設置し、生活創造活動 

支援事業を実施している。 
 

（参考）生活創造センターの整備状況 
 機関名称 所在地 開設時期 
神戸生活創造センター 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 H12年 4月 

丹波の森公苑 氷上郡柏原町柏原 5600 H 8年  4月 
 
◇生活創造しんぶんの発行状況 

名    称 地 域 発行部数 
（／回） 

発 行 主 な 配 布 先 

T-Dream 但馬 3,000部 毎 月 
ネットめばえ 西播磨  3,000部 隔 月 
ポケット淡路 淡路  3,000部 毎 月 
東播 Cha2 東播磨  3,000部 隔 月 
生活創造新聞 中播磨  3,000部 毎 月 
PiPiＮ 神戸  2,000部 毎 月 
たんば．COM 丹波  2.500部 不定期 

民間サービスセンター、公民館、民間施設

等 
 

情報提供や活動のネットワーク化への支援を行うため、生活創造しんぶんの発行や、グル

ープ交流会の開催などに取り組んできましたが、しんぶんの固定的な読者層が形成されると

ともに、グループ同士の新たな出会いを生むなど一定の成果が認められます。 
 
◇地域生活創造情報プラザ登録グループ数 

機関名称 H11 H12 H13 H14 H15 
但馬文教府  １７   １７  １７  １７  ２４ 
西播磨文化会館 １９  ２１ ２９  ４２  ５２ 
淡路文化会館   １  ２８  ３０  ４０  ６０ 
東播磨生活科学センター  １７  ２９  ３９  ５７  ７０ 
姫路生活科学センター  －  －  － １８ ３５ 
神戸生活創造センター  － ２９０ ３５９ ３９７ ４２７ 
丹波の森公苑  ２９  ４５  ５０  ６０ ８９ 
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地域生活創造情報プラザにおいて、地域の特性を生かした生活創造活動の支援に取り組ん

できた結果、施設の利用者数や登録グループ数の増加がみられます。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（生活創造センターの整備） 

地域生活創造情報プラザの登録グループをはじめ、県民運動や地域ビジョンの実践グルー

プや団体など、県民が主体的に取り組んでいるさまざまな活動を総合的に支援する拠点とし

て、生活創造センターの整備に引き続き取り組みます。 
また、同プラザが未整備の地域においては、その設置等に取り組んでいきます（平成 16
年度に嬉野台生涯教育センターにおいて北播磨地域の地域生活創造情報プラザを設置予定）。 
（ネットワーク化の推進） 
今後とも、地域で活動する多様な県民相互の連携・協働を促進するため、同プラザが中心

となり、各県民局や市町、NPO/NGOや多様な中間支援組織と連携しながら、人材、施設、
情報等地域資源の再ネットワーク化を図ることを通じて、活動支援機能をより充実させてい

きます。 
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 ③活動をつなぎ、拡げる 

○地域団体活動パワーアップ事業（県民政策部） 

 事業概要  

   地域団体(自治会、婦人会、老人ｸﾗﾌﾞ、子ども会等)が提案する、地域をよりよくするさ
まざまな取り組みの企画に対して、県民局単位で助成します。（助成金額１件あたり 50万
円以内、各県民局 1,000万円を限度とします） 
なお、事業の実施にあたっては、より地域の主体的な取り組みを推進するため、県民局

が、各地域における地域団体のネットワーク組織であるこころ豊かな美しい地域推進会議

（以下「地域推進会議」という。）に補助し、同会議が募集、助成決定、交流・報告会の

開催等を行います。 
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルに、具体的な手法については各地域で創意工夫を凝ら

し展開しています。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民主導の事業の実施 

事業の広報・募集 

県民からの事業の提案及び助成事業の決定 

〔広報・募集〕   
県・地域推進会議は、事業の正確な理解と県民の参加意識の向上を図
るため、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、広報誌等による広報活動 

〔説明会〕   
県・地域推進会議は、説明会を開催し、事業概要の説明、県民が事業
を展開するにあたって活用できる県の支援メニューの紹介 

〔事業の提案〕  
県民は、取り組もうとする活動の概要をとりまとめ、その活動への助成を
申請 

〔決定〕  
地域推進会議は、提案発表会を開催し、助成する事業を決定 
なお、地域推進会議は、県民の主体性を尊重しながら、提案された事業
に対して、様々なアドバイスを行う。 

〔事業の実施〕  
県民は、県からの情報提供等さまざまな支援を活用しながら、多様な主
体と連携し、提案した活動に取り組む。 

〔活動登録〕  
 県民は、それぞれが取り組む活動の内容、活動するうえで参考となるノ
ウハウなどをひょうごボランタリープラザが運用する「地域づくり活動登録」
に登録し、情報発信 

〔助成〕  

 地域推進会議は、県民が取り組む活動の事業費を助成 

活動ノウハウの共有 

〔交流・報告会の開催〕  
 県・地域推進会議は、県民が自らの事業を振り返り、次の展開に生かす
ことができるよう、また、事業を通じて得られたノウハウを広く共有できるよ
う、事例集を作成し、交流・報告会を開催 

〔相談〕  
県は、県民の主体性を尊重しながら、提案された事業が実施できるよう、
情報提供や活動拠点などさまざまな相談に応じる。 
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 参画と協働の実施状況  

◇県民局ごとの助成状況                      (単位：件、千円) 
県民局名 申請

件数 
助成

件数 
助成額 活動例 

神 戸 64 60 9,670 ・地域の安全・安心を確保するため、防犯ニュースの発行、
防犯パトロールを実施 
・指示や批判なしに子どもたちの話を聞きサポートする常設
チャイルドラインをフリーダイヤルで開設 

阪神南 104 48 10,000 ・ＮＰＯ、自治会等が協働し、地域で高齢者とその家族を見
守り、自立支援を実施 
・地域内の山林を利用し、世代を越えた里山保全運動を展開 

阪神北 69 45 10,000 ・銀甜瓜（マクワ）をみんなで栽培し、特産物として育て、
コミュニケーションやふれあいの場を提供 
・地域住民のまちづくりへの意識向上のため、地域の長所・
短所を点検し、その内容を「まち協かるた」として公募 

東播磨 76 67 9,493 ・加古川地域最古の用水「五ヵ井用水路」の一部を自治会、
高校等の協働により美しい憩いの場となる自然空間を創出 

・住みやすい地域をめざし、連合自治会が現地調査を実施し、
くらしの安全・安心・コミュニティマップを作成 

北播磨 60 49 9,800 ・地区の活性化と世代間交流のため、ジャンボかぼちゃ大会
と朝市を開催 

・地域の住民と子どもたちが、清掃活動や自然観察を通じて、
地域の自然を知り、環境を守る取り組み事業を開催 

中播磨 74 41 9,930 ・子どもをまちの大人みんなで育てることを基本理念とし、
中学校区の子ども、保護者、住民が交流する事業を開催 
・観光集客による地域活性化を図るため、自治会とＮＰＯが
協働し、亀山本徳寺境内で楽市楽座を開催 

西播磨 43 41 9,787 ・地域活性化のため、室山城落城を悼んで旧暦８月１日に行
われていたひな祭りを復興 
・まちの魅力再発見のための児童、幼児による夏休み絵マッ
プコンクールを実施 

但 馬 66 60 9,710 ・豊岡市港地区で古くから食されてきた食材による「港の味」
を次代の人に伝えるため、献立を集録・編集 

・地域資源である山ザクラ巨木や群生カスミザクラを活用し、
新たなサクラ植樹によるサクラ回廊づくりを実施 

丹 波 47 45 9,990 ・地域とＮＰＯが協働し、都市部住民に里山の日常体験（五
右衛門風呂等）を体験してもらうウォークデイを開催 
・地区内の独居老人の生活支援のためのコミュニティバス(ふ
れあいバス)を運行 

淡 路 60 50 9,976 ・町内の施設等を調査のうえ「福祉マップ」を作成し、全戸
に配布 
・地域の棚田をコスモス園とし、地域の慣習等を伝える三世
代交流事業を開催 

合 計 663 506 97,472  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇助成した団体の活動分野別内訳 （団体数） ◇助成した団体の属性別内訳   （団体数） 

まちづくり
88

文化・芸術・
スポーツ
70

環境の保全
80

地域安全活
動
17

子どもの
健全育成
111

団体活性化
45

その他
59

保健・医療・
福祉
36

 

その他
152

各種団体に
よる実行委
員会
43
商工会
12

青少年育成
団体
46

まちづくり協
議会
47

自主防災組
織
9

消費者団体
11

いずみ会
7

子ども会
48

老人クラブ
19

婦人会
26

自治会
86
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◇助成した団体の活動内容の内訳 

              活 動 内 容 の 区 分  団体数 構成比(%) 

新しい取り組み(他の団体との協働の場合を含む。)    277      54.7 

従前から実施している地道な活動に工夫を加えた取り組み     219      43.3 

中断していた活動をﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業を契機に復活した取り組み      10       2.0 

             合           計     506     100.0 
 

各地域での申請件数は多く、活動分野や活動団体の属性も多様です。また、助成す   

ることとなった活動のうち新しい取り組みが 50％を超え、パワーアップ事業を契機に
中断していた活動を復活した取り組みも見受けられました。 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広域的な活動への支援） 
多くの地域団体への助成が行われ、地域の至る所で地域の課題を自ら見つけ出し、自

ら解決しようとする活動の契機となりました。ただし、広域的な組織の取り組みは少数

です。 
このため、「地域づくり活動支援指針」において、地域づくり活動の支援にあたって

の県の役割は、広域課題への対応を基本とし中間支援組織である広域団体への支援を図

ることとしており、このような考え方に基づいて、広域的な活動への支援を進めていく

こととします。 

（ネットワーク化への支援） 

協働の取り組みの中には、地域団体がグループやＮＰＯと協働した取り組みや広域団

体同士の協働による取り組み、地域団体が各種専門家と協働した取り組みなど今までに

なかったネットワークづくりが一部に見受けられましたが、ほとんどは地域団体同士の

協働による取り組みでした。 

今後、地域団体とグループ、ＮＰＯ、企業といった多様な団体による協働の取り組み

が、一層多彩に展開されて、ネットワーク化による効果が図られるよう支援していきま

す。 

◇助成した団体の組織規模別状況 （団体数） ◇助成した団体の協働の状況 

広域組織
78

市区町域組
織
141

地区単位組
織
163

中学校区単
位組織
26

小学校区単
位組織
98

協働無し

23%

協働有り

77%
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○灘（六甲山～東部新都心）文化軸活性化支援・県市協働事業（神戸県民局） 

 事業概要  

   灘区西部の南北軸では、美術館や動物園、スポーツ施設、大学などの文化施設が集積し、

東部新都心では県立美術館を始めとする新たな文化教育環境の整備が進められています。 
   一方、同地域では南北交流軸の要となる JR 灘駅の橋上化に向けた動きとともに、豊か

な地域資源を生かした、住民が主導する新たなまちづくりへの取り組みが始まっているこ

とから、地元の自治会、婦人会、まちづくり協議会、商店会やＮＰＯ団体等と神戸県民局、

灘区役所等が連携し、地域の灘文化軸活性化の取り組みの支援を行います。 

 参画と協働の方法  

 秋の大芸術祭については、地元の自治会、婦人会、まちづくり協議会、商店会、ＮＰＯ

団体等、灘区役所、神戸県民局からなる「灘文化軸・秋の大芸術祭実行委員会」を結成し、

構成団体が事業内容の提案から実施に至るまで幅広く協働して様々な取り組みを行いま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「灘文化軸秋の大芸術祭」の開催 

普及・啓発 

〔広報〕 

地域住民、地域団体、県は、県民に対し、インターネット、チラシ配

付、情報誌掲載等により、灘文化軸の情報を発信し、事業の普及・啓

発を図るとともに、各事業への参加者を募集。 

〔実行委員会〕 

地元の自治会、連合婦人会、まちづくり協議会、商店会やＮＰＯ団

体等と神戸県民局、灘区役所は、「灘文化軸・秋の大芸術祭実行委

員会」を結成し、芸術祭の実施に向けて企画、調整。 

〔芸術祭の開催〕 

地元の自治会、連合婦人会、まちづくり協議会、商店会やＮＰＯ団

体等と神戸県民局、灘区役所は、「灘文化軸・秋の大芸術祭」を開

催。 

〔シンポジウム〕 

地域住民、地域団体、県、灘区役所は、灘文化軸活性化による新

たなまちづくりに向けての機運醸成のため、参加者を募集し、シンポ

ジウムを開催。 

地域住民等による取り組み 

〔案内標識の設置〕 

地域団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟは、灘文化軸を活かしたまちづくりを進めるため、

まちの景観にふさわしい案内標識を設置。 

県は、こうした地元の活動を支援。 

〔イベント開催〕 

 秋の大芸術祭実行委員会メンバーを始めとする多くの市民が、
灘文化軸活性化を目指したイベントを開催。 
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 参画と協働の実施状況  

◇地域住民による活動の支援 

・「灘文化軸・秋の大芸術祭」の実施 
地域住民が灘文化軸の活性化に向けて行う、地域活性化イベント「灘文化軸・秋

の大芸術祭」を、地元住民、神戸県民局、灘区役所等による実行委員会を立ち上げ、

実施しました。参加者数は 6,000 人。 

（芸術祭での役割分担の状況） 

実行委員会 各種企画の提案、実施、市民への周知・啓発 

神戸県民局・ 

灘区役所 
普及・啓発の支援（パンフレット 6,000 部、ポスター250 部作成 等） 

 
◇灘文化軸を演出するまちの雰囲気づくり 
まちの文化的な雰囲気を醸成するため、秋の大芸術祭実行委員会の実施事業に対し

て支援を行いました。 
 
◇「灘文化軸まちづくりシンポジウム」の開催 
文化軸を活かしたまちづくりの機運醸成に資するため、地域団体、地域住民等の参

画により企画提案されたシンポジウムについて、神戸県民局が主催し、灘区役所の後

援によって実施しました。 
・日時 平成 15 年 11 月 24 日（土） 

・場所 原田の森ギャラリー 

・基調講演 「灘文化軸の風土と歴史」 田辺眞人（園田学園女子大学教授） 

・鼎談「文化の香り漂うまちづくりについて」 

   田辺眞人（園田学園女子大学教授） 

           越智裕二郎（県立美術館企画・学芸部門ﾏ ﾈ ｰ ｼ ﾞ ｬ ｰ）   

野崎瑠美（㈱遊空間工房取締役） 

     ・参加者  150 人（住民、団体・グループ、NPO 等） 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（取り組みの継続に向けた支援） 

地縁団体や地域づくり団体、経済団体、またＮＰＯなどの、目的も構成メンバーも異

なる様々な団体が、行政なども巻き込んで、「灘文化軸・秋の大芸術祭」や「灘文化軸

まちづくりシンポジウム」の開催など、「文化軸活性化」に向かって一体となった取り

組みがなされたことが非常に画期的でした。 

今後は、こうした活動のうねりを「灘文化軸・秋の大芸術祭実行委員会」の構成団体

だけではなく、次世代のまちづくりを担う若い世代も含めて、広く市民にも波及させる

ため、市民に対する効果的な情報提供等にも配慮していきます。 
また、住民主導による灘文化軸の取り組みが継続して行われるよう、支援内容に配慮

していきます。 
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○いなみ野ため池ﾐｭｰｼﾞｱﾑ創設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進（東播磨県民局） 

 事業概要  

東播磨地域には、県下で最大や最古のため池、絶滅の危惧される生き物が生息するため池など、

個性豊かなため池がたくさんあります。とりわけ、印南野台地のため池群は、日本有数のため池密

度を誇り、文化財としても大変価値が高いものです。これらのため池やそれを結ぶ水路は、自然景

観や伝統行事など固有の「ため池文化」を豊かに育むとともに、東播磨を特徴づける水辺空間を創

出しています。 

そこで、地域みんなが力をあわせて、ため池をはじめとした水辺空間をより素晴らしい姿で次代

へ引き継いでいくとともに、それを核に地域全体が“まるごと博物館”となる魅力あふれる地域づ

くりをめざす『いなみ野ため池ミュージアム』を実現すべく、多様な主体の参画と協働による創設

プロジェクトを多彩に展開しています。 

 

 参画と協働の方法  

「水辺の魅力・再発見リレーイベント～いなみ野ため池ミュージアムの創設をめざして～」の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

基本方針 

〔イベント等の実施〕 

多様な主体が、イベント等の企画・運営から実施まで積極的に参画。 

〔プロモーションイベント等の委託〕 

県、市町は、優秀な企画によるイベントを実施したい団体にそれを

実現する機会を提供。 

〔助成〕 

県、市町は、各種団体が、ため池等の魅力・イメージアップを図る

ために実施する実践活動に助成する制度を設置。 

実践活動 

〔結果報告〕 
 実施主体は、瓦版などを作成し、参加者はもとより、地域住民等に
その開催結果を周知。 
また、行政等は、広報媒体やホームページ、マスメディアを有効に
活用し、広く地域内外の人にその開催結果を周知。 

〔広報〕
実施主体となる団体、県、市町は、各イベントの企画段階から、自
治会や婦人会、老人会、こども会など、その舞台となるため池等に関
わる人々に参加を呼びかけ。 
 また、行政の広報媒体やホームページ、マスメディアなどを有効に
活用し、地域外の人々に広く周知。 

住民等の自立的・主体的な事業展開を促すメニューの用意 

行政はサポート役にまわり、その企画・運営はため池管理者や地域

住民、ＮＰＯなどが自立的・主体的に展開。 
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 参画と協働の実施状況  

◇いなみ野パールプロジェクト 

東播磨地域に生息するﾄﾞﾌﾞｶﾞｲによる淡水真珠〈いなみ野ﾊﾟｰﾙ〉づくりの可能性を探るもの

で、行政とため池管理者・地域住民が力をあわせて放流・ﾒﾝﾃﾅﾝｽを行いながら実証実験を続け

ています。 

・実施場所：西中下の池（加古川市）、阿弥陀新池（高砂市）、琴池新池（稲美町）、大池（播

磨町） 

 

◇「ため池協議会」の設置・運営支援 

ため池管理者や地域住民が、各ため池などの維持管理・利活用に主体的・自律的に取り組ん

でいくための組織である『ため池協議会』を設置・運営するため、瓦版づくり、ｱﾝｹｰﾄ、地域

集会、研修会、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ｲﾍﾞﾝﾄなどの取り組みを地域主導・住民主役で展開しています。 

・ため池協議会設立：釜谷池（明石市）、野田池（加古川市）、峠池（加古川市）、寺田池×

２（加古川市）、神野地区（加古川市）、堂池（高砂市）、阿弥陀新池

（高砂市）、天満大池（稲美町）、内ヶ池（稲美町）、和田新池（稲美

町）、北池（播磨町） 

 

◇講座『いなみ野ため池学』の開催 

ミュージアムに関連する各分野での専門的人材の発掘・育成を図るため、水辺を活かしたま

ちづくり講座を兵庫大学の正規カリキュラムとして開設しました。 

・開設場所：兵庫大学 

   ・内 容：座学11回、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ１回     

   ・参加者：一般聴講生87名(高校生14名)、 

兵庫大学生66名 

計 153名（修了者：74名〉 

 

           

 

 

 

 

◇水辺の魅力・再発見リレーイベント～いなみ野ため池ミュージアムの創設をめざして～の開催 

ため池などの水辺空間を地域みんなで守り育てていく気運を高めるとともに、『いなみ野た

め池ﾐｭｰｼﾞｱﾑ』創設に向けた活動の輪を大きく広げていくため、毎週末に東播磨地域のどこか

の水辺空間において地域主導・住民主役の個性的なイベントを開催しました。 

・実施回数：68回（うちｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 24回） 

  ・開催場所：603のため池を中心とした東播磨地域の水辺空間 

  ・参加者数：約10,000人 

講座「いなみ野ため池学」受講者（一般聴講生）
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     （地域別開催状況）             （内容別実施状況） 

イベント数
ｸﾘｰﾝｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ数

明石市 8 8 16

加古川市 20 5 25

高砂市 5 3 8

稲美町 8 5 13

播磨町 6 3 9

神戸市 2 0 2

合計 49 24 73

地　　域 合　計
箇　　所　　数

 
（※複数市町で同時開催した場合は、重複して計上） 

 
 

地域の水辺空間を活用した多様な活動を“地域主導・住民主役”で行うことにより、地域の

ため池等の価値や魅力を再発見し、地域への愛着や誇りが生まれつつあるとともに、伝統文化

の継承と新しい文化の創造ができています。また、地域住民の郷土意識や連帯意識の高揚によ

り、地域の活力をうみだすことにつながっています。 

東播磨地域のみならず、隣接する地域、県内各地・他府県の住民の参加も多く、地場産業振

興や観光客誘致など経済的波及効果がみられます。 

また、マスメディアに頻繁に取りあげられ、地域の知名度・イメージアップに貢献していま

す。近隣府県からの視察も多く、地域づくりの取り組み例として注目されています。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（持続的発展可能な活動のための支援） 

今回のプロジェクトをきっかけとして、個々のため池における「協議会」に象徴されるよ

うに、地域のため池を次代によりすばらしい姿で引き継いでいこうとする団体や、水辺の保

全・活用に係る研究や実践活動を広域的に繰り広げていこうとするグループが生まれたり、

清掃活動や花壇づくりなど、魅力ある地域づくりをめざす取り組みが始まった地域も数多く

あります。地域全体ではミュージアム創設の機運がおおいに高まっていますが、地域によっ

て熟度の差が見られます。 

このような状況を踏まえ、多様な主体のネットワーク化を図り、いなみ野ため池ミュージ

アム創設の地域の中心的な役割を担うグループが自律的・主体的に活動を展開できるよう、

住民主役・地域主導かつ、持続的発展可能な運営組織づくりと、それを担う人材の育成に、

今後も力を注いでいきます。 
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○ 「JR 播但線」列車通学生徒のマナーアップ運動の展開（中播磨県民局） 

        

 事業概要  

 ＪＲ播但線を利用して通学する生徒の乗車マナーの向上を目的に、平成 14 年から特別

対策として、西播磨列車通学生徒指導連絡協議会にマナーアップ指導員を配置し、青少年

補導委員をはじめ、関係機関・団体の協力を得て、登校日の全てを対象に、姫路駅から寺

前駅の間の乗車指導を実施しています。 

   
 参画と協働の方法  

中播磨地域における列車通学生徒の指導に関係する団体で構成された「西播磨列車通学

生徒指導連絡協議会」を中心に、補導センター、ＪＲ、県民局、教育事務所、少年サポー

トセンター等の関係機関の職員のほか、沿線の各高等学校及び中播磨管内の生徒指導担当

教諭により実施しました。 
 また、青少年補導委員をはじめとする地域住民の参加を得るとともに、必要に応じて鉄

道警察隊、福崎警察署の協力も得ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡協議会の設置 

〔西播磨列車通学生徒指導連絡協議会〕 

中播磨地域の列車通学生徒の指導に関係する団体（補導センタ

ー、ＪＲ、県民局、教育事務所等）で構成された「西播磨列車通

学生徒指導連絡協議会」において、播但線の列車通学生徒のマナ

ー向上対策について協議。 

列車通学生徒への乗車マナー指導 

〔関係団体による指導〕 

「西播磨列車通学生徒指導連絡協議会」を中心に、補導セン

ター、ＪＲ、県民局、教育事務所、少年サポートセンター等の

関係機関の職員、沿線の各高等学校、中播磨管内の生徒指導担

当教諭が、列車通学の高校生への声かけなど、乗車指導を実施。 

〔青少年補導委員等の参加〕 

青少年補導委員や青少年育成に関わるボランティアなどの地

域住民が、列車通学の高校生への声かけなど、乗車指導を実施。 

〔警察署等の協力〕 

必要に応じ、鉄道警察隊、福崎警察署が、補導活動などを実

施。 

〔マナーアップ指導員〕 

連絡協議会に、マナーアップ指導員（少年事件等の経験のあ

る警察官ＯＢから選任）を配置。 
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 参画と協働の実施状況  

  一般乗客から、ＪＲ、沿線高校等に対する苦情が集中した状況や沿線自治体等関係機

関からの要望を受けて特別対策として実施しました。 

 

年度 活 動 日 数

（延べ） 

従事者数（延べ） 指導内容 

７５３人 H14 年度 

(10 月～) 

 

９１日 

 

 
 

 

･ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ指導員:211 人

･その他:542 人 

・指導(声かけ)人数   787 人

・補導(喫煙)人数    10 人

 

１，７９８人 H15 年度 

 

 

２２７日 

 

 
 

 

･ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ指導員:674 人

･その他:1,124 人 

・指導(声かけ)人数 1,741 人 

・補導(喫煙)人数    11 人

 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（主体的な活動としての展開） 

乗車券の不提示など業務妨害行為、喫煙等の不良行為、車内での迷惑行為（座席占

拠、通路妨害、空き缶等のポイ捨て、携帯電話の使用等）が著しく改善され、沿線自

治体やＪＲから高い評価を得ています。特に、ＪＲからはマナーアップ指導員に対し、

感謝状の贈呈がなされました。また、沿線の高等学校からは、生徒の校内における生

活態度にも好影響が見られるとの評価がありました。 
今後とも、この状況を維持するため、引き続き関係機関の連携による生徒指導に取

り組むとともに、補導委員等を中心とした日常的な活動、一般乗客等の声かけなど地

域住民による主体的な活動としての展開をめざします。 
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○コウノトリと共生する地域づくりの推進（但馬県民局） 

 
 事業概要  
  昭和 46年に、国内の野生コウノトリが但馬地域を最後に絶滅して以来、30余年が経過する
中、県立コウノトリの郷公園を中心とした保護増殖の取り組みにより平成 16年 4月現在 112
羽を数えるに至っています。 
 このような状況下、兵庫県では平成 17年度からの試験放鳥に始まるコウノトリの野生復帰
に向け、平成 15年 3月に「コウノトリ野生復帰推進計画」を策定しました。 
 平成 15年 7月には、この計画の具体の推進に向けて、住民、関係団体、学識者、国・県・
市町の行政で組織する「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」を設置し、野生復帰計画の基本

的考え方である「コウノトリと共生できる環境が人にとっても安全で安心できる豊かな環境で

ある」との認識に立ち、地域づくりを推進します。 
 
 参画と協働の方法  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

連絡協議会の設置 

〔コウノトリ野生復帰推進連絡協議会〕 
住民、関係団体、学識者、行政で組織する「コウノトリ野生復帰
推進連絡協議会」を設置し、野生復帰関連事業の連携や方策の検討
などについて協議。 

〔学習〕〔ボランティア〕〔各種実践活動〕 

地域住民、ＮＰＯ、地域団体等が、環境創造型農業や地域の美

化・美しい景観形成をめざした実践活動、里山林整備などのボラ

ンタリー活動、環境学習の機会の提供、環境にやさしい消費生活

にかかるキャンペーンなど、主体的な取り組みを展開。 

実践的な取り組み 

普及啓発 

〔広報〕 

県は、ホームページ、広報誌等を活用して、事業の趣旨・目的、

活動内容等について広く広報し、県民の参画・協働を呼びかけ。 

〔活動状況の報告〕 
県は、毎年、関係団体の具体的事業・活動を取りまとめ、公表。 
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 参画と協働の実施状況  
◇コウノトリ野生復帰推進連絡協議会の設置及び開催状況 

・住民、関係団体、学識者、行政で組織する「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」を設置

し、野生復帰関連事業の連携や方策の検討などについて官民協働による事業の総合的な推

進を図っています。 
時期 内容 

平成 15年７月 
 

「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」設置 
「第１回コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」開催 

平成 16年３月 「第２回コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」開催 

・ コウノトリの野生復帰の取り組みに、より県民の理解を得るため、「コウノトリ野生復帰

推進連絡協議会」を公開し、議事概要をホームページに掲載しています。 
このことにより、活動の浸透がみられたり、自主的な取り組み団体が増加するなど、コ

ウノトリの野生復帰の取り組みへの県民の理解が高まっています。 
・ 関係団体の具体的事業・活動を年次別に取りまとめた「コウノトリ野生復帰推進事業・

活動一覧」を作成し、住民の参画と協働によるコウノトリと共生する地域づくりの普及

啓発に努めています。 
小中学校での学習教材のテーマとして、コウノトリと共生する地域づくりが取り上げら

れるなど、この作成による普及啓発の効果もみられます。 
 
◇住民参加による具体的な取り組み 

  内容 実施時期、

実施回数 
参加者数 

転作田のビオト

ープ※化・常時湛

水稲作等環境創

造型農業の推進 

野生復帰を推進する上で大きな課題は、餌場の

確保である。農家の理解と協力を得て、転作田

のビオトープ化や常時湛水稲作、有機栽培農法

等の環境創造型農業の促進を図り田園の餌場

としての機能を確保している。 

H15 
 7.9ha 

 
    94人 

ボランティアに

よる里山林整備 
かつてのコウノトリの営巣地において営巣木

を再生するため、森林ボランティアによる林間

歩道・松林等を整備している。 

H15 5回   177人 

花いっぱい事業 コウノトリの郷公園周辺の地域住民が主体と

なって「花のあるまちづくり」を進め美しい風

景、生活環境の整備を図っている。 

H14  1 地区 
H15  4 地区 

    23人 
  156人 

クリーン但馬５

万人大作戦 
地域住民がより一層クリーンなまちづくりつ

いて意識を高め、但馬をアメニテイに富んだ地

域とするため、毎年、但馬全域の住民が参加す

る美化活動「クリーン但馬５万人大作戦」を実

施している。 

H11  31 日 
H12  35日 
H13  32 日 
H14  41 日 
H15  36 日 

H11  56 千人 
H12  57 千人 
H13  57 千人 
H14  56 千人 
H15 69 千人 

田んぼの学校等 ＮＰＯのコウノトリ市民研究所では、生き物調

査を通じて子供たちの環境に対する意識を高

め、自分たちの生活環境を見直す、田んぼの学

校等を実施している。 

H10   4 回 
H11   6 回 
H12   8 回 
H13  10 回 
H14  12 回 
H15  12 回 

H10  300 人 
H11  400 人 
H12  600 人 
H13  800 人 
H14  1000 人 
H15  1000 人 
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環境にやさしい

消費生活の促進 
但馬地区消費者団体連絡協議会では、「環境に

やさしい消費生活」を推進するため買い物袋持

参運動をはじめとする「環境にやさしい買い物

運動キャンペーン」を実施している。 

H13   5 回 
H14   5 回 
H15  5 回 

H13 1092人 
H14   935 人 
H15  1134 人 

    ※ビオト－プ：水辺や草地などで構成される、多様な生物が生息可能な空間のこと。 
 
これら住民による取り組みの参加者数は、年々増加しており、住民との参画と協働による事

業展開は着実に進んでいます。 
 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（多様な活動への支援） 

「環境創造型農業の実践」「ボランティアによる里山林整備」「花いっぱい事業」「クリー

ン但馬５万人大作戦」「田んぼの学校」「環境にやさしい買い物運動キャンペーン」をはじめ、

住民の多様な取り組みに対応するため、今後、主体的活動への支援の方法を調査、検討して

いきます。 
また、平成 17年度の試験放鳥に始まるコウノトリ野生復帰に向けた取り組みを地域住民

と行政が一体となって進めているところですが、これらの取り組みの一層の推進のため、地

域内外の人々の理解と参加を求める「コウノトリファンクラブ」を設立し、会員の野生復帰

事業への参加や事業に対する提案・意見の聴取を図ります。 
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○あわじ菜の花エコプロジェクトの推進（淡路県民局） 

 

 事業概要  
淡路花博の開催により形成された「花と緑の島」としてのイメージのもと、休耕田や棚田等

に菜の花を栽培し、観光資源として活用したうえで、菜の花から菜種油を精製して特産物とす

るとともに、廃食用油を回収してバイオ・ディーゼル燃料(ＢＤＦ)等に再生利用することによ
り、公共水域の保全、大気汚染防止、地球温暖化防止に取り組み、「資源循環型淡路島づくり」

の実現をめざします。 
 
 参画と協働の方法  

（各主体の役割分担と推進計画の概要） 

あわじ菜の花エコプロジェクトは、淡路地域ビジョン推進プログラムにおいて、県民行動

プログラムと行政推進プログラムの両方に位置づけられており、住民主導の推進体制のもと、

県民、行政など多様な主体が次のような役割分担により、地域が一体となって取り組んでい

ます。 
 

 
 

区分 平成１５年度まで 平成１６年度以降 

県民 
・菜の花栽培・収穫 
・菜種の搾油 
・廃食用油回収への協力 

・菜の花栽培・収穫 
・菜種の搾油 
・廃食用油回収への協力 

市町 

・廃食用油回収システムの構築・実施 
・ＢＤＦ精製機設置（東浦町、五色町：

各１基）） 
・ＢＤＦ生産(精製機運用)と公用車等へ
の利用  

・廃食用油回収システムの構築・実施 
・ＢＤＦ生産(精製機運用)と公用車等への
利用 
・2005全国菜の花サミット開催 
 

行 
 
 
政 

県 

・推進会議設置・運営（地域ビジョン委

員会、関係団体、地域団体、県、市町

等） 
・ＢＤＦ精製機設置補助（２基） 
・普及啓発（ﾌｫｰﾗﾑ開催、ﾏｯﾌﾟ作成等） 
 

・推進会議の運営 
・2005全国菜の花サミット開催支援 
（菜の花植栽面積の拡大促進、沿道への

植栽支援等を含む。） 
・普及啓発 
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    （具体的な手法） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

プロジェクトの推進 

〔あわじ菜の花エコプロジェクト推進会議の設置･運営〕 
淡路地域ビジョン委員会、緑花活動団体、地域団体、市町、県民

局などで構成する推進会議を平成 14年９月に設置し、淡路全島で
プロジェクトを展開するための情報交換・連絡調整を実施。 

〔廃食用油の回収・BDF の生産〕 

県民は廃食用油の分別回収に協力。 

市町は、廃食用油回収システムを構築･実施するとともに、回収した廃

食用油から BDF を生産し、公用車等の燃料として利用。 

県民局等は、地球環境保全のために廃食用油を回収して資源化する

ことの必要性を啓発。 

〔普及・啓発〕 

県民局等は、県民フォーラムの開催や啓発資料を作成・配布。 

〔菜の花の栽培（植栽面積の拡大）〕〔情報提供〕 

県民（緑花活動団体､地域団体等）は､プロジェクト推進のため､菜の

花の植栽活動を実施。 

県民局等は、菜の花植栽が可能な休耕田等の情報提供を行うととも

に、種子等の資材を提供するほか、菜の花植栽が行われた箇所につい

て「あわじ菜の花マップ」を作成し、広く県民に PR。 

住民と行政が一体となって取り組むための体制の確立 

基盤整備 

プロジェクト推進のための基盤整備については、市町・県民局が

協力して実施（例：ＢＤＦ精製装置の導入）。 

〔交流会〕 

平成１７年３月には「２００５全国菜の花サミット in あわじ」を開催し、地

域の取り組みを全国に発信するとともに、全国各地で菜の花プロジェクト

に取り組む方々との交流を図り、あわせて阪神・淡路大震災１０周年記念

事業として全国各地からいただいたご支援や励ましへの感謝を表明。 
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 参画と協働の実施状況  

項 目 平成１４年度 平成１５年度 
推進体制 ①推進会議の設置・運営 

②ＢＤＦ精製装置導入 
五色町１基、東浦町１基 
 （県の補助率１／２） 

推進会議の運営 

菜の花栽培 種子を花づくりグループに配布し、植栽面積の拡大を図った。（下表参照） 

花づくり 
グループ数 

631グループ（7,587人） 706グループ（8,578人） 

廃食用油の

回収 
BDFの生産 

 五色町 
（廃食用油） 
公共施設等から毎月 100～200㍑回収。 
平成15年12月からは都志地区において 
家庭からも回収を開始。 
（ＢＤＦ）平成 15 年４月以降月に１～２回

程度生産し、公用車に使用。 
東浦町 
（廃食用油） 

4 月～5 月はモデル町内会で、6 月から
は全町において廃食用油を分別回収品目

に加え、毎月 200～300㍑回収。 
その他、事業所等から毎月 300～500㍑
持ち込みがある。 
（ＢＤＦ）平成 15 年７月以降月に４～５回

程度生産し、公用車に使用。 
普及・啓発 あわじ菜の花フォーラムの開催 

・平成 14年 12月１日  
・淡路夢舞台国際会議場  
・先進地の事例紹介と淡路における

取り組み発表。参加者 280人。 
・プロジェクト啓発パンフレットの

作成・配布 

あわじ菜の花フォーラムの開催 
・平成 16年３月 28日  
・ウェルネスパーク五色 
・満開の菜の花の中、パネルディスカッショ

ンのほか、地元でとれた菜種油で揚げた天

ぷら試食等のイベントを通じてプロジェ

クトを紹介した。参加者 8,000人。 
・あわじ菜の花マップの作成・配布 

   
東浦町と五色町では、モデル地域として、県民が主体的に取り組み、家庭の排水口から流さ

れたり焼却処分されたりしていた廃食用油の回収が実現したこと、また、その廃食用油を精製

したＢＤＦを公用車等に利用することに成功し、廃棄物として経費をかけて処理していたもの

が、資源として活用できる事例を提示できたことなど、資源循環型淡路島づくりに向け、具体

的な取り組みを実現した意義は非常に大きいものがあります。 
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花づくりグループ等を中心とした取り組みにより、菜の花植栽面積は着実に増加してい

ます。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（活動の普及啓発） 
フォーラムや県民局の各種イベント等におけるＰＲを通じてプロジェクトの認知度は

徐々に高まってきています。今後とも、地域での認知度をさらに高め、全島的な取り組みと

していくため、一層の普及啓発に取り組むとともに、環境教育・環境学習推進の観点からも、

学校で菜の花の栽培や廃食用油の回収を行うなど、プロジェクトの一層の広がり、若い世代

の参加の促進に向けた取り組みも検討していきます。 
また、「全国菜の花サミット」の誘致が実現するなど、全国的にも認知度が高まっていま

す。そこで、地域が一体となって「2005 全国菜の花サミット in あわじ」（平成 17 年 3 月
開催予定）の開催準備（支援）を着実に進めます。 

（住民主導で継続できる推進体制の構築） 

休耕田等への植栽から菜種の採取、菜種油の搾油とその利用という方向で展開するため、

住民の参画を得ながら、菜の花植栽面積の一層の拡大を図るとともに、菜種からの搾油とそ

の利用等の「採油」システムの構築を図ります。また、東浦町、五色町のモデル事業の成果

を踏まえ、島内の全市町において廃食用油の分別回収が実現するように取り組みを進めてい

きます。これらを通じて、住民主導で恒久的に継続していくことのできる推進体制の構築に

取り組んでいきます。 
   

 

◇花づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ等による菜の花の植栽面積  （単位：a） 

 平成１５年春開花（平成１４年秋播種）分 平成１６年春開花（平成１５年秋播種）分 

 市町 切り花 生食 採油 景観形成 合計 切り花 生食 採油 景観形成 合計 

洲本市 30       30 30       30 

津名町 1,000       1,000 1,000       1,000 

淡路町     10   10       10 10 

北淡町       50 50       50 50 

一宮町     350   350     366   366 

五色町     200 500 700   80 200 500 780

東浦町 300     600 900 586     650 1,236 

緑町   63     63     30 10 40 

西淡町       100 100       40 40 

三原町         0         0 

南淡町         0         0 

合計 1,330 63 560 1,250 3,203 1,616 80 596 1,260 3,552 
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  ○ひょうごボランタリープラザの充実（県民政策部） 

 事業概要  
    県民ボランタリー活動を支援・促進する全県的なネットワーク拠点として、開かれた、

見える、柔らかい運営を基本的な考え方として、①交流ネットワーク、②情報の提供・相

談、③人材養成、④活動資金支援、⑤調査研究を実施する「ひょうごボランタリープラザ」

の効果的な運営を行います。 
    なお、運営にあたっては、団体・NPOや県民が主体的に参画できるようにするため、

市町の社会福祉協議会ボランティアセンターや地域の基盤的団体とのネットワークを有

している兵庫県社会福祉協議会に運営を委託するとともに、ひょうごボランタリー基金を

同協議会に設置し、県民ボランタリー活動の基盤的・総合的支援を展開します。 
 
    参画と協働の方法  

     ひょうごボランタリープラザは、参画と協働を進めるための多彩な事業を展開してい

ますが、運営の基本的な枠組みについても、次のようにプロセスを重視しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

意見交換の促進 

事業内容の広報 

実行委員会・運営委員会・審査委員会の開催 

〔運営協議会〕 

 ひょうごボランタリープラザの運営を、幅広い県民の参画を得な

がら円滑に行うため、団体・NPO、学識経験者、地域代表、行政
関係者からなる運営協議会・幹事会を設置し、審議。 

〔実行委員会・運営委員会による方針の決定や事業実施、審査委

員会による助成審査〕 

 ひょうごボランタリープラザは、団体・ＮＰＯ、学識経験者、

行政関係者等により実行委員会等を組織し、幅広い意見を取り入

れて事業を実施（ひょうごボランタリー活動メッセ、ＮＰＯ大学

事業等）。 

 行政・ＮＰＯ協働事業助成については、審査委員会を設置し、

開かれた審査を実施。   
 

〔協議〕 

 ひょうごボランタリープラザは、NPO 等と様々な地域課題の解決

に取り組めるよう、NPO 等が出席する協働会議を開催し、課題の協

議・情報交換。 

〔広報〕 
 ひょうごボランタリープラザは、各事業への県民の参画と協働を

求めるため、各種メディアを活用して、事業内容を広く情報発信。 

運営方針の協議 
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 参画と協働の実施状況  

◇ボランタリープラザへの来所者数 

  ボランタリープラザの来場者数は増加しており、活動・交流の場として活用がなされてい

ます。 

 来所者数 月平均来所者数

（対前年比） 
うち交流サロ

ン利用者数 
月平均利用者数 
（対前年比） 

平成 14年度（6月～3月） 10,580人 1,058人  6,634人 663人 
平成 15年度 18,370人 1,531人 

（1.45倍） 
 9,613人 801人 

(1.21倍) 
 
◇運営協議会の開催状況 
運営協議会及び幹事会を開催して、プラザの運営方針、事業計画、予算、決算等、プラザ

の事業・運営に関する基本事項や個別事業について協議し、団体・NPO、学識経験者、地
域代表等の意見を反映して機動的な対応を行いました。 
 運営協議会 運営協議会幹事会 
役割 事業計画の企画及び事業の執行等を協

議。 
個別事業及び個別課題に対して、柔軟かつ機

動的に協議。 
委員構成 団体・NPO関係者、学識経験者、地域

代表、行政など２３名で構成 
団体・NPO 関係者、学識経験者、マスコミ
関係者、行政など８名で構成 

開催回数 １回 ５回 
主な協議

内容 
・ボランタリープラザの事業計画及び事

業の執行に関することを協議。    

・ひょうごボランタリー基金の今後の助成

方針等の個別課題等について協議。 
 
 
◇広報の状況 

  団体・ＮＰＯ等はもとより、地域の支援拠点としての市区町ボランティアセンター、地域

生活創造情報プラザ（文化会館等）や中間支援組織の活動を応援するため、情報誌等による

きめ細かな情報提供を行いました。 
   ・地域づくり活動情報システム「コラボネット」の運用   活動登録件数 1,622件 
                               団体登録件数 2,354件 
   ・ボランタリー活動情報誌「コラボレーション」の発行   年６回 各１万部発行 
  
◇市町ボランティアセンターとの連携 

    地域におけるボランタリー活動のさらなる活性化を図るため、県民ボランタリー活動を支

援・促進する全県的な支援ネットワーク拠点である「ひょうごボランタリープラザ」と市

町単位での支援拠点である「市区町社会福祉協議会ボランティアセンター」との連携を進

めています。 
        ・情報の共有化 

市区郡町社会福祉協議会ボランティアセンターとの連絡会議を平成１５年の４月と

８月に開催するとともに、県内社会福祉協議会ボランティアセンターとメーリングリス

ト（VC ネット）を開設し、ボランティアセンターとの情報の共有化を図りました。 

・市町ボランティアコーディネーター研修 

ボランティアコーディネーターのエンパワーメントを図るため、コープ神戸と協働

で専門技術・知識を習得する研修会を実施しました。 

 

 ◇ＮＰＯ専門相談(法律、会計・財務)の実施 

ＮＰＯの運営に関する法律や会計・財務などの諸問題に対し、弁護士・公認会計士によ

る専門的な対応が可能な相談窓口を設置しました。 
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  ・法律相談    原則として毎月第１土曜日   実施件数 ５件 
 ・会計・財務相談 原則として毎月第３土曜日   実施件数 ９件 

 
◇調査研究事業の実施 

ボランタリー活動に関する課題や支援方策等について、毎年テーマを設定し、調査研究

を行う「団体・ＮＰＯ等活性化調査・研究事業」を実施しました。 

 ・中間支援組織に関する調査研究 
中間支援組織の機能強化を図る方策等について、中間支援組織とも連携しながら調

査・研究を行いました。  

・ボランティアセンター基盤強化に関する研究事業 

 市町社会福祉協議会ボランティアセンターとの機能分担、協働等について、同協議会ボ

ランティアコーディネーター、関係団体、学識経験者、行政による検討委員会を設置

し、検討を行いました。 
・ひょうごボランタリー白書発行事業 

     県内の特定非営利活動法人を対象に、活動実態、運営状況等について、現状分析を行
いました。 

 

 ◇地域づくり活動の登録制度の創設・運用（10 ページ参照） 

 

◇ひょうごボランタリー基金、阪神・淡路大震災復興基金による助成（55 ページ参照） 

 

◇ＮＰＯ大学事業の実施（58 ページ参照） 

 

 ◇ＮＰＯと行政の協働会議の開催（60 ページ参照） 

 

◇ひょうごボランタリー活動メッセ（62 ページ参照） 
  
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（全県ネットワークセンターとしての機能強化） 

全県的ネットワークセンターとしての機能を強化するため、地域生活創造情報プラザ

（文化会館等）などの県関係機関や市町社協ボランティアセンター等の広範な機関とよ

り一層連携を密にし、協力して支援策を充実していきます。 

特に、全県的ネットワークセンターとして、情報発信・調査研究機能、活動資金支援

機能の充実をめざします。 

（活動・交流拠点機能の充実） 

ボランタリーセクターの形成をさらに支援するため、団体・グループ、NPO、企業、
学識経験者等と協働しながら、ボランタリー活動の充実を支えるしくみづくりに取り組

んでいきます。 
また、地域、世代、活動分野を超えた交流会の開催などを通じて、団体・グループ、

ＮＰＯ等の多様なネットワーク化によるボランタリー活動の広がり、深まりを支援しま

す。 
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  ○ひょうごボランタリー基金、阪神・淡路大震災復興基金による助成（県民政策部） 

 

 事業概要  
    県民ボランタリー活動の支援強化を図るため、県社会福祉協議会に平成 14年 4月に創

設したひょうごボランタリー基金を活用し、ボランティアグループへの活動助成を行いま

す。 
    また、阪神・淡路大震災復興基金については、平成７年度から被災者の生活や自立を支

援するボランタリー活動団体への助成を実施しています。 
 
    参画と協働の方法  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  参画と協働の実施状況  

 

◇ひょうごボランタリー基金事業の概要 

  ・ボランティアグループ活動助成 

       ボランティアグループの安定的かつ継続的な振興を図るため、ボランタリー活動を行う

グループ及び団体等に対し、助成しています。 

        ・１グループ及び団体に対し、３０，０００円を助成 

・ 件数 ９７５件（２９，２５０千円） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

助成内容の広報 

助成対象の審査 

〔意見・要望等の把握〕 

 ボランタリー基金による支援のあり方等について、ＮＰＯ等の意

見を反映させるため、ひょうごボランタリープラザ運営協議会、Ｎ

ＰＯと行政の協議会議等の場で協議。 

〔審査委員会等による助成審査〕 

 行政・ＮＰＯ協働助成については、ＮＰＯ関係の専門家、学識

経験者、行政関係者等により審査委員会を設置し、開かれた審査

を実施している。 

復興基金ボランティア活動助成等については、市区町ボランテ

ィアセンターを経由した受付を行っており、地域の支援拠点と連

携した審査を行っている。 

〔広報〕 
 助成制度については、ひょうごボランタリープラザの情報紙（コ

ラボレーション）、コラボネット、募集リーフレット、各種メディ

アを活用して、広く情報発信。 

助成方針の協議 
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・ボランティア活動振興助成 

   ボランタリー活動を行う団体等の健全な発展を促進するとともに、県民のボランタリー活

動への意識の高揚を図ることを目的に、団体等の事業に対して助成しています。 

    ・１件あたり、原則３００，０００円を限度に助成 

・ 件数 １６件（４，２７８千円） 

 

・行政・ＮＰＯ協働事業助成（復興基金と併用） 

ＮＰＯが企画した行政との協働事業を進めるために、第１年次に事業企画を提案し、第２

年次に NPOが行政の協力を得て事業化計画を立案し、第３年次で事業を軌道にのせる３段
階の助成プログラムで実施しています。 

 
区 分  第１年次 第２年次 第３年次 

助成対象と

なる活動 

地域の課題解決や活性

化を目的に、ＮＰＯと行

政とが協働して取り組

む事業の提案作成活動 

第１年次に作成した提

案の事業化に向けた具

体的計画策定活動 

第２年次に策定した計

画に基づくＮＰＯによ

る協働事業の実施 

助成金額 ３０万円以内 ６０万円以内 １００万円以内 

助成件数 13 件 10 件 － 

 
   ・ＮＰＯパワーアップ助成（復興基金と併用） 

     ＮＰＯの組織としてのマネジメント能力を高め、ＮＰＯ全体の社会的信用を高めることを

奨励するため、①IT 活用による情報公開、②定期的な機関紙、情報紙の発行、③セミナー、       

講演会等の開催を通じた団体ミッションの普及啓発事業の実施、④役職員のスキルアップの

ための研修会等への参加、⑤団体のマネジメント能力向上のための体制整備－の特定の項目

の要件を満たす場合に助成しています。 

      ・１項目５万円（各項目１回限り、３項目以上の規準を満たした段階で申請） 

      ・件数 ５４件（２，７００千円） 

 

◇阪神・淡路大震災復興基金事業（災害復興ボランティア活動補助）の概要 

阪神・淡路大震災の被災者の生活及び自立を支援するボランタリー活動を行うグループ・団

体に対して助成しています。 

・一般経費助成（活動を行うに必要な経費） 

・１グループ・団体に対し、３０，０００円～１００，０００円 

・件数 １，４４７件（９６，７５２千円） 

 

 ・特別活動経費助成（事業を行うために必要な経費） 

     ・１事業あたり１５０，０００円以内（年間２回を限度） 

     ・件数 ４７件（６，３３３千円） 

 

 

 ・事務所借上経費助成（活動を行うために利用する事務所の借上経費の一部に対する補助） 

     ５００，０００円以内（借上経費の１／２） 

     ・件数 ３４件（１０，６９７千円） 
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

 

（復興基金終了後に備えた助成制度の見直し、充実） 

 平成 17 年 3 月には、復興基金の事業終了が予定されています。 

 これを契機として、ひょうごボランタリー基金については、広域性の高いニーズや全県で共通

に取り組むべき地域課題等への対応を基本として、必要な見直しを行い、グループ、団体、ＮＰ

Ｏ等が行う幅広い分野での県民ボランタリー活動のより一層の促進と地域福祉の向上につなが

るよう充実を図ります。  
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  ○ＮＰＯ大学事業の実施（県民政策部） 

 事業概要  
  NPOなど、ボランタリー活動を行う団体の運営基盤の確立を支援するため、組織運営、
人材活用、資金調達などに関して、専門性の高い知識や技術等を習得する講座を、NPO・
行政等で構成する運営委員会方式により実施します。 

 
    参画と協働の方法  

     学識経験者、ＮＰＯ、行政関係者等で構成される運営委員会方式で事業を実施してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 参画と協働の実施方法  

 
◇ＮＰＯトライアルコース、ＮＰＯマネジメントコース、ＮＰＯガバナンスコースの３コースで実施。 

  （ＮＰＯトライアルコース） 
   ＮＰＯで活動を始めて間もない方、これから活動に参画しようとしている方を対象に、ＮＰＯの

役割や内容の理解を深め、実践活動の広がりを深めます。  
  （ＮＰＯマネジメントコース） 
    ＮＰＯでの実務経験が２年以上のスタッフ又は常勤の実務経験者を対象に、ＮＰＯの基盤を確立す

るために必要な知識を学びます。 
  （ＮＰＯガバナンスコース） 
   マネジメントコース修了者又はこれに準ずる方（団体代表者等）を対象に、ＮＰＯの適正な経営

と健全な発展を学びます。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

実践的な取り組み 

事業の広報・募集 

開講 

〔運営委員会の開催〕 

 ＮＰＯ大学事業の企画・運営を、幅広い県民の参画を得て、各分

野のノウハウと経験を生かして効果的に行うため、NPO、学識経
験者、行政関係者からなる運営委員会を設置し、実施。 

〔ＮＰＯ大学の開講〕 

 ＮＰＯ等の活動を支える専門性の高い人材を養成するため、現

地研修やワークショップ等を取り入れた実践的な講座を実施 

〔実践活動〕 

 講座の成果をいかして実践的な取り組みを展開し、ＮＰＯ等の

ボランタリー活動基盤の確立に寄与。 

〔広報・募集〕 
 ひょうごボランタリープラザの情報紙（コラボレーション）、コ

ラボネット、募集リーフレット、各種メディアを活用して、事業内

容を広く情報発信。   

事業の企画・実施 
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◇ＮＰＯ大学事業の応募・受講状況 
   NPOトライアルコース NPOマネジメントコース NPOガバナンスコース 
 応募数 受講者数 応募数 受講者数 応募数 受講者数 
H14年度 ４４人  ４０人 ４１人 ３０人 ４６人  ２０人 
H15年度 ５４人  ４０人 ３６人 ３０人 ２４人  ２０人 

 
・ 毎年、定員以上の応募者があり、受講者や修了者から講義内容についても好評を得て

おり、人材養成のひとつとして効果をあげています。 
・ ＮＰＯトライアルコースについては、平成１４年度からＮＰＯ向け講座の少ない神戸

市以外の地域で実施し、中間支援組織等の実施する講座とのすみ分けを図っている。 
 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（ＮＰＯ等の基盤強化） 
ＮＰＯ大学事業の受講者数は平成９年度の開講以来、延べ５８７名に達しており、ＮＰＯ

法人の実務経験者や役員等が受講するなど、人材面での基盤強化に役立っています。今後

とも現地研修やワークショップ等を取り入れた、実践的な講座を実施し、内容のさらなる

充実を図ります。 
（他講座との連携） 
中間支援組織等で実施している初心者向けのＮＰＯ講座との分野調整を図るとともに、

PR面については協力して制度を周知させるなど、事業実施面で連携を図っていく。  
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  ○ＮＰＯと行政の協働会議の開催（県民政策部） 

 事業概要  

    平成９年７月に被災地におけるＮＰＯ等と行政の関係者が、地域課題への対応について、

意見交換する場として「生活復興ラウンドテーブル」を設置しました。平成１１年６月に

は、これを拡充し「ＮＰＯと行政の生活復興会議」とし、全体会、ＮＰＯ部会の設置等の

現在の枠組みを整えました。平成１３年１０月からは、被災地のみでなく、全県的な視点

にたった「ＮＰＯと行政の協働会議」として開催しています。 

この会議は、ＮＰＯと行政と協働して、福祉、子育て、環境、まちづくり等の様々な地

域課題に取り組めるよう、対等の立場で定期的に協議・情報交換を行う、先駆的なしくみ

として実施・運営しているものです。 

     

 参画と協働の方法  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

    

意見交換の促進 

ＮＰＯ幹事の募集 

ＮＰＯと行政の協議 

〔課題・テーマ等協議〕 

 ＮＰＯと行政が年度当初の全体会の場で、課題、テーマ等を協議

し、議題の設定を行う。 

〔全体会、ＮＰＯ部会等の開催〕 

 全体会、ＮＰＯ部会、専門部会等の場で、様々なテーマにより

協議・意見交換。 

〔出前会議〕 

 年２回程度は、地域でのＮＰＯと行政の協議、意見交換の場を

設定し、各地域での交流促進を図る。 

〔広報〕 

 ひょうごボランタリープラザの情報紙（コラボレーション）等に

より、ＮＰＯ側の幹事を公募。 

また、ＮＰＯと行政の協議結果についてはホームページにより公

開。 

運営方針の協議 

〔フォーラム〕 

 ひょうごボランタリープラザと共催で「ひょうご協働フォーラ

ム」を開催 
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 参画と協働の実施状況  

 

◇ ＮＰＯと行政の協働会議の設置 

・全体会議 

ＮＰＯ部会構成員、行政部会構成員の全員、テーマに応じた県関係課室が集り、地域

課題解決に取り組むための施策や事業について、協議・情報交換を行っている。 

・ＮＰＯ部会(ＮＰＯ関係者から構成員を公募) 

ＮＰＯとしての課題整理や提案内容を公開で議論している。（概ね月１回開催） 

・行政部会 

ＮＰＯと関わりの深い業務を担当する課室長を構成員とし、ＮＰＯと協働で実施する

施策の情報交換等を行っている。 

・専門部会 

  ＮＰＯと行政の協働に関して、特に集中的に協議・情報交換、調査研究等を必要とす

る特定のテーマについて随時設置している。 

 

◇全体会議（出前出張会議を含む）の開催状況 

 開催数 会議のテーマ 

全体会議 １１回 

 

・「子ども・教育」について 

・「高齢者・障害者・福祉」について 

・「まちづくり」について       等 

全体会（出前出張会

議） 

２箇所で開催

（阪神・淡路）

阪神：NPO と行政の協働について 

淡路：NPO と行政の協働について 

         

◇ ひょうご協働フォーラムの開催 

ボランタリーセンターの形成を図るにあたり、その基礎となるＮＰＯと行政の協働が持つ

可能性、方向性などを考えるフォーラムを開催しました。 

・ 開催日   平成 15 年 11 月 25 日 

・ 基調講演  テーマ「協働が生み出す新たな可能性」 

・ 鼎 談    テーマ「ＮＰＯ・行政これから」 

  

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（意見交換の実効性の向上） 

ＮＰＯと行政の協働会議は、様々な地域課題をＮＰＯと行政が協働して解決していくた

め、関係者が施策等の企画段階から協議、意見交換を行っており、これまでに「ＮＰＯ活

動応援貸付制度」、「ひょうごボランタリープラザの開設」等の新たな制度の立ち上げを協

働作業で行ってきました。 

今後ともＮＰＯと行政の協働による取り組みや、新たな施策の創設等について、ボラ

ンタリー活動や地域の実態を熟知しているＮＰＯとテーマ別に集中協議を行うなど、地

域課題解決に向けた意見交換を進め、より幅広い分野の施策等への反映をめざしていき

ます。 
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  ○ひょうごボランタリー活動メッセ（県民政策部） 

 事業概要  
    活動団体間の交流の促進、活動団体と企業等の資金提供者とのマッチング等を促進する

とともに、県民の県民ボランタリー活動への理解と参加の促進を図るため、県内各地域の

ボランタリー活動団体が一堂に会するイベントをＮＰＯ等との実行委員会方式により開

催します。 
 
    参画と協働の方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 参画と協働の実施状況  

 

◇開催日・開催場所 

神戸ハーバーランドスペースシアター等で、平成１６年１月２４日（土）、２５日（日）の

２日間を中心に実施しました。 

 

◇ ボランティア市民活動元気アップアワード 

アワードという新たな仕組みにより、活動団体がこれから取り組もうとする事業等の提案

発表を通じて、活動団体と企業等の資金提供者とのマッチングの機会を提供し、県民のＮＰ

Ｏ等への寄附意識の醸成を図りました。  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

    

ノウハウの共有 

事業内容の広報 

事業実施 

〔実行委員会の開催〕 

 ＮＰＯ・ボランタリー活動団体・企業・労働組合・助成団体・行

政等により実行委員会を結成し、事業内容を企画し、実施。 

〔ボランタリー活動メッセの開催〕 

 ボランティア活動団体と企業等の資金提供者とのマッチングの

機会を提供。 

 ＮＰＯ・ＮＧＯ出会いの広場、ふれあいマーケット等による交

流の機会の提供。 

〔活動ノウハウの共有〕 

 事業で得られたノウハウを共有し、事業終了後は反省会を開催

して、次年度への事業実施につなげる。 

〔広報〕 
 ひょうごボランタリープラザの情報紙、（コラボレーション）コ

ラボネット、リーフレット、各種メディアを活用して、事業内容を

広く情報発信。 

事業の企画・実施 
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コース 応募団体数 受賞団体数 

元気アップコース 

 

５８ 

 

元気アップ大賞（賞金 100 万円） 

元気アップ賞 （賞金  20 万円） 

１団体 

４団体 

こつこつコース 

 

７６ 

 

こつこつ大賞 （賞金  20 万円） 

こつこつ賞  （賞金   5 万円） 

１団体 

１９団体 

元気アップコース：企画提案型のコースで、これからの新たな企画内容を審査 

こつこつコース ：活動実績評価方のコースで、これまでの活動実績を審査 

 

◇ ボランティアステージ 

ボランティア・市民活動団体、その他開催趣旨に賛同する団体（地元の学校、スポーツ団

体、歌唱グループ等）の活動を発表する場として開設しました。 

 

◇ ふれあいマーケット 

ボランタリー活動の PR を行うとともに、障害者の社会参加について広く市民に啓発するこ

とを目的として開催し、県内のボランタリー活動団体の情報交換と交流を図りました。 

    

◇ ひょうごボランティア・市民活動フォーラム 

「企業・勤労者とＮＰＯの連携をめざして」をテーマに、基調講演、パネルディスカッシ

ョンを行いました。 

 

◇ ＮＰＯ・ＮＧＯ出会いの広場 

県内のＮＰＯ法人をはじめとしたボランタリー活動団体が、自分たちの活動や取り組みを

PR する場（ブース）を開設し、ボランタリー活動団体と企業・勤労者とのマッチングを図る

機会づくりを行い、企業のフィランソロピー活動、勤労者ボランティア等とＮＰＯとの連携・

協働方策を探りました。 

 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（参画の促進） 

多様な主体が参画・協働する実行委員会の特色を活かし、さらにより多くの主体の参画

を得られるよう広く呼びかけを行っていく。また、今後の寄附の文化の醸成をめざし、公

開審査による透明性の確保を継続しながら、県民ボランタリー活動への理解を促進し、企

業、団体、個人等の資金提供者の拡大を図ります。 



 - 64 -

○ 県民行動プログラムに基づく活動の促進（県民政策部） 

 

 事業概要  
地域ごとの個性と特色を生かし策定した地域の将来像である「地域ビジョン」の

実現をめざし、県民の主体的な取り組みとして策定した「県民行動プログラム」の

展開を支援します。県民局では、各種情報や議論の場の提供、関係機関との連携方

策の助言などの支援のほか、中期的な施策体系である「地域行政推進プログラム」

を進める中で、相互に連携しながら取り組んでいます。 
 

 参画と協働の方法  
県民行動プログラムは、以下のようなサイクルで各地域がそれぞれ工夫しながら展

開しています。県民局や地域ビジョン委員が協働し、事務局として会議の準備や活動

支援を行っています。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域ビジョン委員(会)の設置 

地域ビジョン委員会の運営 

〔委員の公募〕 

各県民局は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、新聞、広報誌、募集ﾁﾗｼ等を幅広く活用
して広報活動をし、委員を公募。（委員数 100 名程度、任期２年） 
公募委員審査会の選考委員は、公募委員審査要領に基づいて書類
審査、面接審査等を実施し、委員を決定。 
第 1 期:H13 年 9 月～H15 年 3 月 
第 2 期:H15 年 4 月～H17 年 3 月 

〔地域ビジョン委員会〕 
地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員で構成される地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会は、夢会議の運営、
県民行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等のとりまとめ、行政推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの提言等への取
り組み。 

夢会議の開催 

〔夢会議〕 
地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会は、県民だれでも参加できる夢会議を県民局ととも
に、主体的に運営。県民は夢会議に参加し、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等を
通じて、県民行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提案。 

県民行動プログラムの策定（平成 14年３月） 

〔県民行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのとりまとめ〕 
地域ビジョン委員会は、夢会議での提案を踏まえて、県民行動プログ
ラムのとりまとめ、行政推進プログラムへの提言等を実施。 

（県民行動プログラム策定） 

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

充

実

（次ページに続く） 
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  今後の主な取り組み方向  

（これまでの取り組みの本格的な評価・検証、次期プログラム策定への反映） 

     県民行動プログラムは、多くの県民の方々の参画と協働を得て、議論を積み重ね、

とりまとめられました。 

本格的な策定作業から５年を経過し、平成 17 年度までのプログラムの折り返し点

を迎えたことから、各地域のビジョン委員会で、さまざまな活動の輪を拡げるとと

もに、プログラムの評価・検証を行っていきます。また、地域夢会議でも、これま

での取り組みを振り返り、意見交換を深めていきます。 
 

 

県民行動プログラムの実践 

〔地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会の活動〕 
地域ビジョン委員は、県民行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく実
践活動を主体的に展開。地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会は、地域
夢会議での提案も踏まえ、実践活動の新たな展開、県
民行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの充実を図る。 

〔夢会議の開催〕 
県民は、地域ビジョン委員会が運営する夢会議に参
加し、実践活動の提案。 

（県民行動プログラムの推進）

 
 
地域行政推進

プログラムの

展開 

参

画

・

協

働 



 - 66 -

 各地域での取り組み状況  
  （１）神戸県民局 

    ○ ｢六甲山グループ」などの行政と協働した取り組み  

     【事業概要】 
       「六甲山グループ」では、行動提案「自然との共生のシンボル･私たちの六

甲山を活かしましょう」の具体化として、六甲山での様々な｢楽しみ方｣を見

つけて市民に広げて行こうと、夢会議「六甲山の楽しみ発見」山上探遊ウォ

ークの開催(３回)や、自然保護センター周辺の散策マップ作成など、県民局

の地域戦略事業｢六甲の楽しみ発見｣と協働した取り組みを進めている。 

       また、第１期メンバーが結成した｢六甲山自然保護センターを活用する会｣

では、六甲山上で毎月「六甲山魅力再発見市民セミナー」を自主開催。県民

局も広報などで取り組みを支援している。 

 
【主な事業実績】 
①「自然保護センター周辺散策マップ」の制作 
   第２期神戸地域ビジョン委員会「六甲山グループ」では、六甲山中央

地区記念碑台に位置する県立六甲山自然保護センターを拠点に、周辺の

散策を楽しめるよう「自然保護センター周辺散策マップ」を企画、制作

した。制作にあたっては記念碑台の現地調査を実施し、詳細情報の確認

を行った。マップには敷地内のグルーム碑などの各ポイントをわかりや

すく表示し、１時間程度で歩ける散策コースでの見どころを掲載した。 
 
②「六甲山魅力再発見市民セミナー」の開催 
   第１期神戸地域ビジョン委員会六甲山分科会の有志により平成１４年

に結成した「六甲山自然保護センターを活用する会」では、自立した運

営により、毎月１回「六甲山魅力再発見市民セミナー」を開催した。県

立六甲山自然保護センターを拠点に１２回開催したこのセミナーでは、

六甲山の動植物・歴史・総合学習など様々なテーマで六甲山の魅力の紹

介に努めた。 
 
③神戸地域夢会議「六甲山の楽しみ発見」ウォーキングへの運営協力 
   ７月１３日の「夏編」、８月２４日の「夏休み親子編」、１０月２６日

の「秋編」それぞれについて、ウォーキングでの講師（案内役）をビジ

ョン委員や六甲山で活動に取り組んでいる県民がつとめ、参加者による

「六甲山の楽しみ」情報の収集に協力した。 
 

○ 夢会議「若者が見た神戸＆ＫＯＢＥ」の開催など若い人を対象とした取り組み  

     【事業概要】 

県民行動プログラムの取り組みを若い世代の人たちに広げていくためにも、

若者たちの目で見た神戸を知ろうと、夢会議の開催などに取り組んでいる。 

 

     【主な事業実績】 

①神戸地域夢会議「若者が見た神戸＆ＫＯＢＥ」 （2004 年２月 15 日開催） 

        神戸を舞台に活動する大学生･留学生たちと、神戸のまちのきょう・あす 

を語り合った。 
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《第１部「留学生の見たＫＯＢＥ」》 

古くから国際性豊かで多文化が共生する神戸の魅力をもっと高める

ために、｢グローカルな魅力づくりグループ｣では、外国人から見て神

戸のいまはどうなの？と、留学生を囲み、｢観光｣｢教育･倫理｣｢多文化

共生･協働｣をテーマにもっと伸ばしていくべきところ、改めるべき悪

いところなどについて意見を交換。 
日本企業の流入が母国に与えた影響や、日本が嫌いになって帰って

いく留学生が多いとの指摘や、相互理解を深めるために交流の機会を

増やすべきなどの意見が出された。 
《第２部「学生の見た神戸のまち(商店街)」》 

若い人たちにも多く集まってもらえるまち(商店街)は？と、｢神戸経
済の活性化グループ｣が企画。イベントの開催、ベンチャー企業の運営、

まちをテーマにビデオの制作など、商店街を舞台に活動する５つの学

生グループの取り組み事例を紹介。学生のもつパワーやアイデアに期

待する声や、自分たちだけではできないことを地域との繋がりの力で

大きく成長させていきたいという学生の意見などが交換された。 
 

② 神戸地域夢会議「六甲山の楽しみ発見(夏休み親子編)」（2003 年８月 24

日 

開催） 

「六甲山グループ」では、子どもたちにとって六甲山はどんなとこ

ろ？と、それぞれの｢楽しみ方｣を探すウォーキングを開催。巨岩の上

から見下ろす街並みや苔･アオムシなど普段見られない｢神戸｣に歓声。 
 

    ○ 「環境・循環型社会グループ」などの取り組み  

     【事業概要】 

第２期神戸地域ビジョン委員会では、前述の「六甲山の活性化」や「若い

人を対象とした取り組み」以外にも、それぞれのグループにおいて様々なテ

ーマへの取り組みがなされている。 

｢環境･循環型社会グループ｣では、生ごみリサイクルをテーマに夢会議「生

ごみリサイクルの現場を知る」を開催(２回)。また｢高齢者が高齢者のお世話

をするグループ｣では、高齢者をお世話する側も高齢化してきたことに伴って、

お世話する側にもやさしい介護の方法を専門家に聞く夢会議を実施。「農都・

神戸づくりグループ」では、地産地消をテーマに活動を行っている。 

 

【主な事業実績】 
①神戸地域夢会議「生ごみリサイクルの現場を知る」（全２回）の開催 
  「環境・循環型社会グループ」では、生ごみのリサイクル、とくに堆肥

化をテーマに活動することとし、実践活動に先がけて「生ごみリサイクル

の現場を知る」と題して先進事例の調査・見学を実施。第１回は店舗で出

る野菜･魚などの加工くずを堆肥化し、その堆肥を使って栽培した野菜をま

た店舗に戻す企業や電気・菌を使わない家庭用の堆肥化装置の開発者を訪

問。第２回は、市街地で堆肥づくりから花･緑づくりに取り組む他地域の市

民グループ･ＮＰＯとの見学･交流を実施。 
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②神戸地域夢会議「高齢者が高齢者のお世話をする」の開催 
  「高齢者が高齢者のお世話をするグループ」では、介護事業や婦人会・

自治会などで老人介護に関わる委員たちが集まり議論。高齢者や痴呆の方

の介護方法について、プロからコツを教わるセミナーが十分には行われて

いないとの意見が出され、夢会議として無料セミナーを開催。セミナーで

は介護の専門家から、介護方法、とくに介護用品の効率的な使用法や痴呆

への対応方法、心構えなどについて実演をまじえながらのお話を聞くとと

もに意見交換を実施。 
 
③神戸地域夢会議「農都・神戸を訪ねる（垂水漁港編）」の開催 
  「農都・神戸づくりグループ」では、「地産地消」をテーマに、神戸の農

業・漁業・酪農業の現地で学ぼうという夢会議「農都・神戸を訪ねる」を

前年度より開催。第３回目の「垂水漁港編」では、昼せりや直売所の見学

を行い、大都市でありながら漁業が盛んな神戸の特色に驚かされながら、

神戸の魚を地元で消費するということについて認識を深めた。 
    

    ◇各プログラムに対する県の支援状況 
・ビジョン委員会、各グループ会合への職員の出席、情報提供、会合の日程調

整および案内状の配布等 

・夢会議にかかる一定の活動経費（講師謝金、バス借上料、会場使用料、消耗

品等）の負担 

・「神戸ゆめネット」（年４回発行）、「神戸地域県民行動プログラム」（第１集～

第３集）にビジョン委員会の活動やビジョン委員の活動を掲載し、地域に配

布することによる普及啓発、またＷＥＢ版「神戸ゆめネット」によるインタ

ーネットでのビジョン委員会活動の広報等 
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（２）阪神南県民局 

      ○多様で個性的なライフスタイルを育むことができる社会をつくる 

       ①活動グループ間のネットワークづくり 

        【事業概要】 

        【主な事業実績】 
・平成１５年９月６日（土）ミニ夢会議ＩＮ尼崎 
参加者数：３７名 
尼崎労働福祉会館、３階中ホール、午後 1時 30 分～午後 4時 00 分 
２０のグル－プ３１名の参加者がネットワーク化をめざして意見
交換。 

・平成１６年３月 19 日（金）ミニ夢会議ＩＮ芦屋 
参加者数：２１名 
芦屋市民センター、４階中 401、午後 1時 30 分～午後 3時 30 分 
１５のグル－プ２１名の参加者がネットワーク化をめざして意見

交換 
                            

 

 

 

 

 

 

 

  

        ②いきいきフォーラム・シニア２１       

        【事業概要】 

          高齢者が元気・勇気・やる気を持ちつづけてもらおうといきいき運動
を立ち上げ杉良太郎の｢ボケない音頭｣に合わせた＜長生き音頭＞を作

った。 
   唄、歌詞で聴覚を、ダンスで触覚を、そして会場内にアロマを焚く事に
より、嗅覚を刺激して、脳の活性化を図ろうとする取り組み。 

        【主な事業実績】     
          ＜長生き音頭＞発表会 

１月 21 日（西宮市内） 

            参加者 37 名 

＜長生き音頭＞普及促進活動 

2 月 9 日（参加 75 名） 

3 月 5 日（参加 45 名） 

3 月 13 日（参加 46 名） 

3 月 28 日（参加 35 名） 

         【プログラムに対する県の支援状況】     
地域戦略推進費の活用（講師謝金、宣伝印刷費、会場設営費等を助成）、

県民局サポーター職員による情報提供等  

 

 

  尼崎、西宮、芦屋で活動市民グループが市域を超えて様々な出会い
が出来る仕組みをめざして、ミニ夢会議という名称で活動グループ間
の交流会づくりにチャレンジしている。１５年度は尼崎、芦屋で、１
６年度は３市にまたがる交流会を実施する。 

【プログラムに対する県の支援状況】 
    地域戦略推進費の活用（講師謝金、
宣伝印刷費、会場設営費等を助成）、

県民局サポーター職員による情報提

供等  

 

《意見交換会》 
 

《<長生き音頭>発表会》 
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        ③青少年健全育成 

        【事業概要】 
「明るい家庭、住みやすい地域を作る」ため、「家族」のあり方をテー

マとし、不登校経験者の全寮制フリースクール、県立神出学園の小林剛学
園長の講演とパネルディスカッションで世代を超えて協力し合える人間
関係について、フォーラム等を企画、開催しました。         

        【主な事業実績】 
・８月 25 日（西宮市内） 教育事務所との懇談 

・12 月８日 神出学園視察研修 
・２月７日 10：00～12：30 

青少年健全育成フォーラム､参加者数：４５名 

「『家族』って 何だろう？」 

         【プログラムに対する県の支援状況】 
地域戦略推進費の活用（講師謝金、宣伝印刷費、 《フォーラム開催》 

会場設営費等を助成）、県民局サポーター職員による情報提供等  

 

        ○自律と協働による温かいコミュニティをつくる 

        ①ユニバーサルデザインによるまちづくり 

        【事業概要】 

管内３市にある駅のユニバーサルデザインに関する第１期ビジョン

委員会の調査アンケート結果を受けて、兵庫医科大学に近い阪神武庫川

駅の将来像 の提案を目指すと共に、１５年度は、調査活動を進めた。 
        【主な事業実績】～阪神武庫川駅周辺のバリアフリー化に向けて～ 

西宮市を訪問し、武庫川駅西側のバリアフリー化の考え方について説
明をうける。同駅に隣接する砂子療育園工事事務所を訪問し建築士の資
格を持つビジョン委員を中心に意見交換。 
(重症心身障害児施設の砂子療育園の 
３期工事が平成 15 年 12 月終了。外 
部に開放した会議室の設置、玄関前 
のスペースにゆとりをもたせるなど 
地域とのコミュニケーションの強化 
が図られた) 

         【プログラムに対する県の支援状況】 
           会場室等の確保、印刷費等を助成 

している。  

         ②芸術文化スポーツ王国づくり 

        【事業概要】 

平成１７年に完成予定の県立芸術文化センターなどで活躍出来るア

ーティストを育てるため県民交流コンサート（３回）などを開催し、出

演者を募集して演奏の場を提供する取り組みを進めた。 
        【主な事業実績】 

｢芸術文化センターなどで活躍できる 
         アーティスト｣を育てるため諸事業を開催。 

・ 11 月７日 白鷹禄水苑 

県民交流コンサート～ＣＭ音楽 

             の世界～  参加者数：８９名                

・ 12 月４日  

芸術文化ｾﾝﾀｰ建設事務所見学 

      参加者数：２１名 

 

 

 
《交通バリアフリー法の学習会》 

《白鷹禄水苑コンサート》 
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・12 月 23 日 白鷹禄水苑 

       県民交流クリスマスコンサート 

参加者数：４１名     

・３月 19 日 西宮市民会館 
～映画音楽の世界～  参加者数：１２１名  

            【プログラムに対する県の支援状況】       
地域戦略推進費の活用（公演の出演者謝金、宣伝印刷費、会場設営費

等を助成）、県民局サポーター職員による情報提供等  

           ③阪神 2号線文化街道づくりを進める 

          【事業概要】 

            国道２号線を文化街道と位置づけ、多彩な文化芸術事業をリレーで実

施するため、地域ビジョン委員が中心となり、昨年９月には実行委員会

を組織し、 管内３市、道路沿いの企業、文化芸術家等の協力を得て、
自動車販売会社者ショールーム等で音楽会を開催した。 

           【主な事業実績】       
公演 公演日・参加者数 講演会場 

①芦屋公

演 

ｿﾌﾟﾗﾉ&ﾌﾙｰﾄ 11 月 10 日（月） 

 ５４人 

㈱服部モーター商会神

戸支店 

②尼崎公

演 

ｵｰﾎﾞｴ&ﾌﾙｰﾄ

四重奏 

11 月 16 日（日） 

 ４２人 

朝日オートセンター 

③西宮公

演 

弦楽四重奏 11 月 22 日（土） 

 ７４人  

アサヒビール㈱西宮工

場 

              

 

          【プログラムに対する県の支援状況】 
地域戦略推進費の活用（公演の出演者謝金、 

宣伝印刷費、会場設営費等を助成）、県民 

局サポーター職員による情報提供等  

 

 

 

         ○自然と豊かに調和した安全・快適な都市環境を創造する 

          ①夢ビジョン 土地・花・緑 

         【事業概要】 
            県民行動プログラム「美しいまちづくりに向けた花と緑づくりを進めよ

う」「土地の有効活用に向けて調査研究を進めていこう」を推進するため、
実践セミナーを中心とした事業を実施した。 

         【主な事業実績】                 

・9月 30 日【花・緑班】 

｢生ゴミをつかった堆肥づくり｣セミナー 

（参加２０８名） 

・10 月 29 日【土地班】 

   学習会－土地活用の現状と課題－ 

・10 月 29 日【花・緑班】 

｢淡路景観園芸学校｣等淡路島ﾊﾞｽﾂｱｰ（参加４８名） 

・2 月 27 日【土地・花班】 

｢ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾃﾘｱ『ﾃﾗﾘｳﾑ』実践ｾﾐﾅ―｣（参加５２名） 

           

 

 
《（株）服部モーター商会神戸
支店での音楽会の開催》 

《堆肥づくりセミナーの開催》 
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【プログラムに対する県の支援状況】                    
地域戦略推進費の活用（講師謝金、宣伝印刷費、会場設営費等を助成）、

県民局サポーター職員による情報提供等 

 

 

          ②阪神環境ネットワークづくり 

         【事業概要】 

年間テーマを「ごみ問題、川の保全、自動車の削減を念頭とした『Ｅ

ＣＯライフの推進』」とし、イベントへの出展、交流会、見学会の開催な

ど、実践活動の輪を広げた。 

         【主な事業実績】              
           ・8 月 12 日施設見学、            

・10 月 4､5 日尼崎市民祭り出展･ｱﾝｹｰﾄ     

  ・11 月 26 日学習会       

  ・1 月 13 日猪名川上流見学・地域交流   

         【プログラムに対する県の支援状況】 
地域戦略推進費の活用（講師謝金､宣伝 

印刷費、会場設営費等を助成）、県民局 

サポーター職員による情報提供等 

 

○豊かさとにぎわいを創出する新たな阪神経済を展開する 

          ①21 世紀の森づくりを進める 
          【事業概要】 
            尼崎２１世紀の森を拠点として、西宮、芦屋の海岸沿いに人と自然の共

生出来る環境エコベルトを構築し、自然・健康・眺望・商業・産業等につ
いて、エコをテーマに見学会等を 4回実施した。「ガイド班」と「マップ
班」に分かれ、阪神南地域を対象とした観光ガイド事業等の提案を検討中。 

【主な事業実績】 
活動日 活動内容 

7 月 9 日 尼崎の森中央緑地基本計画 策定委員会への提案 

10 月 25 日 武庫川下流浄化ｾﾝﾀｰ親子見学会 

11 月 30 日 ﾍﾞｲｴﾘｱ野鳥保護区等親子見学会 (参加者数５２人) 

12 月 7 日 子供の目線による意見発表会  

2 月 11 日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ研修(奈良) (参加者数４０人) 

  
【プログラムに対する県の支援状況】 
地域戦略推進費の活用（講師謝金、 

借り上げバス代、宣伝印刷費、研修 

会費、施設見学費等を助成）、県民 

局サポーター職員による情報提供等 

 

 

 

 

       ②県内各地との交流会－これからの働き方を考えていこう 
         【事業概要】       

新しい働き方や仕事の創設を具体的に提案し、実施するための１つの方

法として「県内各地との地域間交流」によって隠された産物や人の発掘と

 

 

 
《親子見学会》 
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活用を継続的に行うため、篠山城の｢菱の実｣など地域の資源を活かした

“食”と“職”の創造セミナーを企画・実施するとともに丹波地域との交

流を深めた。 
【主な事業実績】 
活動日 開催場所 活動内容 

7 月 4 日 尼崎市 子育て茶屋(｢菱の実｣料理の試食・交流) 

9 月 27 日 西宮市 “食”と“職”の創造セミナー第 1回 

(参加者数３１人) 

10 月 18 日 尼崎市・ﾐﾝｸﾞ潮

江ﾌｪｽﾀ出展 

丹波地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会等との交流      

(参加者数３２人) 

11 月 12 日 尼崎市 “食”と“職”の創造セミナー第 2回 

(参加者数２８人) 

12 月 14 日 山南町 丹波の森夢会議ﾄﾞﾘｶﾑ丹波への参加 

(参加者数２８人) 

12 月 28 日 丹波 丹波地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員合同で「神楽の郷」を訪

問し、意見交換 

３月 20 日 丹波 おさん茂兵衛交流列車 

 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【プログラムに対する県の支援状況】 
     地域戦略推進費の活用（講師謝金、宣伝

印刷費、会場設営費等を助成）、県民局サポ

ーター職員による情報提供等 
 

 
《“食”と“職”のセミナー》 
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  （３）阪神北県民局 

    ○多様で個性的なライフスタイルを育むことができる社会をつくる 

     【事業概要】 
「川西清和台地域の糞公害をなくそう事業」をモデル的に地元と協働実施し、

「誰もが参加しやすい社会活動の促進方策(ネットワークや人材発掘等)」を

検証する。 

・小さな地域の小さな実験からはじめて、そのプロセスで「１．ネットワー

ク ２．人材発掘 ３．地域と子ども」という切り口で課題を発見し、次

なる実践や新たな公のしくみ等について提案を行う。 

・ビジョン委員分科会は、行政と市民の中間組織として活動する。 

 
【主な事業実績】 

モデル事業を「プレーパークの設置活動の推進」に変更し、ビジョン委員

と地域が協働して、猪名川町において「冒険広場プレーパーク」を開催した

のをはじめ、地域団体の活動情報をＩＴネットワークでつなげようと「ホー

ムページ設置についてのアンケート」を実施し、地域のネットワークづくり

の検討を進めている。 
また、地域のファミリースクール、ＮＰＯなどと協働で、スポーツのすば

らしさを通じ青少年の目を外に向けさせようと「第１回ドリームスポーツ」

を開催したほか、２１世紀における高齢者の新たなライフスタイルを考える

ために、地域の方々から募集した「新しいライフスタイルの提案」の発表と

意見交換の場として「高齢者ふれあいフォーラム」を開催した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ○自律と協働による温かいコミュニティをつくる 

     【事業概要】 
“心と物のバリアフリーの実現をめざして”、次のプログラムをビジョン

委員等が「まちの親善大使」となって啓発していき、多くの人の参加のもと

に各地で実践していく。 
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①ふれあい・出あい・話し合いのあるコミュニティをつくろう 

地域交流会の促進、地域社会の組織づくり、地域社会の場づくり 等 

②健康で安心して暮らせるコミュニティをつくろう 

健康づくりの推進、高齢者・障害者(児)福祉の充実、児童福祉の充実 

等 

③人に温かく、豊かな心をはぐくむコミュニティをつくろう 

青少年の健全育成と男女共同参画社会の実現、市民文化の創造 等 

④安全で美しく快適なコミュニティをつくろう 

まちの中に花と緑の活動、道路清掃と空地ポイステ禁止の啓発、不法

看板の撤去活動 等 

 
【主な事業実績】 

「コミュニティづくりは人と人とのふれあいから」を合い言葉に、イベン

トを通じた温かいコミュニティづくりに向けて、「ありまふじフェスティバ

ル実行委員会」と共催で「ふれあい健康ウォークラリー」を実施したほか、

“音楽でつなごう温かい地域コミュニティの輪”をテーマに、日頃から地域

コミュニティの活動としてコーラスなどに取り組む団体・グループが参加す

る「阪神北地域ふれあいこんさあと」を開催した。また、高齢者のコミュニ

ティづくりと高齢者の経験を地域コミュニティにいかすために「老人クラブ

の活性化」に取り組んでいる。 

 
 
    ○自然と豊かに調和した安全・快適な都市環境を創造する 

     【事業概要】 
循環型社会成立のため、生活廃棄物の減少、休耕田を活用した安全野菜の栽培、

安全社会に向けた点検パトロールの実施等、自ら具体的に実践活動を進めてい

くための組織を立ち上げ実践していく。 
① 生活様式の転換－循環型社会・自然エネルギー利用へ 

家庭や企業のゴミの減量、買い物袋持参運動 等 

② 自然保全、環境保全型農業、森林、里山、河川の保全、再生 

学習会の実施、間伐材の活用、青年や学生の参加など、活動を活性化さ

せるための研究、検討 等 

③ まちづくり－都市再生－安全な都市社会 

学習バスの実施、環境美化(公園等含む)、安全社会へ 等 
 
【主な事業実績】 

快適環境への取り組みでは、「水」「ゴミ」「都市景観（看板類）」などの問題

への取り組みとして、武庫川の実態を把握する「エコバス」の実施、ゴミの減

量化・再資源化に向けて管内市町のゴミ収集状況の調査、不法看板の簡易除去



 - 76 -

の実体験などに取り組みながら、快適環境づくりを地域に普及啓発している。

また、地域の小学校、コミュニティ、まちづくり委員会、ＪＣなどとともに地

域ぐるみで快適環境づくりへの取り組みを進めるために「こどもと地域の環境 

会議」の開催に向けた準備を進めている。 

 
 
    ○豊かさとにぎわいを創出する新たな阪神経済を展開する 

     【事業概要】 
暮らしやすい、ちょっとおしゃれな、友達に来てほしい町、新しいニーズに

マッチした産業のある町をめざし、ブランドを活かした名物・名産づくりや阪

神北地域にフィルムコミッションを誘致する活動を進める。 

①ブランドを活かした名物・名産づくりとイベント企画 

・「宝塚」という全国ブランドを活かした名物･名産をつくる 

・各市町それぞれのまちの名産品や名物をつくる 

②コミュニティ・ビジネスへの取り組み 

利益より「ふれあいや生き甲斐」が活動の目的となるビジネス。市民

が自律して事業を運営、行政は環境整備。 

③環境に対する市民の取り組み 

④フィルム・コミッション（F･C）を阪神北地域で推進しよう 

宝塚映画の地に映画撮影等を誘致、宝塚周辺のロケ適地と阪神北各市

町の特徴ある場所を組み合わせる。 

 
【主な事業実績】 
地域経済の活性化に向け、地産地消の取り組みを進めている「道の駅いなが

わ」や「パスカル三田」などを現地調査するとともに、地域の見どころ、食べ

どころ、名物、名産等を紹介する「散策ルートマップ」を作るために調査・探

索に取り組んでいる。 
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    ○このようなビジョン委員会の活動を広く地域に発信し、県民行動プログラムへの

参画の輪を拡大するために、広報部会がビジョン委員会だより「夢じゃーなる」

を編集発行している。また、ビジョンについての理解を更に深めようとビジョン

勉強会運営委員会が「ビジョン活動に関する学習会」を開催している。 

 

 
    ◇各プログラムに対する県の支援状況 

①県民局の支援体制 
ビジョン委員会との協働の観点から、各活動グループが取り組む県民行動

プログラムに関係のある参事等を責任者とする「県民行動プログラム支援部

会」を設置し、グループ会議や夢会議において適宜情報提供を行うほか、実

践活動や活動助成の調整等により、地域ビジョン委員会と緊密に連携をとり

ながら、県民行動プログラムへの協力、支援を行っている。 
②活動助成 

ビジョン委員会及び県民行動プログラムの枠組みの強化を図る観点から、

地域戦略推進費を活用した一定の活動経費（講師謝金、バス借上料、会場使

用料、消耗品等）の助成を行うことにより、ビジョン委員の実践活動に対す

るインセンティブを高めている。 
③広報 

「県民だよりひょうご(地域版)」の地域ビジョン委員コーナーの掲載、ビジ
ョン委員会だよりの拡充発行、第１期ビジョン委員会活動報告書の地域への

配布等によりビジョン委員会の取り組みを広く普及啓発している。 
④場所の提供（会議室等の供与） 

各グループが会議・打合せを開催するのにあたり、グループの要望によ

り県民局庁舎内の会議室をさせるなど便宜供与に努めている。 
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（４）東播磨県民局 

    ○バリアフリー東播磨基準づくり 

     【事業概要】 

        住民の目線で考える東播磨の現状に即したバリアフリーの基準をつくる。 
   

【主な事業実績】 
        県立高砂海浜公園ほか管内７か所で、最寄り駅から利用施設までの広い範

囲を対象にバリアフリーの実地検証を行い、課題を洗い出した。そのなかで、

調査の対象を駅及びその周辺にしぼることとし、今年度は山電播磨町駅等の

バリアフリー調査や先進事例として新しいＪＲ三田駅舎の視察等を行った。 
 
     ○地域に住民が気軽に集えるサロンづくり 

      【事業概要】 
        地域のなかに多世代の地域住民が交流できる場（サロン）をつくる。 
         

【主な事業実績】 
         開かれた学校として新設された加古川の別府西小学校で、学校、PTA及び

ビジョン委員が協働してサロンづくりを進めており、昨年度、今年度に各１

回、地域交流イベント「別府西フェスティバル」を開催し地元住民の３世代

交流を進めてきた。 

 

     ○ハートランド弁論大会の開催 

      【事業概要】 
こどもたちのやる気を引き出すため、発表の場を地域につくることを目標と

して、昨年度より中学生を対象に自由テーマによる「ハートランド弁論大会」

を開催している。 
 

【主な事業実績】 
 開催日 開催場所 

第１回ハートランド弁論大会 平成 14 年 12 月 15 日 稲美町立ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

第２回ハートランド弁論大会 平成 15 年 10 月 26 日 稲美町立ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

      ○ハートランドぐり石ネットづくり／市民活動ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑの構築をめざして 

      【事業概要】 
        地域で行われているボランタリー活動をサポートするため、サービスを提

供する人・団体とそれらのサービスを受けたい人を結びつける登録バンクを

設置運営するとともに、新しいサービスの開拓やスキルアップ研修や情報提

供など、東播磨地域におけるボランタリー活動をサポートし、ネットワーク

化を図っていく。 
   

【主な事業実績】 
項目 内容 

①情報提供 ・ハートランドぐり石ネットホームページの開設

②登録バンク ・ぐり石ネット登録業務の試験的運営 

③スキルアップ研修 ・「ボランティアの井戸端会議」の開催（２回） 
・「東播磨レクリエーション大会」の開催 
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④サービスの開拓 ・「ゆっくりまったり人生工房 東播磨ちょっとい

いとこシリーズ」冊子の発行 
・「坐禅と手打ちうどんにチャレンジ」の開催 

 
      ○水辺を学ぶプロジェクト 

      【事業概要】 
        東播磨地域の個性である川やため池など美しい水辺空間に学び、守るため

の取り組みを行うことを目的として、こどもから高齢者までを対象に水辺の

自然、歴史、生物などを学習するための現地見学会等を開催するほか、県民

局の重点推進事業である「いなみ野ため池ミュージアム」関連事業や別府川

再生事業とも協働して、行政と地域住民との接点となるような活動を推進し

ている。 
 

【主な事業実績】   
         ①加古大池現地研修会「ため池の歴史と役割」 

②「いなみ野歴史散歩－水辺のたそがれコンサート＆観月会」 
         「いなみ野ため池ﾐｭｰｼﾞｱﾑ推進ﾌｫｰﾗﾑ」「峠池ｽﾛｰﾌｰﾄﾞﾌｪｱ」参画 
        ③新井用水と峠池見学会 
        ④峠池と別府川の現地見学会 
        ⑤別府川再生に向けて「身近な水辺再発見」「別府川ウォーク」「身近な川

を地域みんなで考えよう」 
 
      ○みんなでつくろう－美しいまちを 

       【事業概要】 
         自分たちの住む地域において美しいまち（景観）・環境をつくるために、

景観を阻害しているものやそれらに対する行政施策等の調査を行ったうえ

で、住民の参画と協働のもと行政との役割分担等も念頭におき、住民主体

の活動を提案し、実践活動を担うまちづくりのリーダーを養成する。 
 
           【主な事業実績】 
         ①美しいまち（景観）の概念、それらを実現するためのツールの検討 
         ②各自治体が実施している施策の調査 
         ③美しいまち(景観)づくり交流会（「東播磨まちづくりフォーラム」）を開

催 
 
      ○循環社会を目ざして－ゴミの削減と資源化 

       【事業概要】 
         循環型社会をめざし、住民の生活レベルでゴミの削減、エネルギーの削

減を図るため、ゴミ処理の現状の把握、先進地事例の調査、住民との意見

交換等をとおして、東播磨における最適なゴミ処理法を提案する。 
 
       【主な事業実績】 
         ①高砂市美化センター見学（最新の流動床式ガス化溶鉱炉） 
         ②ゴミの減量と自然エネルギーの活用をテーマに、東播磨生活科学セン

ター地域創造市民塾「循環型社会の実現に向けて」（全５回）を開催 
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      ○エコマネー導入に向けての研究 

       【事業概要】 
         地域のなかで、ボランタリーな活動やサービスの価値を交換し、循環さ

せるエコマネーの導入に向けての研究を行う。 
 
       【主な事業実績】 
         かこがわエコマネー実験研究会が実施した、第２回、第３回“りば”流

通実験に参画するとともに、新たな形態のエコマネーについて検討した。 
 
 
      ◇各プログラムに対する県の支援状況 

①地域戦略推進費の活用  

         ビジョン委員会活動や実践活動の経費を支援している。 
          〈例〉・ビジョン委員会情報誌「東播磨ハートランド通信」発行 
             ・「第２回ハートランド弁論大会弁論集」発行 
             ・その他フォーラム等開催経費等 

②広報について 

         県民局、各市町庁舎にビジョン委員会の広報コーナーを設置し、委員会 
が自由に広報できるスペースを設けた。 
③その他の支援等 

・ 県民行動プログラムごとに担当参事を設け、ビジョン活動と県民局施

策との連携を図った。 
＜実績＞ボランティア活動ネットワーク事業と「ハートランドぐ

り石ネット」の共同によるホームページの開設。 
・ ビジョン委員間の情報・意見交換の場としてメーリングリストの開設

を支援した。 
・ ビジョン委員会の会議打ち合わせ等の活動の場として、県民局会議室

を夜間休日に開放した。 
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  （５）北播磨県民局 

     ○心肺蘇生法を普及させ｢命の教育｣を推進していこう 

【事業概要】 

        中学生に命の大切さを考えてもらう「命の教育」を実施するとともに、心

肺蘇生法の講習を行い、地域全住民が命の大切さと心肺蘇生法をマスターす

る仕組づくりを行う。 
   

【主な事業実績】 
  ・13中学校(管内数 27校)で 17回講演会を実施 3,810名が受講した。 

        ・講演会の内容は、冨原委員が震災と地元中学生の殺人事件を端緒とする
｢命の大切さ｣について講演した後、心肺蘇生法の実技講習会を実施する。 

・実技講習に当たっては、救命救急士を中心にビジョン委員もいくつかの

ブースを担当している。 
 
【プログラムに対する県の支援状況】 

        ・心肺蘇生法普及ﾏﾆｭｱﾙ(ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ)15,000部を作成 
・中学生から自治会、自主防災クラブを対象に配布予定 

 
     ○地域子どもの日をつくろう 

【事業概要】 

       「地域子どもの日をつくろう」をテーマに、学校、家庭、地域が連携して

地域での子育てを進める。 
 

【主な事業実績】 
        ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会の開催（平成１6年１月 31日） 

・肥後の守を使おうの開催 
（平成 1５年 12月 20日） 
・3世代交流グラウンド大会、ゆび編み体験、肥後の守を使おう等に 2,000
余名が参加した 

・北播磨地域交流子どもﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ議会の開催（平成 15 年 11 月 22 日） 
子どもの観点からビジョンつくりに参加してもらう狙いから、小学 6

年生に｢僕とわたしのまちづくり-大人になってやってみたいこと｣を作
文で応募してもらい 293 名から応募があり、内 20 名を選抜して子ども議
会を開催、提案に対して各市町長から直接コメントをもらった。 

 
【プログラムに対する県の支援状況】 
 ・各種イベント実施に対する講師謝礼や材料の購入費用 
・北播磨地域交流子どもﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ議会の執行経費 
・｢僕とわたしのまちづくり-大人になってやってみたいこと｣作文集作成(応
募者、図書館等に配布) 

 

     ○JR 加古川線沿線駅を交流の場に 

【事業概要】 

       無人化している JR 加古川線の各駅を、地域住民の交流の場となるよう、各

駅の立て替えや駅前の活性化事業に参画していくとともに、駅を利用した事

業を展開する。 
 

【主な事業実績】 
  電化に合わせての駅舎改装後に、ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会でソフト面を推進していく
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予定。 
 

【プログラムに対する県の支援状況】 
・ 市町単位での駅改修計画や周辺整備に助成 
・ 今後実施するイベント等経費を助成予定 
 

○歩いて見ようよ 北はりま 

【事業概要】 

       健康促進や JR 加古川線沿線散策、自然散策などを目標に、ウォーキングを

しながら仲間づくりを進め、いろいろなコースを歩くことにより北播磨を見

直す。 
 

【主な事業実績】 
        各市町それぞれにｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽを設定し、ﾏｯﾌﾟを作成しているが、その目的

が健康であったり、名所散策であったりと異なっていることに着目、同じレ
ベルでﾄﾚｯｷﾝｸﾞを含んだﾏｯﾌﾟづくりをおこない、24コースを設定した。 
コースの半数以上を実地調査(楽しみながら歩いている)する中で、標識があ
っ 
ても登山道が見つからなかったコースが発見され、地域の人の協力を得て草

刈を行ったり、土木事務所に標識の新設を要請した。 
 

【プログラムに対する県の支援状況】 
  ・歩いて見ようよ 北はりまｳｫｰｷﾝｸﾞ 24(ﾏｯﾌﾟ)10,000部を印刷 
・県民情報ｾﾝﾀー等で配布予定 

  
     ○北バーン!創祭り 

【事業概要】 

       北播磨の祭りについて調査し、結果を 1冊の本にまとめ、特徴ある祭りを｢き
らっと北播磨 交流大舞台 2005｣のイベントに取り込んでいく。      

 
【主な事業実績】 

        冊子｢祭 ぎょうさん｣の作成 
 
【プログラムに対する県の支援状況】 

        地域戦略推進費を活用して、冊子｢祭 ぎょうさん｣ 1,000部を印刷 
 
     ○女性にも住みやすい｢ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ｣をめざして 

【事業概要】 

       男女の性別に関わりなく、職場･家庭・地域等さまざまな場面で個性と能力

が発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、その普及啓発のためのジェ

ンダー寸劇づくりを進めている。      
 

【主な事業実績】 
  ジェンダー寸劇で男女共同参画社会の実現をめざすテーマを演じ、その後 

 意見交換や学習会につなげている。 

 

【プログラムに対する県の支援状況】 
今後セミナー開催経費を支援していく。 
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     ○街づくりﾀﾞｲｴｯﾄ推進会議 

【事業概要】 

        菜の花ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの活用について研究を実施するととも

に、使用済みのてんぷら油を回収してﾊﾞｲｵﾏｽ燃料に転換し、公用車に利用す

ることを目指す。ｽｸｰﾙﾊﾞｽにﾃｽﾄ走行を依頼し、ﾃﾞｰﾀｰ-収集を計画している。 
     

【主な事業実績】 
  平成 16 年度から BDF 燃料によるバスの走行実験を行うための準備 

 
【プログラムに対する県の支援状況】 
地域戦略推進費を活用して、ﾃｽﾄ走行に使用する PR用ﾌﾟﾚｰﾄと、チラシの
作成 
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（６）中播磨県民局 

    ○ネットデイリレーの実施 

【事業概要】 
地域の縁日「ネットデイ」リレーで学校や子どもたちを中心に地域内交流、

異世代交流を広げる。 
 

【主な事業実績】  
「ネットデイ」の取り組みは、香寺町立 
香呂小学校と姫路市立城巽小学校の２校 
で実施した。 
また、龍野市立神岡小学校での実施支 
援を行うなど、周辺地域へも活動の輪を 
広げつつある。 

 

 
                                                           ◆香呂小ネットデイ（15 年８月） 

 

    ○地域の活動拠点（サロン）づくり 

【事業概要】 
公民館や集会所を使って、地域の住民が気軽に言葉を交わせ、ボランティア

などの情報の交差点になる拠点（サロン）づくりに取り組む。 
 

【主な事業実績】 
福崎町で部会メンバーと地元自治会が中心になって、「八反田サロン」を企

画・開催した。 
    

 

○地域コミュニティ活動の促進 

【事業概要】 
地域のコミュニティ活動を促進するため、地域のふれあいの場づくりや高齢

者等の健康づくりの支援、「３チャン消防隊」づくりなどをすすめる。 
 

【主な事業実績】 
近畿福祉大での視察研修の実施や香寺町の３チャン消防隊の実施訓練への参

加などを行った。 
 
 

   ○ゴミ減量化の普及・啓発 

【事業概要】 
５Ｒ（断る・再使用する・少なくする・修理して使う・再生する）による家

庭ゴミ減量化を進め、地域ぐるみで環境教育に取り組む。 
 

【主な事業実績】 
「ゴミの減量化」の普及・啓発による効果的な実施を図るため、広く学生やボ

ランティアの協力も得ながら、ゴミ問題をテーマとする専門家と市民パネルによ

る公開の学習・討論会を開催する準備を進めた。 
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   ○まちの魅力マップの作成 

【事業概要】 
住民・利用者の視点から見た地域の見どころ自慢を地域内外に情報発信して

いく。 
 

【主な事業実績】 
第１期委員会で実施した「魅力再発見アンケート」などをもとに、中播磨地

域の「まちの魅力マップ」の作成に向けた取り組みを進めた。 
 

□地域や団体等との連携活動 

県民行動プログラムの実践活動とともに、ビジョン委員の役割の一つである

コーディネート機能の発揮による、地域団体などと連携した次のような活動が

広がった。 
○県事業との連携による美化活動   

ビジョン委員会環境部会のメンバーが、地域の自治会やボランティア団体な

どに呼びかけて、県が実施している「全県花いっぱい運動」や「美化トライ事

業」と連携した環境美化の取り組みを、夢前町と香寺町で実施している。 
○総合防災訓練の実施 

夢前町のビジョン委員が、「安全・安心のまちづくり」を地域ぐるみで進め

ようと、学校、自治会、町などに働きかけて、昨年に続いて今年も１月１７日

に小学校の校区単位で地域総合防災訓練を実施した。あわせて、県立人と自然

の博物館の協力を得て「地震」に関する講演会を実施した。 
○パワーアップ事業を活用した「朝市」の企画・実施 

姫路市亀山の本徳寺で、約４００年前に賑わっていた「御坊の朝市」が、地

域ビジョン委員会のメンバーのネットワークによって復活した。平成１５年２

月から毎月１回のペースで開かれており、地域住民の交流の場として、また新

たな観光名所として定着しつつある。15年度は、「地域団体活動パワーアップ
事業」の活用によって、地域の自治会や婦人会、老人会なども参加し、活動の

輪が大きく広がりつつある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ◆ビジョン委員の呼びかけによる花いっぱい運動（夢前町）   ◆ビジョン委員の連携で復活した「御坊の朝市」 

 

○大学生との協働によるフォーラムの開催 

管内の大学生が中播磨の隠れた魅力について調査・研究する「中播磨ふるさ

と探検隊」事業の報告会（中播磨ふるさと探検フォーラム）を共同開催し、研

究成果の具体化等について検討を行った。 
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             ◆中播磨ふるさと探検フォーラム（16 年３月） 

 

     ◇各プログラムに対する県の支援状況 

①県民局会議室の開放 

県民局の会議室を、ビジョン委員会の活動をはじめ委員が所属する団体など

に対して、登録により、平日はもとより夜間・休日なども利用できるよう便宜

を図っている。 
②広報・ＰＲコーナーの設置 

県民局「地域情報センター」に、ビジョン委員会やＮＰＯ、各種ボランティ

ア団体などの広報活動の場として、ポスター掲示板やパンフレット、リーフレ

ット用ラックを設置し、利用に供している。 
③地域ビジョン委員交流会の実施 

平成１５年１０月に開かれた「ふれあいフェスティバル２００３」におい

て、各県民局地域ビジョン委員会に呼びかけてビジョン活動の展示ブースを

設けたほか、地域ビジョン委員会活動について他地域のビジョン委員と意見

交換を行う交流会を実施した。 
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  （７）西播磨県民局 
     ○出る杭大会の開催・出る杭大賞の選定 
     【事業概要】 

        意欲ある人・団体の社会的認知・応援のため、西播磨フロンティア祭春の

イベントにあわせ、地域ビジョン委員が実施主体となって、「第２回出る杭

大会」（H15.4.29）を開催した。 
   

【主な事業実績】 
        ・３８団体が参加し、ブースでのプレゼンテーションを行うと共に、１４団

体が舞台でのパフォーマンスも行った。 
       ・西播磨ふるさとバザールを同時開催し、両イベントで約１万人の来場者が

あっ 
た。 

・地域ビジョン委員の代表による審査により「出る杭大賞」などを選定した。 
       受賞団体にはビジョン委員が募金活動により集めた活動資金を副賞として

贈呈した。 
・このイベントに、高校生のボランティアが多数参加し、会場の運営その他
に活躍した。 

〈第２回出る杭大賞受賞団体〉[参加 38団体] 
 受 賞 団 体 名 市 町 活  動  分  野 
１ 関西福祉大学「めだかの

たまりば」 赤穂市 高齢者、障害者、世代間交流の場
の提供 

２ 乃井野 田吾作会 三日月
町 創作獅子舞によるまちおこし 

３ いちのみや森のｾﾞﾛｴﾐｯｼ
ｮﾝ倶楽部 一宮町 炭焼き、木酢液採取、間伐材の製

材・加工等 
・「第３回出る杭大会」を、平成 16年 4月 24日(土)に開催予定。 

       地域ビジョン委員を中心とし、第２回出る杭大賞 
受賞団体との協働のもと開催に向け、企画・運営 
について検討・推進中である。 
・「西播磨ふれあいの祭典 2003」の会場など、各 
 種イベントにおいて、大会参加へのＰＲ活動を実 
施した。 

       ・副賞のための募金活動を継続実施中である。 
 
      【プログラムに対する県の支援状況】 

  大会開催経費を、地域戦略推進費により支援した。 
 

     ○「西播磨の誇り」データベース（仮称）の構築 
      【事業概要】 

西播磨の誇りを地域内外の多くの人にアピールするため、西播磨の地域資源
を収集し、情報発信する。 

 
【主な事業実績】 
・地域ビジョン委員から寄せられた地域資源情報（約３００件）の整理、検
討を進め、「西播磨の誇り」データベース（仮称）を構築中である。 

        ・構築中のデータベースは、地域ビジョン委員がホームページを立ち上げ、
より良いものを目指し試行錯誤で発信中である。 

      【プログラムに対する県の支援状況】 
・今後、西播磨ツーリズム協議会と連携して、データベースの件数・内容
の充実を図るとともに、モデルコース設定等に活用を図る。 
・ホームページの管理、運営を支援している。 
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     ○「子育て支援マップ」（仮称）の作成 
      【事業概要】 

「子育て支援マップ」（仮称）の作成により、子育て支援グループ等のネットワ 
ークの構築を図る。 

 
【主な事業実績】 
・地域内各地で活動している｢西はりま子育て応援団｣との連携を図るため、合同
交流会（H15.7.18）を開催した。 
・各団体とも個々の活動を中心に継続した活動を展開しているが、更に各団体の
レベルアップを図るため、西播磨地域全体にネットワークの輪を拡げる。子育
て支援ネットワークの構築と子育て奮闘中の方々への支援情報の提供を目指し、
地域ビジョン委員自ら各市町等へ出向き「まちの子育てひろば」等の育児支援
情報の資料を収集中である。 

      【プログラムに対する県の支援状況】 
平成 16年 10月発行予定の「子育て支援マップ」（仮称）の作成を、地域
戦略推進費により支援する。 

 

     ○「環境フォーラムｉｎあいおい」の開催 
      【事業概要】 

豊かな清流を育む森林を保全するため、上下流住民が交流を進め、森林保全
の必要性について意識啓発を進めて行く。 

 
【主な事業実績】 

        千種町で山林の観察会を実施したが、今年度 
  は、海を対象に平成 16年 2月 29日(日)に相生 
湾の現状観察会を開催した。また、併せて「環 
境フォーラムｉｎあいおい」と題し、西播磨各 
地より約７０名の参加を得、上下流住民の交流 
を図り、意見交換等を行い森林保全に対する再 
認識の場とした。 
千種町での植樹作業（清流千種川地域づくり 
会議の森）（H15.11.24）に地域ビジョン委員 
４人が参画した。 
 

      【プログラムに対する県の支援状況】 
        啓発用チラシの作成、フォーラム開催経費を地域戦略推進費により支援し

た。 
 
     ○西播磨統一「マイバッグ持参キャンペーン」の展開 
      【事業概要】 

      ゴミの減量化や省資源への意識を高めることを目的として、既存の取り組み
をネットワークしつつ、西播磨統一「マイバッグ持参キャンペーン」を実施す
る。 

 
【主な事業実績】 

       ・毎月５日の「ノーレジ袋の日」運動について 
地元スーパー等の取り組み状況を７・８月に 
調査、同時に買い物客のマイバッグ持参の状 
況も調査した。 

       ・「出る杭大会・西播磨ふるさとバザール」 
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（H15.4.29）で会場内のゴミ箱を追放し、約 10 
名のメンバーがタスキがけで、来場者にゴミ持帰 
りを呼びかけ、成果を挙げた。 
・ その後、「西播磨ふれあいの祭典 2003」、「相 
 生市の羅漢の里もみじ祭り」においても同様の取 
 り組みを行い、成果を挙げている。 

       ・イベント等での啓発資料として、運動への参加を 
呼びかける独自のステッカーを作成した。 
・婦人会等同様の取り組みを展開している団体との 
協力を進めるため、平成 16年 3月 17日に、各 
団体の取組状況について情報交換会を行った。 
  

      【プログラムに対する県の支援状況】   
運動展開のための独自ステッカー作成に対し、地域戦略推進費により支援

した。 
 

     ○地域通貨制度（エコマネー）の導入 
      【事業概要】 
        地域におけるボランティアの輪を広げ、高齢者の介護や育児補助など多様

な分野での助け合いを進めるための媒介手段として、地域通貨制度の導入に
ついて検討している。 

 
【主な事業実績】 

        ・「第３回ひょうご地域通貨サミットｉｎたつの」の運営に参加した。 
        ・龍野地区地域通貨「とんぼ」の実施状況を調査した。 
        ・平成 16年 5月に太子町において地域通貨制度に詳しい姫路工業大学：岡

田眞美子教授（西播磨地域ビジョン委員会副委員長）の講演会を開催し、
地域住民に地域通貨制度をアピールする。 

        ・姫路市、龍野市で地域通貨制度運営に参画しているビジョン委員が中心
となり、平成 16年度、相生市、太子町でビジョン委員と地域の団体がジ
ョイントして、地域通貨制度を実験的に立ち上げる予定である。 

      【プログラムに対する県の支援状況】   
・平成 16年度、講演会の開催を含め、地域通貨制度の立ち上げを支援する
予定である。 
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   （８）但馬県民局 

    ○映像で但馬を発信 

     【事業概要】 

        地域の映像情報の発信等の取り組みを通して、映像やまちづくりに関心の

ある人の輪を広げ、映像を核にしたまちづくりを進める。 
   

【主な事業実績】 
・地域の映像情報の発信 

NHK「ニュース KOBE発」・県民局ビデオレターへ、委員等が撮影し
た地域の映像情報を提供・放映（10月～）。 

・映像鑑賞会の開催 
豊岡市のクリスマスイベントの一環として、「映像で但馬を再発見」を

テーマに、一般公募した作品及び夢テーブル委員が撮影したビデオの鑑

賞会「たじま夢しあたぁ」を開催（12/21）。 
 

     ○山陰海岸国立公園を世界の公園にしよう 

      【事業概要】 
        山陰海岸国立公園の学術的な価値や景観の素晴らしさを広く紹介し、国際

的に認知されるための運動を進める。 
 

【主な事業実績】 
・山陰海岸現地調査の実施 

           ３回実施し約 40名が参加（7/27･8/1･8/7）。  
・映像記録の作成 
現地調査等でのデータをもとに、但馬海岸誕生の経緯を紹介する映像

記録を作成するとともに、写真パネルを作成しフォーラム等で展示。 
・フォーラムの開催 
国立公園指定 40 周年記念フォーラム「但馬海岸の謎を探る」を開催
（3/28予定）。 
・サンケイリビングでの紹介 

    映像記録や活動について掲載。 
 

     ○巨木百選マップづくり 

      【事業概要】 

但馬の豊かな自然を象徴する巨木に焦点を当て、巨木マップを作成し、巨

木を取り巻く生態系を守り育てる意識の高揚と地域振興のための活用策を検

討する。 
 

【主な事業実績】 
・巨木見学会の開催 
各市町で８回開催し、巨木の実測、写真撮影等を実施（４月～11月・
約 230名参加）。 

・巨木マップの作成 
写真パネルを作成し、ふれあいの祭典等のイベントやフォーラムで展示。 
（財）但馬ふるさとづくり協会の支援を得て「但馬の巨木百選」を

40,000部発行し、関係機関、小中学校等へ配布（３月）。 
・セミナーの開催 
巨木マップの発行を受け、「たじまの森・川・海を考える環境セミナー」

を環境課と合同で開催（3/13）。 



 - 91 -

・サンテレビでの紹介 
県政ニュース番組「週間ひょうご“夢”情報」で、活動状況、マップ

発行について放映。 
・サンケイリビングでの紹介 
巨木マップや活動について掲載。 

 
○花いっぱい運動 
【事業概要】 
自分たちの住む自然環境について学ぶとともに、花づくりに関する研修

会や活動の発表会を開催しながら、但馬らしい花の植栽・保全を進める。 
 

【主な事業実績】 

・自然観察会の開催 

山野草などの植生についての観察会を開催。 

平成 15 年 10 月 20 日(月） 美方町小代渓谷  

         ・花と緑あふれる但馬づくりフォ－ラムでの活動発表 

          平成 15 年 11 月 21 日(金）じばさん但馬 発表者：井上裕美子委員 

 

     ○まちづくり人フォーラムの実施 

【事業概要】 

         「但馬を元気に！」を目標に、但馬の「人財」から学び、「人財」を紹介

するためのまちづくり人フォーラムと、幼児・青少年の健全育成を図る

ためのまちづくり人フォーラムを開催する。 
 

【主な事業実績】 

・まちづくり人フォ－ラムの開催 

「あなたに出会ってほんとによかった！ 但馬にこんなすてきな人

が住んでいる！」をテーマに、第１期に引き続きフォーラムを開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ○男女共同参画セミナー・フォーラムの実施 

【事業概要】 

男性、女性を問わず経済的自立を促進するため、年金・税制からワーク

スタイルを考えるセミナーを開催するとともに、家事、育児、介護等家庭

内での男女の役割分担などの身近な問題を考えるフォーラムを開催する。 

【主な事業実績】 

・男女共同参画セミナーの開催 

 開催日 場所 参加者 発表者 

第４回 平成 15 年

11 月 30 日

（日） 

但馬長寿

の郷 

８３名 水田喜太郎氏（入玉目ケヤキ増殖）、

森本昌氏（竹細工指導者・夢テーブ

ル委員）、大西恵子氏（クラシックバ

レエ指導者）、高橋浩子氏（人形劇「う

んぱっぱ」） 

第５回 平成 16 年

３月 14 日

（日） 

 

日高町農

村環境改

善センタ

ー 

４３名 宮島久夫氏（臼職人）、吉岡敏幸氏

（出石城下町を活かす会）、木村尚子

氏（パソコン指導・夢テーブル委員）、

中尾靖典氏（京口区まちづくり協議

会）、田中初美氏（女性グループ「み

っくす MaMa」） 



 - 92 -

「自分の生活設計を考えてみませんか？」をテーマに、経済的自立

をめざして、社会保障制度や年金、保険、税金について学び、自分の

生活設計を考える３回の連続セミナーを但馬長寿の郷で開催し、講義

録を作成。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ○障害者・高齢者・青少年を結ぶトライアングルネットワ－クの形成 

【事業概要】 

          障害者の生活課題に取り組むことが住民の生活課題の解決につながると

とらえ、障害者細部の課題ではなく生活者としての課題について、住民の

参画と協働のもと、住民で解決できる課題については住民で対応していく

体制を構築する。 
 

【主な事業実績】 

         ・アンケ－ト調査の実施 

          生活課題を抱えやすい障害者支援施設、当事者団体を対象に、現状

把握及びネットワークづくりに向けアンケート調査を実施（11 月）。 

（対象）４４施設、５１団体 

 

     ○地域での伝統行事・民俗芸能の復活・継承への支援 

【事業概要】 

伝統行事・民俗芸能の復活・継承に関する情報発信や交流の場となる住

民レベルの情報センターの設立（但馬文教府内）を検討するとともに、伝

統行事・民俗芸能への理解を深めるフォーラムを開催する。 
 

【主な事業実績】 

         ・市町の伝統行事・民俗芸能の調査 

           各市町の伝統行事・民俗芸能の保存団体の状況等について調査(11

月) 

         ・伝統行事・民俗芸能の復活・継承をともに考えるフォ－ラムの開催 

           「伝統行事・民俗芸能の復活・継承」をテーマに、３７年振りに復

活公演された葛畑農村歌舞伎の復活までの取り組みを中心に、伝統行

事等の保存・継承について考えるフォーラムを開催。 

           平成 15 年 12 月６日（土）・但馬文教府  参加者 ７２名 

           基調講演 片岡正光氏（兵庫県教育委員会事務局文化財室指導主事） 

事例発表 西村 武氏（関宮町葛畑区長） 

                水野雅広氏（関宮町葛畑区文化部長） 

                渡邊啓介氏（宇都野神社麒麟獅子舞保存会会長・夢テーブル委員） 

 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 久下隆史氏（但馬文教府長） 

           助言   村上裕道氏（兵庫県教育委員会事務局文化財室文化財係

長） 

 

 開催日 参加者数 講師 

第１回 平成 15年 10月 11日（土） ３１名 社 会 保険 労務士

桑原里美氏 

第２回 平成 15年 11月 15日（土） ３０名 社 会 保険 労務士

藤原寛子氏 

第３回 平成 15 年 12 月６日（土） ２７名 社 会 保険 労務士

藤原寛子氏 
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     ○ゴミゼロ但馬の実現に向けた行動の展開 

【事業概要】 

持続可能な循環型社会の構築をめざし、但馬地域内でのレジ袋の持参率

７０％を目標に、レジ袋の有料化に向けた活動を展開する。 
 

【主な事業実績】 

・但馬地区５Ｒ推進会議での活動発表 

           平成 15 年９月２日（火） 但東町役場  発表者：太田則之委員 

         ・マイバッグキャンペ－ン活動への参加 

           但馬消費者団体連絡協議会と協力し、但馬全域で統一マイバッグ持

参街頭活動に参加（10 月）。 

         ・但馬マイバッグ持参運動推進会議の開催 

          マイバッグ持参のキャンペーンチラシ・ポスターの作成・配布につ

いて、但馬地域の流通業者へ協賛依頼。協賛業者 １２社  

 

     ○環境学習団体のネットワークの形成と学習プログラムの検討 

【事業概要】 

安全・安心な食の確保に向け、生産者と消費者との橋渡しとなる活動を

検討するとともに、環境ネットワークへの支援を検討する。 
 

【主な事業実績】 

・安全・安心の食の確保についての学習会の開催 

           食と農のフォーラムに参加するとともに、環境創造型農業に関する

各種認定制度等について豊岡農業改良普及ｾﾝﾀｰから説明後、生産現場

を視察。 

           平成 16 年１月 18 日（日） じばさん但馬等  

           生産現場訪問： 豊岡市 小西正義氏ビニールハウス 

・有機農業実践者を囲む会の開催 

           各農業改良普及センター管内から有機農業の実践者４名を招き、取

組状況や課題等について意見交換。 

 平成 16 年３月６日（土） 八鹿町民会館 参加者：１６名 

 
    ◇各プログラムに対する県の支援状況 

①県民局の支援体制 

ビジョン委員会との協働の観点から、各活動グループが取り組む県民行動

プログラムに関係のある参事が、グループ会議や夢会議において適宜情報提

供を行うほか、実践活動や活動助成の調整等により、地域ビジョン委員会と

緊密に連携をとりながら、県民行動プログラムへの協力、支援を行っている。 
②活動助成 

ビジョン委員会及び県民行動プログラムの枠組みの強化を図る観点から、

地域戦略推進費を活用した一定の活動経費の助成を行うことにより、ビジョ

ン委員の実践活動に対するインセンティブを高めている。 
③広報 

「県民だよりひょうご(地域版)」の地域ビジョン委員コーナーの掲載、但馬
地域ビジョン・但馬夢テ－ブル委員会コミュニケ－ション誌「たじま夢つう

しん」等によりビジョン委員会の取り組みを広く普及啓発している。 
④場所の提供（会議室等の供与） 

各グループが会議・打合せを開催するにあたり、グループの要望に応じて

県民局庁舎等の会議室の便宜供与に努めている。 
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丹波地域情報誌「きのわ」 

  （９）丹波県民局 

    ○情報を発信しようプロジェクト 

     【事業概要】 

        丹波地域ビジョン委員会が取り組む１２の

プロジェクトや、地域の団体が繰り広げる多

彩な活動の状況を発信することにより情報を

地域で共有し、ビジョン活動や仲間の輪を広

げる。 
   

【主な事業実績】 
「きのわ」記事内容の検討等 11回開催 
地域ビジョン委員会の提案から生まれた 

NPO 法人「たんばぐみ」の情報誌「きのわ」５号（６月）、６号（１０月）、
７号（１２月）、８号（２月）を活用して情報発信（各５０００部発行） 

 
 

    ○情報公開を考えようプロジェクト 

     【事業概要】 

        「緑条例」をケーススタディーに、住民自らが自分たちの住む地区の詳細

なまちづくりルールを決めるため、条例の概要や住民主体のまちづくりの方

法を学び、住民の側からこの取り組みを広げることにより、「丹波のことは自

分たちで決める仕組み」づくりを実現する。 
 

【主な事業実績】 
緑条例勉強会、フォーラムの打ち合せ等 10回開催 
緑条例フォーラム（ﾐﾆﾄﾞﾘｶﾑたんば）「美しい集落ビジョ

ン～緑条例と自分たちの里づくり計画～」 
１６年１月２５日 於かいばら生涯学習の森 
参加者約１２０人 

フォーラムには、各市町職員、自治会役員、本庁まち

づくり担当など幅広い参加のもと、市町も含めた行政と

県民がまちづくりについて意見交換を行った。 
 

 
○都会に近い田舎を調査しようプロジェクト 

【事業概要】 
ゲンジボタル・ヒメボタルや水棲動物等の調査を通して丹波の住民が丹波の

自然をよく知ることを目指し、ヒメボタルサミットや加古川流域フォーラムな

どの交流イベントを実施しながら、丹波の魅力を発見し、さらには地域内外の

人と交流を深め、ネットワークを広げる。 
 

緑条例ﾌｫｰﾗﾑﾁﾗｼ 
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【主な事業実績】 
調査内容の検討、現地調査等１１回開催 
実施日 活 動 内 容 

７月５日 ヒメボタルサミット（山南町）で調査

結果発表と各地の調査団体と交流 

７月 21日 人と自然の博物館、丹波農村ビオトー

プ連絡会等と加古川魚類調査 

10 月４日 人と自然の博物館、丹波農村ビオトー

プ連絡会で加古川魚類調査 

11月30日 和田地区公民館等と共催で、ふれあい

ハイキングを開催 

 
    ○都会に近い田舎を活用しようプロジェクト 

【事業概要】 
名木めぐりルートマップや丹波の農産物、里山など都会に近い田舎にある

優れた資源を活用する方策を、阪神南地域ビジョン委員など丹波地域外の人

たちと共に考え、特産物販売や交流拠点づくり、文化交流イベントなどを通

じて、販売ルートや人のつながりをつくり、地域の活性化に結びつける。 
 

【主な事業実績】 
具体的交流方法の検討、交流相手との意見交換等１５回開催 
実施日 活 動 内 容 

10月18日 アミング潮江フェスタ（尼崎市）に参

加し黒大豆枝豆など特産物販売 

12月14日 さわやかﾌｫｰﾗﾑ in 丹波に神楽の郷（青

垣町）、阪神南ビジョン委員が参加 

12月28日 丹波、阪神南ビジョン委員合同で「神

楽の郷」を訪問し意見交換 

３月 20日 丹波、阪神南ビジョン委員合同で近松

生誕３５０年記念交流事業 作魅
さ み

っ

人
と

・作味
さ み

っ都
と

に参加・交流 

 

子供たちも参加した加

古川魚類調査 

アミング潮江フェスタ（尼

崎市）で特産物販売 
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    ○男女共同参画を実現しよう 

【事業概要】 
 第１期で実施した住民意識調査結果を生かしたワークショップやフォーラ

ムを実施するとともに、他の男女共同参画推進団体のフォーラム等にも積極的

に参加し、ネットワークを広げながら、丹波に根ざした男女共同参画社会づく

りをめざす。 
 

【主な事業実績】 
ワークショップの内容検討など 17 回開催 

実施日 活 動 内 容 

６月 14日 男女共同参画ワークショップを開催

(丹波の森公苑) 
９月 14日 男女共同参画ワークショップを開催

（ライフピアいちじま） 

10月25日 「手をつなごう！男女共同参画社会

を目指して」に参加（篠山市西紀支所）

11月23日 たんば男女共同参画推進フォーラム

に実行委員として参加（やまなみﾎｰﾙ）

 

○青少年健全育成を考えようプロジェクト 

【事業概要】 
 丹波地域の青少年を取り巻く現状と課題を把握し、若者たちと意見交換しな

がら、地域で育む取り組みを考える。 
 
【主な事業実績】 
丹波青少年本部長、丹波教育事務所長を招いて青少年問題について勉強会を

実施ほか 10回開催 
 

○高齢者を支えあう仕組みをつくろうプロジェクト 

【事業概要】 
丹波地域の集落毎の高齢化率や高齢化進行地区を調査し、現状と問題点を把

握し、アンケート等を通じて地域の実情にあった高齢者を支え合う仕組みを考

える。 
 

【主な事業実績】 
高齢化地域意識調査内容の検討ほか 11 回開催 

 

○丹波の森なんでも百貨店をオープンしよう 

【事業概要】 
第１期での朝市調査の結果を生かして、朝市や直販所のネットワークづくり

めざし、直売所のＰＲ等の運営マニュアル作りなどを通じて、併せて丹波ブラ

ンドを朝市や直売所に広げる。 
 

【主な事業実績】 
篠山農業改良普及センター職員を迎え直売所等成功実例勉強会など 10回開
催 

男女共同参画ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
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○丹波の食文化を発掘しよう 

【事業概要】 

丹波の山、野原、田畑など身近にある食材、薬草など、

古来から利用してきたものを調査し、丹波の食文化を発 
掘し、その活用を通じて地域の活性化を目指す。 
 

【主な事業実績】 
つたの会加工部作業所の見学、食の復活サミットへの
出品、参加内容の検討など 12回開催。 

 

○丹波をつなごうプロジェクト 

【事業概要】 
 丹波木綿、丹波古道などの丹波に眠っている様々な資源を掘り起こし、丹波

の昔話なども活用しながら、相互につなぎ合わせて地域活性化の方策を検討す

る。 

 
【主な事業実績】 
丹波木綿伝承者、篠山市役所との話し合い等１8回
開催 
・１６年２月１４日 於篠山市民センター 
食の復活サミット in丹波（ミニドリカムたんば） 
に参加し丹波木綿を広く紹介（参加者約１００人） 

 
○地域内・男女のバリアをなくそうプロジェクト 

【事業概要】 
地域（集落）内の男女間や若者高齢者間のバ

リアに視点を置いて、集落規約や組織役員の男

女比等現状を調査し、バリアをなくすようなモ

デル規約の作成やモデル集落による規約の検討

を通じて地域内でのバリア解消を目指す。 
 

【主な事業実績】 
自治会規約の調査・検討、バリアのない地域フォ

ーラムの内容検討など 13回開催 
 

 

○障害者・高齢者・外国人のバリアをなくそうプロジェクト 

【事業概要】 
  障害者にも調査や議論に加わってもら

いながら、公共施設や集客施設等のバリ

アフリー度を実地調査し、その結果をも

とにフォーラム等を通じて、問題点を提

起するとともに各設置者等への提言をま

とめる。また、在日外国人とのバリアに

ついても、ＮＰＯ法人等とも連携しなが

ら、検討していく。 

丹波木綿の着物 

柿酢で作ったゼリー 

バリアのない地域ﾌｫｰﾗﾑ 

道路現場見学会 
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【主な事業実績】 
  ・実地調査、道路現場見学会参加等１６回開催 

実施日 内     容 

９月２４日～

１０月２０日 

バリアフリー状況実地調査（車いす利用者、聴覚障

害者も参加：３回） 

１１月２７日 県土整備部主催の道路現場見学会と意見交換会に

参加し改善点を提案 

２月１５日 バリアのない地域フォーラム 
・篠山市民センター 
・～多様な人が気持ちよく住める明日のために～ 
ひととまちのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 

・参加者約７０人 

 
◇各プログラムに対する県の支援状況 
①県民局の支援体制 

・県民行動プログラムの推進に係る支援を行なうため、丹波地域ビジョン

本部を設置し、各プロジェクトの活動内容のうち業務に関係のあるもの

については、担当の参事、課長等が会議等に参加して助言を行なうなど、

連携を取りながら支援。 

 

②地域戦略推進費の活用 

・各プロジェクト活動に対して一定の活動経費（講師謝金・旅費、会場使

用料、消耗品等）を助成 

・地域情報誌「きのわ」の誌面購入についても地域戦略推進費を活用 

 

③広報 

・県民だよりひょうご（丹波版）に毎月「地域ビジョンニュースコーナー」

を確保し、活動内容を県民に紹介 

・県民局ホームページでプロジェクト活動内容をビジョン委員会活動ニュ

ースとして発信 
・同じものを県庁WAN掲示板に掲示し、管内各市町にもメールで送信 
・実践報告書を作成し、各団体等に配布 
 

④場所の提供 

・各プロジェクトグループの会議･打ち合わせのために庁舎内の会議室を開

放 



 - 99 -

  （１０）淡路県民局 

    ○地域でつくる自然ふれあい手づくり公園 

     【事業概要】 
   「人をはぐくむ島づくり」をめざして、身近にある自然の中で自由に遊べる

空間をつくり、自然体験・自然観察により身近な自然の大切さを学び、淡路の

自然に誇りを持つとともに、自然の中での集団遊びから生まれる「子ども社会」

を甦らせ、子どもたちの知恵、体力、社会性、自主性を育む。 
 

【主な事業実績】 
14年度に引き続き、五色町の「白巣お城の森」をモデルフィールドとして実

践践活動を展開。 
項目 開催月 参加者 活動内容 

親子で自然体験 
「白巣お城の森
で遊ぼう２」 

11月 103人 白巣城の歴史学習、竹細工、パンケーキ
づくりなど 

「白巣お城の森
を語ろうフォー
ラム」 

12月 30人 自然ふれあい手づくり公園が地域の住
民を中心に運営されることをめざし、白
巣お城の森の活用策について意見交換 

「白巣お城の森
で遊ぼう３」～プ
レーパークの達
人に学ぼう～ 

3月 
 

46人 
 

手づくり公園を島内全域に広げるため
のプレーリーダー養成として開催 
 

  
 
     
 
    
 
    ○安全・安心な農水産の生産とブランド化推進 

     【事業概要】 
      「魅力ある産業を興す島づくり」をめざして、安全・安心な農水産物の生産

体制を整備し、安全・安心をアピールするとともに、淡路ブランドを確立し、

流通業者や消費者の理解を深め、生産量の安定を図る。 
 

【主な事業実績】 
項目 開催月 参加者 活動内容 

安全でおいしい淡路

ビーフの産地探訪！

トレーサビリティツ

アー inあわじ 

11月 85名 
・淡路地域 

42人 
･阪神地域 
 43人 

食肉センター・家畜市場の見学、和牛繁

殖農家･肥育農家との交流等の体験を通

じ、消費者が淡路ビーフの安全性につい

て学ぶ。 
70人 

 
農村と都市との交流 
 都市の消費者･学生の稲刈り体験など 

有機農業を取り入れ

た農村と都市の交流

と講演会 

10月、
1月 

115人 有機農業フォーラム 
 有識者による食の安全･安心に関する

講演会 
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    ○あわじ菜の花エコプロジェクト 

     【事業概要】 
淡路花博の開催により形成された「花と緑の島」としてのイメージのもと、

休耕田や棚田等に菜の花を栽培し、観光資源として活用したうえで、菜の花か

ら菜種油を精製して特産物とするとともに、廃食用油を回収してバイオ・ディ

ーゼル燃料(ＢＤＦ)等に再生利用することにより、公共水域の保全、大気汚染防
止、地球温暖化防止に取り組み、｢資源循環型淡路島づくり｣の実現をめざしま

す。 
 

【主な事業実績】 
・ 菜の花の種子の配布を受け、花づくりグループ等に 
より 島内各地において栽培 
・ 五色町、東浦町において廃食用油を回収し、BDFと 
して精製 
（東浦町）平成 15年 6月から全町における家庭か 
らの回収を実施。BDFは、月に 4～5回程度生産し、 
公用車に使用している。 
（五色町）平成 15年 12月から都志地区において家 
庭からの回収を開始。 BDFは、月に 1～2回程度 
生産し、公用車に使用している。 

・ 「あわじ菜の花フォーラム」の開催（平成 16 年 3 月 28 日） 
満開の菜の花の中、パネルディスカッションのほか、地元でとれた菜種油で

揚げた天ぷら試食等のイベントを通じてプロジェクトを紹介した。 
参加者 8,000人。 

 
○淡路島フェスティバル～エンデ・ワールド～ 

     【事業概要】 
   県民行動プログラムの総合的推進と、淡路の持てる力を顕在化し甦えらせるこ

とを目的に環境立島「公園島淡路」の推進をテーマに様々な催しを行う。 
 

【主な事業実績】 
項目 開催月 参加者 内容 

淡路島の自然を満喫 ～

エンデ・ワールド２００３

～ 

6月 172 人

(島内外
から) 

ヤヤモモ狩り等により淡路島の豊

かな自然を体感するとともに、淡路

の熱い思いを語り合うことにより、

淡路の魅力を島内外に発信した 
若者版～エンデ・ワールド

２００３ in南淡～ 
12月 1,000

人 
若者に淡路島の良さをアピールす

るとともに、淡路島の隠れた魅力を

発見しようと開催。 
～エンデ・ワールド２００

４～21 世紀「淡路学セミ
ナー」 

 

2月､3
月に 3
日間 6
講座 
 

110人 
 

地球温暖化等の環境問題について

淡路島の現状を学習するとともに、

自然エネルギーやバイオマスの活

用等による新たな産業起しの可能

性等を議論し、人と自然の豊かな調

和をめざす環境立島｢公園島淡路｣

の推進を図った。 
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○まちぐるみ やさしいまちを知ろう調べようプラン 
【事業概要】 

島内の各市町や社会福祉法人等が運営・実施している福祉・医療施設や保健・

福祉制度について、障害者や高齢者等の立場になって実体験等をすることによ

り、その問題点を提言し、見直しを求めていく。 
 

【主な事業実績】 
分科会において当事業を平成１５年度の重点事業として位置付けて取り組む

ことと決定し、対象施設・調査項目について絞り込みを行った。 
       平成１６年度以降は調査票の作成、「ソフト面」に対する調査についての検討、

調査の実施、マップ等の作成へと展開する方向である。 
 
         ○お気軽送迎 この指とまれ事業 

【事業概要】 
           車を持っていない高齢者や障害者などが、気軽に地域のつどいやイベントに

参加でき、いきいきと暮らせるような送迎サービスについて、市町、社会福祉

協議会、ボランティアなど、関係機関に働きかけ、協力を得ながら体制をつく

る。 
 

【主な事業実績】 
・ 洲本市の「うんぱんまん」や三原町の「福祉タクシー」などを把握する

とともに課題を抽出した。 
・ 先進的に取り組んでいる埼玉県八潮市のボランティアグループ「結の会」

の代表を招き、フォーラムを開催し、島内への導入の具体的方策を探った。 
・ 淡路民生児童委員協議会会長連絡会で事業を説明し協力を求めた。これ

らの結果、当事業の道路運送法上の問題等限界が明確になったので、一区

切りつけることとし、今後はボランティアとしてできる範囲の協力をよび

かけていくこととなった。 
         なお、この事業の検討経過や成果をふまえ、当分科会の委員が外出サー

ビスも含めたＮＰＯ組織「まあるく」を立ち上げた。  

 

○まちぐるみスポーツ・文化活動参加運動 

【事業概要】 
高齢者一人ひとりが、生きがいを持てるスポーツや文化活動に参加する機会

を増やすことにより、高齢者の健康維持への自覚を促す。 
同様に障害者の社会参加の機会を増やすことにより、社会復帰を促進する。 

 

【主な事業実績】 
当事業を平成１５年度の分科会基本事業と位置付け、各委員が所属する老人

会や各団体において、スポーツや文化活動への参加について呼びかけていくこ
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ととした。 

       また、必要に応じて、その結果について、委員から発表会を行うことも考え

ている。 

 

○みんなで健康生活 

【事業概要】 
食生活の乱れや生活習慣病の増加を踏まえ、ビジョン委員、いずみ会、ＪＡ

女性会、生活研究グループ、漁協婦人部などが中心となり、健康ひょうご２１

大作戦（県民運動）とリンクしながら、地域において、団体が取り組む行動指

標を明確にして健康づくりに努めるとともに、健康づくりの実践活動を広めて

いく。 
 

【主な事業実績】 
 いずみ会、生活研究グループのメンバーとともに「食生活を考える学習会」

を開催するなど、健康づくり、特に食に重点をおいた取り組みの重要性を認識

している。 

 このため、健康ひょうご２１県民運動の行動指標を決めて、地域ビジョン委

員等が所属団体で普及実践に取り組み、わからない点があればいずみ会などの

協力を得るなどの方向で検討していく。 

 

○花づくり・まちづくりの交流 

     【事業概要】 
・花づくりグループと協議して花や緑の遊び方、技術の講習会、情報の提供を

行う。 

･三世代交流を図りながら花づくりグループ間の連携を強化する。 

・花づくりを家庭からまちへ広げ、淡路島全体を花壇に見立てた花壇づくりを

行う。 
 

【主な事業実績】 
・こころ豊かな美しい淡路推進会議、ＮＰＯあわじ緑花協会等による講習会の

開催 

・あわじ花と緑のコンクールの開催 

・オープンガーデンの開催（６月、１１月） 

・「春は菜の花、秋はコスモス」という統一テーマによる緑花の推進の一環とし

て、淡路島女子駅伝のコース沿道にコスモス植栽を実施 

・「あわじ菜の花フォーラム」（平成１６年３月）に向けた花づくりグループに

よる菜の花栽培（１０月） 

・「あわじ緑花推進交流会」の開催（３月） 

 

○どんぐり植樹大作戦 

     【事業概要】 
・郷土種のどんぐりを小中学校や町内会などが中心となって各地域で育て、土

取り事業者や土地所有者と共同で植栽する。 

・育苗や植栽の際の肥料は、生ゴミからつくった有機肥料を利用する 
 

【主な事業実績】 
島内１７小学校で取り組みを進めている。 
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○子どもたちへの環境教育の充実 

     【事業概要】 
・ 小中学校の「総合的な学習の時間」に環境教育を取り入れ、教員のほかに

地球温暖化防止活動推進員や環境カウンセラーが指導にあたる。 

・ 学習教材として子供向け環境マネージメントプログラム「Kids' ISO14000」

を採用し、環境に関する日常生活のマネージメントを教育する。 
 

【主な事業実績】 
・ 淡路地域こども環境会議や各学校の「総合的な学習の時間」、環境体験学習

等において、環境カウンセラー、地球温暖化防止活動推進員と協力すること

により、次代を担う子どもたちに環境の重要性を中心に普及啓発を進めてい

る。 

・ 小学生を対象として募集した「エコレンジャー」活動（第１回）の中で水

環境保全の重要性について体験学習会を開催した。（８月） 

・ 「さわやか県民局」として大野小学校でゴミ問題について講習会を開催し

た。（１０月） 

・ 淡路ふれあいの祭典において環境紙芝居の実演を行い、地球温暖化防止対

策の重要性を子供達に伝えた。（１１月） 

・ 第２回「エコレンジャー」活動により、森をテーマにした水環境保全の体

験学習を開催した。（１月） 

 

○淡路島「地域学習」の推進 

     【事業概要】 
淡路の歴史・文化・地場産業などを学び、愛郷心を育み、地域のリーダーと

なる人材を育成する。 
 

【主な事業実績】 
・当面は、“地域でつくる自然ふれあい手づくり公園”の展開のなかでの実現を

めざすこととした。 

・当県民行動プログラムを推進するためのツールとして、淡路島デザイン会議

と（財）淡路２１世紀協会により「淡路学読本」が発行されたため、これを活

用して「淡路島「地域学習」の推進」を図る。 

 

○地域交流センター（仮称）の設置・運営 

     【事業概要】 
若い親子と高齢者など地域住民との交流の場となる地域交流センター（仮称）

をつくり、事業の実施や情報提供を行う。 
 

【主な事業実績】 
・当面は、“地域でつくる自然ふれあい手づくり公園”の展開のなかでの実現を

めざすこととした。 

・県事業で「まちの子育てひろば」が展開されており、本事業との連携した取

り組みを検討する。 

・一部委員により同趣旨の「子育て情報センター」の開設を準備中 

 

○淡路島の多彩な魅力の情報発信による地域産業の活性化 

     【事業概要】 
淡路島の住民（事業者）一人一人が常に情報発信の認識を持ち、本物と認め

るものや地域自慢できる「淡路ブランド」をあぶり出し、効果的な媒体を活用
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して住民の視線に立った情報を発信し、住民の充分な認知を得て、住民による

地域の活性化行動を誘導する。 

 

【主な事業実績】 
１ 昨年度は淡路島観光連盟などと連携してそれぞれのホームページを活用し

て淡路の情報発信を行ったところであり、今年度は島民自身に「淡路ブランド」

の特産品を充分認識してもらい、さらに、島民一人ひとりが常に情報の発信者

であると意識して、住民の視点に立った情報発信による地域活性化行動を誘導

するための媒体を作成することとした。 

２ 本物と認めるものや地域自慢できる「淡路ブランド」を効果的な媒体を活

用して情報発信することを目的とする団体である、「淡路がいちばん」制作実

行委員会に積極的に参画して、冊子「淡路自慢コレクション淡路がいちばん」

を作成することとし、資料収集、調査分析の上、原稿として取りまとめた。 

３ 今年度は予算上原稿作成までとし、次年度以降予算獲得状況により、必要

部数を印刷の上、関係団体の会合、研修会等で活用願うとともに、島内全所帯

に配布して情報発信の媒体として活用願い、消費拡大、地域活性化活動につな

げていく。 

 

○定年帰農者の就農支援 

     【事業概要】 
① 市町、JA、地域が一丸となって帰農者等に遊休農地を斡旋するシステム、

受け入れ態勢を整備する。 

② 農村と都市住民との交流、棚田オーナー制度を実施・支援する。 

③ 地域で女性や高齢者等のグループをつくり、技術・経営の指導を行う。 
 

【主な事業実績】 
① 新規就農実践事業により、３町で７名の就農実績がある。 

② 制度資金を利用し、新規就農者が農地取得を行った。 

③ 農業経営者連絡協議会が会員、認定農業者等へアンケート調査の実施、研

修会の開催、先進地調査を行い地域農業のあり方について研究した。この結果

を冊子「担い手育成への提言 淡路農業の未来を託す担い手育成プロジェク

ト」としてとりまとめた。 

また、この内容は行政関係機関等に施策提言された。 

④ 都市が農村に参画できる一つの手法として、「ふるさとむら会員」制度がある。 

一宮町東桃川集落、五色町三野畑集落で積極的な活動がされている。 

 

○資源循環型農業の推進 

     【事業概要】 
① 堆肥化施設の整備を促進し、良質堆肥生産・流通の推進、悪臭の除去を図

る。 

② 生産部会並びに生産者が一丸となり、有機栽培を推進する。 

③ ＪＡを中心に販売体制を強化し、安全・安心な淡路ブランドの有利販売を図る。 

④ 里山や遊休農地への放牧等により環境に配慮した畜産経営を推進する。 

 

【主な事業実績】 
① 野菜残さ処理システムの構築については、三原郡農業振興協議会で検討中

であり、「バイオマス利活用フロンティア推進事業」を活用することで検討を
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行った。 

② 畜産農家の堆肥化施設については、さわやか畜産確立対策事業等で順次計

画的に整備を行う。 

③ 「ひょうご安心ブランド農産物」の生産を品目数増加を含め推進している。 

④ ビジョン委員が所属する五色町合鴨研究会主催の有機農業フォーラムへ支

援を行い、農村と都市との交流事業を行った。（参加者数約１２０名） 

 

○海洋ごみの処理システムの確立と回収作業の実施 

     【事業概要】 
① 県民局が中心となり、回収袋の配布、分別のルール化、回収活動助成金の設定、

ごみ集積場所の指定等、海洋ごみの処理システムをつくる。 

② 漁協等が各浜の回収の取り組み体制を決定し実施するとともに、管理を行

う。 
 

【主な事業実績】 
① 海洋ごみの処理システムを作ることが先決であるが、漁協等と沿海市町と

の協議の場を設定するように努める。 

② 県民局、（社）瀬戸内海環境保全協会が行っている海洋漂着ごみの実態調

査にビジョン委員、担当者がボランティア参加し、調査協力を行うことで現状

の把握に努めた。この課題は、県民推進プログラムとの一体的な検討が必要で

あり、時に回収後の処理に対する沿海市町の理解と支援が必要である。 

 

○既存道路を活かした安全で安心な自転車歩行者道のルート推進隊 

     【事業概要】 
観光拠点や学校と地域を結ぶルート等の現地を調査し提案する。 

歩行者、自転車の安全性と快適性の向上をめざす。 
 

【主な事業実績】 
「道グループ」を中心に平成１４年７月～９月に現地調査（４ルート）を自転

車で実施。第１回は、洲本実業高等学校東浦校の生徒の参加を得て実施。日常

的に自転車を利用している人の視点で道路を観察でき、自動車ではわからない

危険個所や歩道が切れているのに横断歩道がない個所も見受けられた。さまざ

まな課題及び素晴らしい景観などを把握、貴重な資料が集まった。淡路島フェ

スティバルでは、調査結果をパネル展示した。 

県民局での調査などとあわせて、とりまとめ「あわじ自然歴史回廊」のルート

案、整備計画案を作成した。 

分科会委員による自転車での現地調査を２回（平成 15 年 10 月 18 日に都志～

西淡・10 月 25 日に洲本～生石公園）行い、自転車利用者の視点で現地調査を行

った。 

歩道の段差、通行の支障となる植栽、歩行者・自転車通行の危険性、自転車待

避所設置案等、様々な提言を行った。 

 

○わかりやすく、美しい案内標識をめざす調査隊 

     【事業概要】 
・わかりやすく、美しい案内標識・看板に向けた調査と提案を行う。 

・案内看板等の改善により、淡路島の来島者に良い印象を与える。 
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【主な事業実績】 
「既存道路を活かした安全で安心な自転車歩行者道のルート推進隊」の活動

を優先的に取り組んできた。 

分科会委員による自転車での現地調査を２回（平成 15 年 10 月 18 日に都志～

西淡・10 月 25 日に洲本～生石公園）行い、自転車利用者の視点で自転車歩行者

道の現地調査を行った。 

公共施設関係の看板は適切である、“南淡路水仙ラインの看板”のような看板が

良いがまだ少ない、など様々な提言を行った。 

 

○あわじのマップづくり 

     【事業概要】 
淡路の花、ひと、道、風景（風土）をマップにまとめる。 

マップづくりが、淡路をあらためてよく知ることにつながり、多方面に役立つ

情報源ともなる。 
 
【主な事業実績】 
「社会基盤分科会」では、公共性の高いものを取り扱うのではなく、個人レベ

ルのものを扱ってはどうか」という専門員のアドバイスもあり、「花グループ」

を中心に、マップのテーマである「はな」「ひと」「みち」「風景（風土）」など

のうち「はな」の花木に絞って調査活動を行った。淡路島の地域性、個性など

を見いだせる花木の情報をホームページ、マップ、冊子などで発信することめ

ざしている。そのための情報収集活動、会合を行っている。淡路島フェスティ

バルでは、収集資料の一部をパネル展示した。   

しかし、花を活かして地域の活性化につなげるという本来のビジョンの趣旨か

ら少し外れてきたきらいもあり、今回のマップづくりの役割、機能を明確にし

ておく必要を感じるという意見もでている。 

自転車による現地調査（平成 15 年 10 月 18 日に都志～西淡・10 月 25 日に洲

本～生石公園）、また、淡路島の公園の現状調査（平成 15 年 11 月 29 日に佐野運

動公園・園芸学校・ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｧｰﾑちひろ・緑の道しるべ（淡路西岸））を行った。 

 

◇各プログラムに対する県の支援状況 

      ①県民局の支援体制 
        淡路地域ビジョン委員会では、地域ビジョンを進めるため、６つの分科会

を設置し、実践活動を展開している。 
これらの分科会においては、県民局の関係各課が事務局としてビジョン委

員に情報提供を行うほか、実践活動や活動助成の調整等によりビジョン委員

会と連携を図りながら、協力・支援を行っている。 
      ②活動助成 
        県民行動プログラムの実践活動の展開を図るため、地域戦略推進費等を活

用した活動経費の助成を行っている。（講師謝金、会場使用料、印刷費等） 
      ③広報 
        地域ビジョン広報誌「あわじ環境立島ニュース」や「県民だよりひょうご

（地域版）」など各種広報誌を活用し、ビジョン委員会の取り組みを普及・啓

発している。 
      ④場所の提供 
        各分科会の会議・打ち合わせの開催にあたり、県民局庁舎内の会議室を提

供するなどの便宜を図っている。 
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（３）県行政への参画と協働を推進する施策 

 ①県民と情報を共有する 

 

○美しい兵庫指標の運用（県民政策部） 

 事業概要  

  県民主役・地域主導で策定した「21 世紀兵庫長期ビジョン」の実現に向け、「創造的市民社

会」「環境優先社会」「しごと活性社会」「多彩な交流社会」の４つの社会像の達成と、県とし

て取り組んだ政策の成果について、平成 14 年度に構築した「美しい兵庫指標」を活用して、

評価・検証を行います。 

  「美しい兵庫指標」は、「社会像評価（長期ビジョン指標）」「政策評価（指標）」とそれらの

共通のデータベースである「指標の森」から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会像評価】 

長期ビジョンが示す社会像 

の達成度について考える 

「21世紀兵庫長期ビジョン」 「全県ビジョン推進方策」 

美しい兵庫指標

【政策評価】 

県の政策についての評価 

を考える 

具体化（プログラム化）

【指標の森】
 

（指標データベース）

図 美しい兵庫指標の体系

客観指標、主観指標 

「21 世紀兵庫長期ビジョン」とは  

兵庫県は、県民主役・地域主導のもと、21 世紀の兵庫県づくりの基本方向とし

て「21 世紀兵庫長期ビジョン―美しい兵庫 21―」を取りまとめました。（平成 13

年２月） 

地域ごとに取りまとめられた「地域ビジョン」と、めざすべき４つの将来像と

その実現方向を全県的な視野で明らかにした「全県ビジョン」からなります。 

 

めざすべき４つの将来像とは  

①一人ひとりが主体的に行動し、個人の能力や可能性が最大限に発揮できる、

そして健康で安心して暮らせる「創造的市民社会」 

②人と自然が調和し、循環に即した生活・経済活動が確立し、循環を促すしく

みが整った「環境優先社会」 

③創造的な働き方と新しいしごとへのチャレンジでき、多様なしごとが地域の

活力を育てる「しごと活性社会」 

④暮らしにふれあい、やすらぎがあり、個性輝く都市・まちから交流がひろが

るとともに、交流を育む基盤、しくみが整った「多彩な交流社会」 
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 参画と協働の方法  

「美しい兵庫指標」は、県民の参画と協働のもと「成長し続ける指標」として内容の更新・充実

を図っています。 

    《～平成 14 年度：美しい兵庫指標の作成段階》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

《平成 15 年度：美しい兵庫指標の本格的運用段階》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ビジョンづくりに参加いただいた県民(約 1,600 名)への意識調査〔アンケート〕や県

民参加による小グループでの意見交換(約 40 名)〔ワークショップ〕をもとに作成した指

標素案をもとに、インターネットを活用した意見募集（延 3、600 件）〔意見・提案〕や

評価手法に関する有識者ヒアリング〔アドバイザー〕、ビジョンのフォローアップを行う

委員会〔審議会・委員会〕での議論などを重ねた指標を作成。 

また、幅広い世代の意識を反映し共感をもって受け止められるよう、小学生を対象に

した子どもアンケート〔アンケート〕（約 1,100 名）などを実施。 

 平成 13 年度作成した指標をもとに１年間の試行を行いながら、よりわかりやすく成
果指向の指標にするため、インターネット・ホームページの改良を図りながら発信〔広

報〕。 

また、指標項目については、県民意識調査〔アンケート〕などにより更新〔情報開示〕

を行ったほか、県内各地域に設置する地域ビジョン委員への調査結果〔アンケート〕を

用いながら、新たに目指すべき目標を設定。 

これらの経過は、ビジョンのフォローアップのために設置した委員会〔審議会・委員

会〕でも議論をいただき、指標の改善に活用。 

〔情報開示〕〔広報〕 
県は、ビジョンの進捗状況をわかりやすく県民に示すため、ビジョン

がめざす４つの社会像のもとに、40 のテーマ・120 のストーリーで生活

場面を表し、そこにデータを結びつけ、わかりやすい情報提供を実施。 

〔アンケート〕 
県は、県民の地域づくりへの参画の意向や環境保全意識などを把握

し、県民の意識がどの方向に向かっているかを知るため、「県民意識調

査」や「子どもアンケート」を実施し、データを更新。 

〔委員会〕 
長期ビジョン推進委員会において、「美しい兵庫指標」を活用し、

ビジョンの達成状況を評価すると共に、「成長し続ける指標」として、

内容の充実を図るための提案を聴取。 

〔意見・提言〕 
県民が指標を身近に感じることができるように、様々な日常生活の

場面を生活感あふれる物語で描き、その内容に即した指標で評価。 

評価に活用する物語は、「Ｍｙストーリー」として、県民から募集。 

指標による情報の発信 

指標項目の内容更新

指標による評価・フォローアップ 

指標の作成（平成 13 年度） 

試行的運用（平成 14 年度） 
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 参画と協働の実施状況  

◇「Ｍｙストーリー」の募集 

  「美しい兵庫指標」は、県民生活の様々な場面に即したストーリーを描き、それに関連する

複数の指標を示して、その推移や平均値、目標値の達成割合などにより、ビジョンの推進状

況を考えようとするものです。このストーリーについて、「Ｍｙストーリー」としてホーム

ページやパンフレット等を通じて一般に募集しました。 

   応募数：67 作品 
 

  《Ｍｙストーリー応募作品の概要》  

社会像 作品数 タイトル例 

創造的市民社会 ２６ ・もっとスポーツができる環境を（阪神南、20 代・男性、大学生）

・働きながら子育て（県外、30 代・女性、専門職） 

・子どもたちが地域づくりに参加できる社会にしよう 

（県外、20 代女性、大学生）   等々 

環境優先社会 １１ ・分別・リサイクルのしくみづくりを 

（西播磨、10 代・男性、大学生） 

・昔のままの丹波っ子でいたい（丹波、60 代・男性、その他） 

・身近なところから環境のことに取り組もう 

（東播磨、10 代・男性、大学生）  等々 

しごと活性社会 ５ ・ＮＰＯへの就職（阪神南、20 代・男性、団体職員） 

・一生勉強！（阪神南、30 代・女性、専門職） 

・定年退職後に起業（県外、30 代・男性、会社員）   等々 

多彩な交流社会 ２５ ・あこがれの町に住みたい（神戸、50 代・男性、会社員） 

・華麗なる交流時代（西播磨、40 代・男性、その他） 

・小さなきらめきたち（北播磨、30 代・女性、その他） 等々 

合計 ６７  
 
 

《Ｍｙストーリーの例》 URL：http://web.pref.hyogo.jp/vision/uhs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境優先社会＞５Ｒの展開 

 分別・リサイクルのしくみ作りを （応募者：神戸市、２０代・男性、大学生） 

 

 

                             （下線部が指標項目） 

                      

大学生のＨさんは、数ヶ月前に兵庫県に引っ越してきて、あらためてゴミの分別や

リサイクルのあり方について考えてみた。 

私は 4 ヶ月前に愛知県からここ兵庫県

に引越してきて学生マンションで一人暮

らしをしています。毎週火曜日と金曜日は

ごみ収集日で業者さんがゴミ収集車で集

めて持っていかれます。この町は以前の町

に比べ分別がラフで、可燃物と不燃物に分

けて出すだけで楽ですが、自然環境を守る

ためには、多少面倒でもきちんと分別して

出すほうがいいと思います。 

 ごみの処分法は、焼却、埋め立て、リサ

イクル等ありますが、今自分たちが出して

いるゴミがどのような処分をされるのか

知りたく、勉強したいと思います。 

将来、埋立地もだんだんと満杯になってく

るので、自分としても、なるべくごみの発

生量は少なくなるように気をつけていま

す。また、出来るだけリサイクル率を上げ

るために古紙回収や、びんやペットボトル

などリサイクル出来るものはリサイクル

するようなシステムが確立すると良いと

思います。 

 私自身もこの町の住民の一人として、今

後も廃棄物分別システムづくりやリサイ

クルに協力して行きたいと思っています。
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◇指標内容の更新 

《県民意識調査》 

    主観指標のデータ更新を図るため、昨年度、一昨年度に引き続き、一般県民を対象に意

識調査を実施し、主観指標５４及び１指標について追加調査を行いました。 

（調査の概要） 

①実施時期：平成１５年１０月 

②調査方法：郵送 

③配布枚数：３，０００枚（県下１０地域に３００ずつ配布） 

④回 答 数：１，０６５（回答率：３５．５％） 

⑤設 問 数：５５問 

《子どもアンケート》 

    昨年度、一昨年度に引き続き、子どもを対象とした指標のデータ更新を図るため、県庁

見学に訪れた小学校４年生を対象にアンケートを実施しました（回答者数：約 500 人）。 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（運用等の工夫） 

指標検討段階から、県民意見を求め、その意見を的確に反映させながら進めてきたほか、 

指標が目指すべき目標の設定においてもアンケートによる県民意見を収集するなど、多様な

チャンネルを用いて、将来の兵庫県の社会像の達成状況をはかる先導的な指標モデルを提示

することができました。 

また、運用にあたっても、１年間にわたり試行し実施する間に、ビジョンのフォローアッ

プの委員会やアンケートにより県民意見を聴取し、指標の構成や項目、情報発信方法など吟

味しながら、成長する指標として、県民によりわかりやすいものを作成することができまし

た。 

今後は、美しい兵庫指標がインターネットやパソコンの利用を前提とした構成になってい

ることから、より幅広い県民が評価のためのツールとして日常的に用いるため、紙媒体等の

利用などを検討していきます。 

また、120 項目を超える指標の項目数やストーリーのうちから利用者の興味関心にあった 

指標頁にアクセスしやすい工夫や、幅広い県民の視点を指標に反映させるための工夫に努め

ます。 

（さまざまな地域づくり活動への評価指標としての活用） 

多くの指標は、県データ（兵庫県トータルで算出したデータ）のみであり、地域別の指標 

データは掲載されていません。 

このため、地域で取り組まれているさまざまな地域づくり活動への成果志向の評価指標と 

して発展、利用されるよう、地域別の指標データの掲載に努めていきます。 
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○被災者復興支援会議Ⅲの活動支援（復興本部総括部） 
 
 事業概要  
  被災者と行政の間に立つ第三者機関として、被災者や支援団体等の意見・要望等を把握すると
ともに、被災者の生活復興に関する支援策を総合的に検討し、被災者と行政に提言・助言を行い、

被災者の生活復興と自立を支援するために設置された「被災者復興支援会議Ⅲ」の活動を支援し

ます。 
 
 参画と協働の方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災者の生活実態の把握、意見・要望等の聴取 

〔移動いどばた会議〕 

被災者の生活実態や生活復興に向けた課題等を把握するため、

支援会議メンバーと県庁内プロジェクトチームメンバーが、被災

者の生活の場や支援団体の活動の場を訪ねて意見交換を実施。 

〔フォーラム〕 

被災者の生活復興に向けて関心の高いテーマを設定し、被災者、

支援団体、行政など関係者が集い、共に諸問題の解決策等につい

て話し合い。 

行政施策の考え方や取り組み状況等の調査 

〔調査〕 

被災者復興支援会議メンバーは、県庁内プロジェクトチーム等

の協力を得て、行政施策の考え方や取り組み状況等について調査

を実施。 

提言・助言 

〔提言・助言〕 

被災者の視点に立って、生活復興に関する支援策等を支援会議

メンバーと県庁内プロジェクトチームメンバーが共に検討し、被

災者や行政に提言、助言。 

情報の発信 

〔情報提供〕 

被災者復興支援会議Ⅲは、「復興かわらばんⅢ」等を通じて提

言・助言を広く被災者や支援団体等に情報提供。 

支援会議の設置 

〔被災者復興支援会議Ⅲ〕 

県は、学識者等に呼びかけ、学識者、法律家、医師等15名で構

成される被災者復興支援会議Ⅲを設置。 
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 参画と協働の実施状況  

 
 ◇移動いどばた会議の開催状況 

年度 開催回数 開催場所 参加者数 

１３年度   ２１回 県営ＨＡＴ神戸灘の浜住宅ほか １０９人 

 １４年度   １９回 北淡町営住宅富島住宅ほか   １１２人 

 １５年度   １３回  元北落合仮設住宅自治会長    ７８人 

 
 ◇フォーラムの開催状況 

開催日 開催場所 テ  ー  マ 参加者数 

15. 4. 8 県立神戸学習プラザ 地域と企業の新しい関係を考える   約２０人 

15. 7.17 人と防災未来センター南側
に設置したアルジェリアテ

ント 

 
避難所、仮設住宅を振り返って 

  約５０人 

 
 ◇提言・助言    

回 提言年月日 テ  ー  マ 

第１回 平成13年9月21日 高齢者が安心して暮らせる災害復興公営住宅をめざして 

第２回 平成14年1月28日 まちづくりの担い手支援を通じて、復興まちづくりの一層の推進を図る

第３回 平成14年9月26日 復興１０年に向けて今後取り組むべき課題 

第４回 平成15年1月10日 被災者生活再建支援法の見直しに向けて 

第５回 平成15年10月10日 復興まちづくりへの新たな視角“震災復興と企業文化” 
  －地域と企業の新たな関係構築を目指して－ 

第６回 平成16年2月20日 淡路島の復興から得られた教訓 
～持続可能なシステムの構築を目指して～ 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（総合的な検証） 

支援会議は、県民と県との間に立つ第三者機関として活動を行い、多くの参加者を得て、

具体的な課題について意見交換できたので、県民のニーズに合った、客観的な提案がされま

した。 
特に、被災者復興支援会議Ⅲの提言に基づき、「高齢世帯生活援助員(SCS)の設置」（復興

公営住宅等に住む被災高齢者等を対象に、安否確認、生活相談等を実施）、「災害復興公営住宅高齢者

元気アップ活動支援事業」（復興公営住宅で実施される高齢者のふれあい交流事業を支援）、「被災地

空き地活用パイロット事業」（被災地の空き地を活用したまちの賑わいづくり活動を支援）や、

「“子どもの冒険ひろば”パイロット事業」（子どもたちが遊びなどを通じて生きる力を育むひろば

の開設を支援）などが施策化された意義は大きいものがあります。 
平成16年度には震災後10年を迎えることから、支援会議のこれまでの取り組みを検証し、
活動の総括を行うとともに、将来の災害や市民社会の課題への対応に役立つ支援会議のしく

みやノウハウを発信していきます。 
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 ②県民と知恵を出し合う 

 

  ○県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施要綱の効果的な運用（県民政策部） 

 

 事業概要  
県政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、県民に対する説明責任

を果たしながら、政策形成段階から広く県民の意見等を求めるパブリック・コメントに

ついては、実施機関の範囲、対象となる案件、発表の方法、募集期間、県民への対応な

どの手続を統一し、一連の手続きの統一的な運用を推進していくため、平成 14 年４月
に、「県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）実施要綱」を制定し、その効果

的な運用を図っています。 
 
    参画と協働の方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

意見募集結果公表までの手続 

意見募集 

意見提出（期間：概ね 1ヶ月程度） 

〔意見募集資料作成〕 
県は、案件について、意見募集資料を作成 
その政策が県民に理解されるものであるか確認のうえ、資料作成に
あたって、デザインの専門家に事前相談(H15年 10月から追加)を
行うなど県民の目線に立ったわかりやすいものにする。 

〔意見・提案の提出〕 
県民は、案について意見、提案を提出 
・意見提出方法については、電子メール、郵便、ファクシミリ、説明
会等を利用 

〔最終結果公表資料作成〕 
県は、提出のあった意見等を考慮して、最終案を作成 
資料作成にあたっては、できるだけ県民からの意見を反映し、また反
映できなかった意見に対しても説明 

意見募集結果の公表 

〔意見募集結果情報の公開〕 
県は、最終決定した計画等とともに提出のあった意見等の概要とこ
れに対する県の考え方を取りまとめて、県ホームページへの掲載、実
施機関の事務所・各県民情報センターへの備え付け、記者発表、県広
報誌等により公表 

〔広報〕 
県は県民への意見募集情報の提供 
募集情報の提供にあたって、県ホームページへの掲載のほか、意見
募集資料の実施機関の事務所・各県民情報センターへの備え付け、記
者発表、県広報誌等への掲載等による広報活動 

意見募集までの手続（意見募集開始前約 5週間） 
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 参画と協働の実施状況  

県民の関心を高めるため、インターネットをはじめとする広報活動とともに、平成 15年
度 10月からは、デザイン面から専門家による指導を加えるなど、わかりやすい資料の作成
に努めました。 

 
◇実施状況                                         ◇全国の平均 

 
  
      
 

（手続を制度化している 35都道府県） 
 

平成 14 年に要綱制定後、平成 14、15 年度合計で 69 件（⑭31、⑮38）に対して、
約 5,000人から合わせて、約 13,000件の意見提出がありました。１件当り平均提出意
見数は、同２年間平均で約 180 件（⑭約 280 件、⑮105 件）となっています。ただ、
意見提出数について、実施案件によるばらつきは極めて大きいのが実態です。 

 

    ◇意見提出手段別状況             ◇提出意見反映状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※  集計済みの３７件 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広報の充実、提案しやすい方策の検討） 
今後、一人でも多くの県民から意見を提出していただくために、広報活動を一層充実

させ、意見募集の状況を県民に知っていただくことが必要です。このため、意見募集の

事前予告や、募集案件内容の県民生活との関連、意義を的確に伝える工夫など、県民の

目線に立った、よりわかりやすい資料の作成に努めます。 
また、電子メール、郵便、ファクシミリなど多様な提出手段の確保に加えて、フォー

ラムや説明会等の実施など、県民の関心を高めるとともに、より意見を提出しやすい方

策を検討します。 
（提案への対応） 
２年間の取り組みの結果、パブリック・コメント制度について、県行政内部に浸透し

つつあり、実施案件数が増加するとともに、約３割の意見について最終案に反映させる

など、一定の成果がみられます。 
今後とも、パブリック・コメント手続の趣旨に基づき、パブリック・コメントの適切

な時期での実施に努めるとともに、提出された意見についての的確な反映はもちろん、

反映できない意見に対しても、その理由を明らかにするなど、説明責任を果たしていき

ます。 

   

年度 
H14 

実施案件数        13.6 
意見提出件数     2,913.7 
平均意見数       214.7 

     年度 H14 H15 
   

H14～H15
合計 

実施案件数(件) 31 38 69 
意見提出人数（人） 2,892 2,056 4,948 
意見提出件数（件） 8,568 3,970 12,538 
平均意見人数（人） 93.3 54.1 71.7 
平均意見件数（件） 276.4 104.5 181.7 

     度 H14 H15 H14～H15
平均 

持参（％） 5.7 18.1 9.6 
電子メール（％) 42.0 22.2 31.6 
郵送(％) 16.4 34.0 39.4 
ファクシミリ(％) 35.9 25.3 19.2 
説明会（％） 0 0.4 0.2 

         

年度 
H14 H15 

※ 

H14～H15
平均 

反映した（％） 30.6 27.6 29.6 
既に盛り込み済（％） 9.9 42.1 20.1 
今後の検討課題（％） 14.7 10.2 13.2 
対応困難（％） 6.5 3.0 5.4 
その他（感想等）（％） 38.3 17.1 31.7 
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○附属機関等の委員の公募に関する指針の策定・運用（県民政策部） 

 

 事業概要  

「県民の参画と協働の推進に関する条例」第９条の規定に基づいて、附属機関等の委員

の公募を行うために必要な事項を定める指針を策定（平成 15年 4月 1日施行）し、法令
等の規定により公募を行う余地がない場合などを除き、県の政策の形成に関して調査審議

するすべての附属機関等で、委員改選時に委員公募の積極的な導入に取り組みます。 
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルに、具体的な方法については各機関の目的に沿って創

意工夫を凝らし実施しています。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

選考会議の開催 

委員公募要領・公募委員審査要領の作成 

募集 

〔広報〕   
県は、事業の正確な理解と県民の参画を促すため、ホームペー
ジ、新聞、広報誌、募集チラシ等を幅広く活用した広報活動 
募集広報の中で、募集要領、審査基準等を明らかにする。 

〔審査〕  
公募委員審査会の選考委員は、公募委員審査要領に基づいて
書類審査、面接審査等を実施し、委員を決定 

・委員公募の要領について  
目的、応募の資格、委員の責務等を明確にする。 
募集期間を充分に確保 

・審査要領について 
   公正かつ公平に選考を行う基準として作成するものであるた

め、選考の基準、選考方法を明確にする。   

〔外部委員〕 

公募委員審査会の選考委員には、選考の客観性を確保するた

め、職員のみでなく、外部委員も加えた審査 

委員の結果の公表 

・応募者全員に選考結果を通知
・決定した委員については、承諾を得たうえで委員就任を広報 

選考会議の設置 
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 参画と協働の実施状況  

◇委員を公募した附属機関等の数           （H16.3.31 現在） 

公募委員の選任になじまないもの 検討対象 
 機関数 
 
 
 区分 

 現在総数 
       
    
   a 

 法令等の規定により委員の 
 選任対象者が定められてい 
 るもの  b 

 行政処分等の審査など 
 政策形成に関わらない 
 もの  c 

 
 d= 
 a-b-c 

 実施済 
 
     e 

 附属機関       70         ８       25     37 16(6) 

 委員会等       48         ３        ９     36     11(3) 

    計      118         11        34     73     27(9) 

                     ＊（   ）は 15.４.１現在の数値 
   
 「附属機関等の委員の公募に関する指針」の策定により、委員を公募する附属機関等

の数は、前年度９機関に比べ、3倍の 27機関（委員公募の対象となる機関 73に対す
る導入率は 37.0%）と大幅に増加しています。今後、委員改選時に順次、委員公募の
導入が進むと見込まれます。 

 
 ◇委員の応募状況（平成 15 年度） 

実施機関

数  (件) 

採用者予定数 

合計    (人) 

応募者数 

(人)

１案件あたり 

  応募者数  (人) 

１採用あたり 

  応募者数 (人)

２７ ７８ ４７４ 1７.６ 6.１ 

 
応募状況をみると、県民に関心の高い附属機関等については、応募者数が多い一方、

専門性が高かったり県民になじみの薄い機関については、応募者が少なく、１機関あ

たりの平均応募者数は 17.6人とそれほど多くありません。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広報の充実） 

多くの県民に応募いただくため、委員の公募を行う際には、県民生活との関わりをわ

かりやすく説明するとともに、どのような人を募集したいのか、その対象に応じて、広

報先、広報媒体等の工夫をしながら、広く広報に努めます。あわせてホームページを活

用して、審議会に関する情報の一体的な提供に努めます。 

（積極的な委員公募の導入） 
当指針の対象とならない機関（設置期間が１年以下や、謝金を支給しないなど附属機

関等に該当しない委員会等）で、主体的に委員の公募を行った委員会等は３機関（地域

ビジョン委員会は全員公募）ありました。このように指針の制定・運用は、県職員に委

員公募を積極的に取り入れようとする意識を醸成しつつあります。 
今後、指針の対象とならない機関においても、積極的に委員の公募が取り入れられる

よう、進め方のノウハウなどを全庁的に情報の共有に努めます。 
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○御前浜水環境の再生（阪神南県民局） 
 
 事業概要  
水域の閉鎖度が高く、水質・底質の悪化、生態系の劣化が見られる西宮市御前浜
において、地元有識者等が参画する御前浜水環境再生委員会等で地域ぐるみの取り
組み方策等を検討し、フォーラム、ワークショップ等を通じて人々が海に親しみを
憩える水環境の再生をめざします。 

 
 参画と協働の方法  
平成 15 年度には、地元有識者の委員選任、地元ヒアリングを実施しました。平成

16年度は、御前浜環境再生会議を開催し、委員の公募を行うとともに、フォーラム、
ワークショップ等を実施する予定としています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 参画と協働の実施状況  
◇検討委員会 

１１名中４名の地元有識者を当該地区における経験、活動等を考慮し委員とし

て採用。年４回の検討委員会を開催しました。 
地元有識者も検討委員会に参画したことにより、水質や生態系の現状、再生技

などについて専門的な検討に加え、地域特性を踏まえた今後の取り組み方策の検

討を行うことができました。 
 
 

 

〔検討委員会〕 

  学識、地元有識者、団体代表等 11 人で構成される検討委員会

を開催 

〔調査結果のまとめ〕 

  補足調査(①水・底質、②地元ﾋｱﾘﾝｸﾞ)の結果のまとめ 

住民参画・協働のあり方に関する事例のとりまとめ 

〔地元有識者の委員就任〕 

県は、地域での経験、活動に基づき、地元有識者 4 人を検討委員

会の委員に選任 

検討委員会の委員の選任 

検討委員会の開催 

〔地元ヒアリング〕 

  補足調査のひとつとして、地元住民・団体（５組織）に御前

浜の利用状況、維持管理活動、望ましい将来像などについてヒ

アリング 

補足調査の実施 
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 開催月 議 題 
第 1回 7 月 ・水環境の現状と課題について 

・取り組みの経過と方向について 
第 2回 10 月 ・水環境の現状と課題について 

・再生の方向と技術的手法について 
第 3回 12 月 ・水環境再生目標の設定について 

・参画と協働による推進方策について 

・補足調査結果について 
第 4回 3 月 ・平成 15 年度とりまとめ 

・今後の進め方  
 

◇地元ヒアリング 
地元住民・団体（５組織）に御前浜の利用状況、維持管理活動、望ましい将来

像などについてヒアリングを行いました。 
団体名 ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

時期 
ﾋｱﾘﾝｸﾞ 
人数 

主な意見 

香枦園浜を美しく

する会 
11月 27日 １名 ・海底のヘドロを取り除いてほしい。 

・条例を作る等浜の管理をしっかりする

必要 
西宮浜をきれいに

する会 
11月 27日 １名 ・泳げる海を取り戻したい。 

・清掃用具の支援をしてほしい。 
およげる海をとり

もどす会 
11月 27日 ３名 ・泳げる海を取り戻したい。 

・清掃用具の支援をしてほしい 
夙川の環境をよく

する会 
11月 27日 ３名 ・地元以外の人がゴミを捨てているよう

に感じる。 
浜脇校区子供会連

絡協議会 
11月 28日 ６名 ・地元の子供は海水がかかるのを嫌がる

が、海浜に遊びに行く。 
 
   地元ヒアリングで得た住民意見を今後の取り組み方向などに生かすことがで

きるとともに、地元有識者の検討委員会への参加やヒアリングを通じて、御前浜

水環境への関心が高まりました。 
 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
 （地元住民が参画した体制づくり） 

御前浜水環境の再生には一人ひとりの取り組みが重要であるため、より広く地

元自治会、婦人会をはじめとした地域団体、水域等利用関係者、地元有識者等の

参画を含めた御前浜環境再生会議（仮称）を設置し、ワークショップ、自然観察

会、フォーラム等の開催によりさらなる参画と協働の推進に取り組みます。 
 （具体的な再生目標の設定） 

今後は、地域住民の御前浜水環境への関心を高めるとともに、地域住民の主体

的な取り組みを促すため、地元意見を反映させた具体的な水環境再生目標の設定

をめざします。 
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 ③県民と力を合わせる 
○自然活用型野外ＣＳＲ事業※の推進（産業労働部） 
 事業概要  
県民の参画と協働により、森林の保全と創造を進めるとともに、地元住民と都市住民、世

代間交流の場、親子・家族のふれあいの場を提供し、人と自然が共生する豊かな森づくりを

推進するため、自然活用型野外ＣＳＲ施設を整備し、活動を支援します。 
（整備内容） 

    ○森林の保全と里山景観の創造にかかる基盤整備 

林相整備、作業道の整備、貴重種をはじめとする動植物の生息空間の創造等 

○ボランティアやプログラム参加者等の活動拠点の整備 

      里山保全活動打合せ、各種プログラム展開、来園者への事業地案内などの機能を持

つ活動拠点施設の整備 

○自然とふれあい、里山を楽しめる諸施設の整備 

   炭焼き小屋、田畑、果樹園、散策道、観察デッキ、広場、東屋等 

 
  参画と協働の方法  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民の主体的活動 

広報 

〔広報〕 

  各公園、市町、県が、リーフレット、チラシ、ホームページ、広報誌等

を活用して、事業の趣旨を広報。 

〔先行的保全活動〕  

県と市町は、開園前から県民参画による里山の先行的な保全活動を

継続実施し、事業への理解の促進、運営ボランティア等の確保。 

〔事業・プログラムの実施〕  

各公園運営協議会は、ボランティアの企画運営を中心に次の事業を

展開。 

・森づくりを推進する人材養成及び自然観察や環境保全の体験学習 

・県民が森に親しみ､森を楽しむためのクラフト､ゲーム､料理体験等 

・森の保全、創造活動及び小屋、ベンチ、遊び場などの施設整備 

〔ボランティアの募集〕 

  各公園は、プログラム運営のほか、里山の保全活動に協力するボラ

ンティアを広く募集。 

〔維持管理・事業展開〕  

県は、維持管理を市町等に委託し、自治会などの参画を得て管理。 

地元住民、環境・森林関係団体、学識経験者等で構成する「運営協

議会」は、公募により登録したボランティアの参画を得て事業を実施。 



 - 120 -

 参画と協働の実施状況  
◇各公園の整備・運営・利用状況 

名  称 やしろの森公園 ささやまの森公園 なか・やちよの森公園 ゆめさきの森公園 

開 園 時 期 平成１２年７月２２日 平成１４年７月２１日 平成１５年３月２３日 平成１５年８月９日 

面     積 55ha 255ha 248ha      180ha 

管理運営委託先 社町    篠山市 なか・やちよの森公園協会 夢前町 

事業展開主体 

 

やしろの森公園運

営協議会 

ささやまの森公園

運営協議会 

なか・やちよの森

公園運営協議会 

ゆめさきの森公園

運営協議会 

入園者数 23,645 17,355 18,169 22,710 

プログラム実施回数  136 68 121 33

プログラム参加者  4,022 3,482 2,458 1,048

Ｈ 

15 

実 

績 
ボランティア登録者  157 102 203 190

※ 平成１７年開園予定でエコ・キャンパスしそうの森公園（仮称）を整備中 
 

平成15年度末までに、やしろの森公園、ささやまの森公園、なか・やちよの森公園及

びゆめさきの森公園が開園済みです。 

各公園において運営協議会がボランティアの参加を得て、年間を通じて毎週末ごとに

自然環境学習や里山の恵みを利用したレクリエーションなどのプログラムを実施する体

制が整備できました。先行的保全活動などにより開園前から参画を得てきたボランティ

アの数は、平成15年度末で４公園の合計が652名に上り、各公園におけるプログラム事業

を自主的に企画・運営・実施しています。 

また、ボランティアの共同作業により、公園には、テーブル・ベンチなどのほか、木

工作業用の小屋や森の遊び場づくり、秘密の基地など、ユニークな施設が整備されてい

ます。 
 
◇自然活用型野外CSR施設の利用者等 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

12年度 13年度 14年度 15年度

プログラム参加

団体利用

一般利用

  
◇平成１５年度自然活用型野外ＣＳＲ施設 一般プログラム内訳 

 やしろの森公園 ささやまの森公園 なか・やちよの森公園 ゆめさきの森公園 

レクリエーション、クラフト、料理講習など 45 (33%) 39 (57%) 56 (46%) 14 (42%)

自然観察、環境学習など 43 (32%) 15 (22%) 13 (11%) 9 (27%)

田畑、果樹園管理など 23 (17%) 0 (0%) 12 (10%) 5 (15%)

森林保全、園内整備など 25 (18%) 14 (21%) 40 (33%) 5 (15%)

計 136 (100%) 68 (100%) 121 (100%) 33 (100%)
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◇平成１５年度 自然活用型野外ＣＳＲ施設 ボランティアの地域別・年齢別・性別内訳 

（地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別
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男女別
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41%
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

 （ボランティアの効果的な活動支援） 

プログラムはボランティア等の自然環境についての知識を生かした幅広い内容で、概ね好

評を得るなど、ボランティア主体の公園事業の運営が定着しつつあります。しかし、活動が

一部のボランティアに偏ったり、自発的な活動のみで恒常的にバランス良く事業展開を進め

ることが難しい面があるため、各公園が共同して効果的な運営のあり方を検討していきます。 
 （都市と農村の交流） 

これらのボランティアは、地元はもとより神戸・阪神等の都市部からの参加も多く、都市

農村交流の一助ともなっています。また、他分野のボランティア活動と異なり、壮年の男性

の参加が多いことも特筆されます。 
このため、都市と農村の交流を一層活発にするため、都市部からの利用者やボランティア

活動への勧誘にさらに力を入れていきます。 
 （多様なネットワークの形成） 

公園の利用促進、リピーターの確保のために、地元の農林関係者や観光・滞在施設などと

ネットワーク化を図るほか、学校関係者や教育関係者などとも連携を深めていきます。 
 
 

※CSR事業：法人県民税の超過課税を財源にして、文化・スポーツ・レクリエーション（CSR） 
活動の場と機会を勤労者はじめ県民の皆さんに広く提供する兵庫県の事業のこと。 
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○コミュニケーション型県土づくり(モデル)事業（県土整備部） 

 事業概要  
  社会基盤整備への住民参加を通して、県民が自発的に社会基盤施設を「つくり、まもり、そ

だてる」といった啓発を図りながら、県民の参画と協働のノウハウを蓄積し、今後コミュニケ

ーション型行政を幅広く展開していくために、以下の取り組みを実施します。 
・計画段階から住民が「つくる（計画）」ことに、積極的に参画します。 
・計画策定においては、住民自らが利活用及び維持管理のしやすさに配慮したものとし、自

らが社会基盤を「まもり・そだてる」ことに積極的に参画・協働します。 
・ 計画、工事、利用までの各段階において、参画と協働の取り組みを検証し、ノウハウを蓄

積します。 
 

 参画と協働の方法  
  下記に進め方の一例を示します。具体的な手法については各地域で実情に合わせて展開して

います。  

 

〔広報・募集〕 

 事業（道路事業、河川事業等）の正確な理解と県民の参加意識の向

上を図るため、事業説明会や意見の募集等を実施 

〔協議会〕 

 県民の主体性を尊重しながら話し合いを行い、また広く関係者と協

議し、事業の計画案を作成する。県は計画案の作成に際しアドバイス 

〔広聴・アンケート等〕 

 県は、県民の意見を広く聴取し、計画に反映 

〔公共事業の実施〕 

 県民は工事の実施に際し、地域への周知や調整等に協力 

〔見学会〕 

 県民は工事が自らの作成した計画とおりに進行しているか確認

し、改良点や提案があれば県へ意見を伝え、工事の実施に参画 

〔アドプト※〕 

 自治会等の住民団体は工事が完成後、自らが施設の維持管理 
 ※アドプト：兵庫県管理の道路・河川・海岸等の公共物の一定区間と美

化清掃等を行うボランティア団体（住民や企業）とが合意

書の締結により「養子縁組(アドプト)」し、快適的な生活
環境の創出に取り組む。  

広報・募集 

計画の策定 

工事の実施 

施設等の維持管理 
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 参画と協働の実施状況  

全県民局で協議会を設置する等により本事業に取り組んでいます。また、アンケート調査や

河川の観察会等、地域条件への配慮や独自性が伺える活動が実施されています。 
 

◇県民局ごとの実施状況（15 年度末まで） 

県民局 件数 箇所名 

有馬川（河川事業） 神戸 2 

六甲山系（森北）（砂防事業） 

阪神南 1 建石線（道路事業） 

六甲山系（武庫山）（砂防事業） 阪神北 2 

猪名川：大島であい公園（河川事業） 

曇川（河川事業） 東播磨 2 

公有水面 30m 水路（河川事業） 

中柏原線：あかね坂公園（道路事業） 

大和川（花ノ宮）（河川事業） 

北播磨 3 

西脇三田線（道路事業） 

水尾川（河川事業） 

国道３１２号：須加院川公園（道路事業） 

中播磨 3 

越知川〔二級河川市川〕（河川事業） 

内海山崎線（道路事業） 

千種川（南光町）（河川事業） 

西播磨 3 

千種川（全流域）（河川事業） 

倉谷川・一宮生野線（河川・道路事業） 

市川（河川事業） 

円山川（こいの川）（河川事業） 

竹野川（河川事業） 

矢田川（河川事業） 

但馬 ６ 

佐津川（河川事業） 

東条川〔一級河川加古川〕（河川事業） 

佐治川〔一級河川加古川〕（河川事業） 

丹波 3 

加古川（河川事業） 

三原川（河川事業） 淡路 2 

洲本西淡線・長田川（道路・河川事業） 

合計 27  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業について 

 県土整備部では、地域の特色を生かした事業を実施するために、見学会やアンケート調

査等の様々な取り組みを行っています。県民の皆さんと共に意見を出し合い、分かりやす

く、親しみやすい方法を検討しながら活動し、美しい県土づくりを実現していきます。 

詳しくは事業の一例として、「加古川の源流を生かした地域づくり（丹波県民局）」をご

参照下さい。 
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広報活動の充実、県民意見の反映） 

住民の関心を高めるために、案内ビラの配布や自治会への説明等を行い、広報に努めたと

ころ、協議会の住民参加が活発になり、協議会で実施したアンケート調査の回答率が高くな

った等の効果が見られます。 
今後、より多くの地域住民の参画と協働を得るため、地域での講座やイベント等を開催し、

一層の啓発活動に努めるとともに、県民の幅広い意見の把握が可能な方法や時期等の工夫を

行い、事業に反映させていくことが重要です。 
（ボランティア活動の支援） 

住民同士が意見を出し合い、問題を把握したうえで計画案が策定され、意見が反映された

施設が整備されることにより、地域への関心が高まり、アドプト協定※等の地域活動に自発

的につながるなど成果を生んでいます。 
今後とも、住民活動が継続的に行えるように、ボランティア保険の加入等の支援を引き続

き実施していきます。 
 
 
 

※アドプト協定：兵庫県管理の道路・河川・海岸等の公共物において、一定区間毎に参加団体を募り、 
管理者と参加者が合意書を締結し「養子縁組」し、参加者は担当地区の「養子」であ 
る公共物の清掃美化、草刈り、植栽等を行い、県は活動団体名等を表示する看板を設 
置します。また、県は地域の状況に応じて、ボランティア保険、軍手・ゴミ袋の支給 
等を行います。 

 

国道 312号：須加院川公園 千種川懇談会 猪名川：大島であい公園 

県民局毎の取り組み事業割合（平成15年度末累計）

淡路

7%
丹波
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11%
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○「いきいき学校」応援事業（教育委員会） 
 

  事業概要  
これからの学校教育においては、学校、家庭、地域社会が一体となって、教育改革を進め

ることが求められており、地域住民の支援のもと学習の充実を図るなど、県民の「参画と協

働」による教育活動の推進が必要となっています。                  

 各学校においては、このような課題を踏まえ、開かれた学校づくりの推進を図るとともに、

「生きる力」を育むため、地域を教育の場とした豊かな体験活動の推進や学んだことを地域

活動や日常生活に生かす環境づくりを進めることが求められています。 
   そこで、総合的な学習の時間等において、校区の自然・歴史・文化等に詳しい人や児童生

徒の学習をサポートしていただける人、特定の分野で専門性の高い郷土出身者などを学校支

援ボランティア（「いきいき学校応援団」）として導入するとともに、地域を学習の場とした

活動を推進するなど、各学校は主体性を発揮して教育改革に取り組むとともに、教育委員会

はそれを支えるしくみづくりに努めます。 
 
 参画と協働の方法  

 
 
 

 
 
  

 

  
 
   

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

普及・啓発 

〔推進委員会〕 

校内に地域住民、学校関係者等で構成される「いきいき学校」

応援事業推進委員会を設置。総合的な学習の時間等へ計画的な学

校支援ボランティアを導入 

〔学校支援ボランティア〕 
学校支援ボランティアは、総合的な学習の時間等におい

て、学習へのアドバイスやサポート等、様々な支援を実施。 
各学校は、学校支援ボランティアに授業参観日等の案内

状を送付するなど、地域の住民が学校教育を理解する機会
を積極的に用意。 

〔「いきいき学校」応援事業推進センター〕 

 市郡町教育委員会は、「いきいき学校」応援事業推進センター 

を設置し、学校の要請に応じ、適切な人材等を紹介するなど、

コーディネーターとして学校を支援 

〔いきいき学校応援事業バンク〕 
  各教育事務所に、諸団体や民間企業、公的機関等の支援
内容等を網羅した「いきいき学校応援事業バンク」を作成
し、各市郡町教育委員会及び学校に情報を提供 

〔ふるさとの先輩〕 
ふるさとの先輩として招聘された特定の分野に専門性の

高い郷土出身者は、総合的な学習の時間を支援 

〔普及・啓発〕 

  市郡町教育委員会は、各種研修会等において、本事業の普及・

啓発 

〔調査〕 

  県教育委員会は、推進事例等の資料を求めたり、必要に応じて

実施状況の調査 

住民による学校応援事業の実施 

報告 
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 参画と協働の実施状況  
 
 応援団の学校教育への参画は、新たな教育機能や発想など地域活力の導入となり、指導内容

や指導方法を見直す機会となっています。また、応援団の計画段階からの参画が、開かれた学

校づくりに対する教員の意識改革につながっています。 
さらに、学校教育の情報を地域に提供する機会が増える中、本事業に対する県民の関

心が高くなっており、学校が開かれることで、地域の協力が今まで以上に得やすくなっ

てきています。 
加えて、応援団の専門性の高い支援により、児童生徒の学ぶ意欲が高まるとともに、

多様な知的好奇心への対応が可能となり、調べ学習が実体験を伴う問題解決学習へと高

まっています。 
このほか、各分野の最前線で活躍する応援団からの支援により、児童生徒がその人の

人柄や夢に向かって挑戦することの素晴らしさに触れるなど、自己の生き方を考える機

会となっています。  
 
◇実施対象 

   公立小・中学校、中等教育学校前期課程及び市立盲・養護学校  
   （平成14年度：1,214校、平成15年度1,213校）  
 
◇応援団登録状況  

 
個 人 登 録  団 体 登 録  

居住地の学校で支援可能 居住地の市町全域で支援可能 県下全域で支援可能 所在地の学校で支援可能 所在地の市町全域で支援可能 県下全域で支援可能 
   21,742         1,869        248      1,413          499       102 
      合 計      23,859（人）        合 計      2,014（団体）  

 
 
◇応援団の延べ導入人数  

  （教科別内訳）   

 
総合的な 

学習の時間
教 科 道 徳 特別活動 部活動（中） 合 計  

 応援団数    35,138    25,270    1,291    32,522       1,931     96,152
 
  
（支援活動分野別内訳）  

 
国際理解 情 報 環 境 健康・福祉 防 災 人権・平和 その他※ 合 計 

   2,655    1,084     8,400     8,445     1,817      2,344      71,407     96,152
 
  ※「その他」は、主に、地域をフィールドとした学習や地域の特性を生かした学習など、地域における

様々な学習活動である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

応援団人数（教科別）

総合的な学
習の時間
37%

特別活動
34%

道徳
1%

教科
26%

部活動
2%
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◇「ふるさとの先輩」による教育活動のテレビ放映（平成15年度）  

 ふるさとの先輩  実  施  校  放映日 

 １   松尾良彦（車デザイナー）  姫路市立城北小学校（５年生）   ４／６ 

２   古川 潤（神戸新聞東京支社長）  西宮市立大社小学校（６年生）   ６／１ 

 ３  
 足立昭五（淡水魚研究家） 

 山田修二（あわじ瓦師） 

 氷上町立西小学校（５年生） 

 西淡町津井小学校（３・４年生） 
  ８／３ 

 ４  
 山本郁夫（オーケストラ指揮者） 

 木村秋治郎（大相撲行司） 

 神戸市立西須磨小学校（５年生） 

 加古川市立加古川小学校（６年生） 
 １０／５ 

 ５  
 井上正康（杉原紙研究所長） 

 桑原恭子（麦わら音頭保存会） 

 加美町杉原谷小学校（６年生） 

 伊丹市笹原小学校（４年生） 
 １２／７ 

 ６  
 井戸敏三（県知事） 

 水嶋征夫（日本画家） 

 新宮町立新宮小学校 

 日高町立三方小学校 
  ２／１ 

 
 
 
◇「応援団」による特色ある取組事例  

 
 教科等  応 援 団  学 習 活 動 の 概 要 

  音 楽  和楽器演奏者  琴、三味線、尺八等の和楽器演奏を学び、演奏会を実施  阪 

 神 

 南   総 合  地域の住民  視聴覚障害について学ぶ 

  理 科  気象予報士  天気図の読み方、台風発生の仕組み等の気象について学ぶ  阪 

 神 

 北   総 合  登山家  登山を通した生き方に学ぶ 

  国 語  元新聞記者  新聞記者の体験談や新聞の役割、新聞づくりについて学ぶ  東 

 播 

 磨   総 合  農業  種まきからしめ縄づくりまでの稲作について体験的に学ぶ 

  社 会  地域の住民  地域に存在する「ため池」の役割を学ぶ  北 

 播 

 磨   総 合  建築設計士  身体に障害のある人にやさしい建物のあり方について学ぶ 

 図画工作  和凧づくり名人  和凧づくり及び凧の上げ方を学ぶ  中 

 播 

 磨   総 合  民間企業  リサイクル（古紙の再利用）のあり方や企業努力に学ぶ 

  国 語  アナウンサー  人と人をつなぐ日本語のあり方や話し方について学ぶ  西 

 播 

 磨   総 合  郷土研究者  赤穂義士物語の演劇を学ぶ 

  体 育  スキークラブ  スキー技術を学ぶ  但  
 馬  

  総 合  ＪＩＣＡ  青年海外協力隊との交流を通して、異文化や外国語を学ぶ 

  社 会  土木事務所職員  「郷土を拓く」をテーマに鐘が坂トンネルの歴史に学ぶ  丹  
 波  

  総 合  酪農家等  ５年生でミニ「トライやる・ウィーク」を実施し地域に学ぶ 

  国 語  俳句指導者  俳句を学び、俳句を詠む  淡  
 路  

  総 合  伝統文化継承者  浄瑠璃を通して伝統文化・芸能に学ぶ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - 129 -

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（継続的な体制づくり） 

応援団の積極的な登録・活用を進めるため、学校と応援団、市町教育委員会の連携をさら

に推進し、域内全域の学校において応援団を導入する体制づくりや、学校のニーズに基づく

専門性の高い応援団の拡充に努めます。 
また、応援団が、学校のカリキュラムに沿って、部分的一過的に参画するだけでなく、学

習の計画から実施、評価段階まで、計画的継続的に参画できる体制づくりに取り組むととも

に、「総合的な学習の時間」を中心に、応援団の専門性をフルに生かし、各教科や道徳等へ

の積極的な参画の分野の拡充に努めます。 
さらに、地域活力を導入し、開かれた学校づくりを推進することによって、教員の意識改

革を図り、さらに魅力ある授業づくりに努めます。 
加えて、県民の地域の学校への「参画と協働」の意識を高揚するため、引き続き「ふるさ

との先輩」による教育活動をテレビ媒体で放映するなど、積極的にＰＲを行います。 
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○西播磨「水と緑の郷づくり」構想の推進（西播磨県民局） 

 事業概要  
西播磨の恵まれた「水」と豊かな「緑」を基軸に、「食」・「農」・「生活」・「風景」をキーワー
ドとして私たちの暮らしを安全で安心なものにする西播磨「水と緑の郷づくり」構想づくりとあ
わせて、地産地消を展開し、地域との関わりのある生活、誇りの持てるふるさと景観づくりを進
め、ゆったりとした暮らしを通じて真の豊かさが実感できる“新しいふるさとづくり”を進めま
す。 
この構想の早期実現を図るため、15 年度から先行して一部事業を実施しましたが、16 年度以
降、地域の関係者が参加する西播磨「水と緑の郷づくり」会議（仮称）を設立し、普及啓発の推
進及び構想実現に向けた先導事業の実施を行います。 
 
参画と協働の方法  
地域住民と一体となり、推進母体『西播磨「水と緑の郷づくり」会議（仮称）』を設置・育成
します。当初の５年間(平成15年～平成19年)は、行政と協働して各種先導的事業を実施し、その
後は同会議が自主的に活動を行い、行政はその活動を支援していきます。          
                
 

   
 
  

    

 
 
  

   
 
  
    
 
 
  
    

   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

構想の普及啓発 

〔広報〕 
地域住民に、西播磨「水と緑の郷づくり」構想を周知し、理解をしてもらう
ため、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設など各種メディアを活用して情報を発信。 

〔説明会〕 
あらゆる機会を利用して農林漁業関係者、消費者団体、市町等への説明会を
開催。 

西播磨「水と緑の郷づくり」会議（仮称）の設立 

〔会員の募集〕 
構想に賛同し、地域づくり活動に参加したい地域住民(生産者・消費者・流
通業者等)から会員を募集し、構想の推進母体である西播磨「水と緑の郷づ
くり」会議(仮称)を設置。 

〔地域リーダーによる会議の運営〕 
西播磨管内を地域ブロックに分け、地域ブロックごとに会員の中から地域リ
ーダーを置き、地域リーダーにより会議を運営。

〔モデル地域の設定〕 
構想を推進する先導的役割を担わせるため「水と緑の郷づくり」モデル地域
を指定し、安全・安心な農林水産物の生産や地産地消活動及びその拠点施設整
備を支援。 

先導事業の実施 

〔地域景観づくり指針の策定〕 
西播磨の美しい農村風景を、地域が共有する「誇りを持てる財産」として再
発見・再認識し、将来にわたって保全・創造する地域景観づくり運動を展開す
るために、行政と学識経験者、住民が一体となって「地域景観づくり」指針を
策定。 

〔郷土料理レシピ集の作成〕 
地元の安心・安全な食材を使った郷土料理を普及し地域の食文化の再発見や
子どもたちへの食育を進めるため、「郷土レシピ集」を作成するとともに、料
理教室の開催等を実施。 

〔構想の策定〕 
構想策定委員会を計４回開催するとともに、350団体・人から意見の聴

取を行い、平成16年3月に西播磨「水と緑の郷づくり」構想を策定。 

〔「西はりま食の達人」制度の創設〕 
安全・安心な農産物や農産加工品の生産者を、「西はりま食の達人」と

して認定し、安全・安心な食を提供する体制を構築。

（    ：16年度実施予定の取り組み） 
 



 - 131 -

 参画と協働の実施状況  
・平成14年以降、西播磨「水と緑の郷づくり」構想策定委員会（学識、各種団体代表、地域
住民等、21人で構成）を４回開催するとともに、構想案について、ダイレクトメールで農
林漁業関係者、消費者団体、市町等の意見を聴き、平成16年3月構想を策定しました。  

構想にかかる意見照会の実施 
意見照会実施数 農林漁業関係者、消費者団体、市町、地域住

民など350団体･人 
意見照会期間 平成15年12月10日～平成16年1月9日 
意見回収方法 郵送 
意見提出件数 意見回答 72団体・人意見数 150件 

 
西播磨「水と緑の郷づくり」構想の策定に当たっては､350団体・人に意見を求め､72団体・

人から約150件の意見回答を得て、それら関係者の幅広い意見を構想策定に反映させること
ができました。 

 
《「水と緑の郷づくり」構想の概要》 

      西播磨の恵まれた水と豊かな緑を基礎に、“新しいふるさとづくり”を次の 
４つの視点から推進する。（推進期間：平成15年度～平成24年度の10年間） 

① 食   食の健康づくり、食育※１の推進、郷土料理の伝承・創造 
② 農   安全・安心な農林水産物の生産、地産地消の推進 
③ 生活  楽農生活※2の実践、加工生産等の地域産業の展開 
④ 風景  誇りを持てるふるさとの地域景観づくり 

 
・先行事業として、安心な食の提供者を「西播磨食の達人」として認定する制度の創設、郷土
料理の普及啓発としてレシピ集の作成と啓発セミナーや料理教室を開催しました。 

先行事業 状 況 
啓発セミナーの開催 開催数2回、参加者数529人 
料理教室の開催 開催数6回、参加者数151人 

 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
 （広報の充実） 

構想の意見聴取や先行事業の啓発セミナー、料理教室の開催を通じて、構想の普及啓発に
大いに効果がありました。 
今後は、西播磨「水と緑の郷づくり」構想を、より多くの地域住民に周知し、理解を得る
ために、ホームページ等各種メディアを活用した情報の発信に取り組みます。 

 （具体化に向けた県民主体の体制づくり） 
構想の早期実現を図るため、西播磨「水と緑の郷づくり」会議（仮称）の設立・運営とと
もに、先導事業（モデル地域の設定、地産地消の日（仮称）の設定、認証による安心な食の
提供システムの創設、地域農産物の消費拡大事業、農林業系高校と連携した特産物開発講座
の実施、地域景観づくり指針策定等）の具体化に取り組みます。 
また、西播磨「水と緑の郷づくり」会議（仮称）への地域住民の参加が、構想の“新しい
ふるさとづくり”の実践活動のキーポイントとなるため、会員募集については、生産者、消
費者、流通業者等の幅広い分野からの参加を求める工夫を凝らしていきます。さらに、同会
議が、構想の推進母体として機能するため、地域における構想の推進役となる人材の育成に
取り組みます。 

 
※１食育：毎日の「食」が人間のこころと身体をつくるという視点に立ち、「食＝いのち」について 

学び、体験し、五感（視覚・嗅覚・聴覚・味覚・触覚）を育成するといった生涯にわたる 
総合的な教育をいう。 

※2楽農生活（アグリライフ）：アグリカルチャー（農業）とライフスタイルを合わせた造語で「楽農 
（らくのう）生活」（農を楽しむ生活）という日本語をあてている。「農」とのかかわりを 
実践、実感することで、人間らしく豊かに生きる行動のすべてを指している。 
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○加古川の源流を生かした地域づくり（丹波県民局） 

 

 事業概要  

   一級河川加古川の源流は、豊かな自然を求めて丹波を訪れる人々の人気スポットの 1つ

ですが、近年は森林、河川の荒廃が進みつつあります。そこで、地元が進めている水辺を

活かしたまちづくりやゼロエミッション計画※１等と連携して、流域全体のシンボルとなる

拠点づくりや豊かな自然環境の保全・再生を図り、上下流の人々の交流拠点や生物の多様

性を確保する必要があります。 

   そのため、地域住民等が参加した委員会を設置し、川づくり計画を策定し、加古川の起

点から約１km の区間を、源流ゾーン、親水ゾーン、保全ゾーンに分けて整備を進めてい

きます。 

 

 
 
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルに、事業を実施します。 
 
 
 
 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

委員会の設置 

委員会の開催・計画の策定 

事業の実施 

〔委員会〕 

地元住民、学識経験者、町、県で構成する「加古川「加古川源

流の里づくり」検討委員会」を設置。 

〔委員会による計画策定〕  

委員会は、加古川源流の里づくりに関する意見を集約し、住民

の意見を反映した「加古川源流の里づくり整備計画」を策定。 

〔着工〕 

県は、策定した「加古川源流の里づくり整備計画」に基づき、

用地買収を行い、事業用地を確保するとともに、工事に着手。 

全体計画 

工事箇所：氷上郡青垣町大名草地区     全体延長：Ｌ＝1,000 m 

事業期間：平成15年度～平成19年度（予定） 総事業費：約１億円 

〔現地検討会〕 

委員全員が計画予定箇所の現地調査を行い、課題を抽出し、具

体的な整備イメージについて検討。 

〔ワークショップ〕 

委員となった地元住民は、加古川源流の里づくりについて、具

体的に提案。 

〔住民による川の維持管理〕 

いきいき県土づくりプログラム（兵庫県版アドプトプログラム）

により維持管理を検討。 

〔意見募集〕 

委員会は、「加古川源流の里づくり」について地元住民の意見を

聴取。 

（平成 16年度） 

（平成 15年度） 
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 参画と協働の実施状況  

◇委員会の構成委員 

  地元住民８人、学識経験者２人、町の関係者１人、県の関係者２人、合計 13 人です。 

 

◇委員会の開催状況 

 開催日 内容 参加者数(人) 

第１回 9 月 22 日 源流の整備イメージについて １３ 

第２回 11 月 1 日 現地検討会 ９ 

第３回 12 月 4 日 配置計画及び施設計画について １２ 

第４回 1 月 29 日 川づくり計画案の策定について（合意） １２ 

 

当地区は、地域づくり、むらおこし等の地域活性化事業の推進に積極的で、委員会に

参画された地元住民は、計画策定に対して協力的で、円滑な計画策定ができました。 
また、県・町・地元住民、学識経験者からなる委員会を設置することにより、地元住

民が地域の課題を自ら見つけ出し、自ら解決策を考え、川づくり計画に反映できたので、

地域特性のある計画を策定することができました。さらに、委員会に学識経験者２名が

参画したことにより、議論のポイントを明確にしつつ、専門的なアドバイスを受けられ

たので、より積極的で広い視野からの意見交換が可能となりました。 

 

    ◇現地検討会の概要 

     委員全員が計画予定箇所の現地調査を行い、課題を抽出し、具体的な整備イメージに

ついて検討を行いました。                      
 
◇川づくり計画の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

目標

整備方針

　　治水・利水 生態系
親水・水文化・景

観

河岸防護と維 
持管理の向上 

良好な河川環境

の保全と再生

加古川源流としての 
個性ある川づくり 

河川構造物の改良 
管理用通路の整備 

河畔林※２の形成 
淵の保全・創出 
生物の生息環境保全

加古川源流の拠点整備

宮橋付近の景観保全 

間伐材の活用 
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（事業実施と維持管理体制づくり） 

今後、工事施工に当たり、地域に愛着を持って、まもり、そだててもらえるような川

づくりができるように、若い世代の積極的な参画に意を用いつつ、地元住民参加のワー

クショップ、見学会等を実施するなど、事業の過程の共有に努めます。   
また、整備後の維持管理の役割分担について、地元住民による参画と協働の取り組み

を支援していきます。 
 
 
 

※１ゼロエミッション計画：ゼロエミッションとは、生産－流通－消費－廃棄の各段階で、 
排出物（エミッション）を限りなくゼロに近づけることにより、「循環型社会」 
を構築しようという考え方である。ここでは、このような考え方を踏まえ、様 
々なゼロエミッション事業の成果を情報発信する建物・野外外構施設の整備に 

かかる計画のことをさしている。 
 

※２河畔林：河川のそばの森林のこと。河畔林は、河川に葉や枝を落とし、河川の中の水生 

昆虫や魚類からなる生態系に有機物を供給するとともに、日光を遮り、河川の 

温度が上昇する事を防いでおり、河川の生態系が安定に存在するために重要な 

役割を果たしているといわれている。 



３．参画と協働関連施策の実施状況

平成１５年度　参画と協働関連施策の体系

地域づくり活動の登録制度の創設・運用 参画協働課

ＮＰＯ相談窓口の設置 参画協働課

外国人県民安全・安心ネットの推進 国際政策課

ひょうごコミ２ネットの運営 生活復興支援室

 地域活動ステーションの運営 生活復興支援室

まちかど活動情報ネットワーク事業 生活復興支援室

神戸ツーリズム資源情報の発信 神戸県民局地域振興部産業労働担当参事

阪神芸術文化サポートクラブ（芸術文化活動に関する情報提供・交換の場）の創設 阪神南県民局県民生活部阪神芸術文化・魅力づくり担当参事

県民運動情報提供事業～タクシーＤＥゲット～ 阪神北県民局県民生活部県民担当参事

生活創造活動プランナー養成講座の開設 生活創造課

生涯学習リーダーバンクの設置 生活創造課

ひょうごオープンカレッジの開設 生活創造課

生涯学習カフェテリア事業の推進 生活創造課

地域創造市民塾の展開 生活創造課

高齢者大学の運営 生活創造課

県民生活審議会答申のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ(地域団体活動活性化セミナーの開催） 生活創造課

勤労者ボランティア促進事業 雇用就業課

Hyogoしごと情報広場における職業能力開発支援(職業能力開発支援ｾﾝﾀｰの運営） 能力開発課

いきいき仕事塾の開設 生活復興課

地域活動推進講座の開催 生活復興支援室

地域活動スキルアップ事業 生活復興支援室

安全・安心のまちづくり推進運動の展開 神戸県民局企画県民部さわやか県政連携担当

地域リーダー養成講座の開催 阪神北県民局企画調整部協働ｼｽﾃﾑ担当参事

“子どもの冒険ひろば”パイロット事業 青少年課

“若者の居場所づくり”（「若者ゆうゆうひろば」の設置）の推進 青少年課

まちの子育てひろば事業の推進 社会福祉課

スポーツクラブ21ひょうごの推進 地域スポーツ活動室

ふるさとひょうご創生塾の開設 生活創造課

ＮＰＯ大学事業の実施 参画協働課

食育推進ボランティア育成・活動支援事業（食育実践地域活動推進事業） 総合農政担当課長

まちづくり支援事業 都市政策担当課長

いきいき仕事塾修了生開設講座支援事業 生活復興課

地域活動コーディネーターの配置 生活復興支援室

北はりま田園空間博物館交流推進事業 北播磨県民局地域振興部農地整備担当参事

地域生活創造情報プラザの設置・運営（生活創造センター構想の推進） 生活創造課

ひょうご国際プラザの設置･運営 国際政策課

活動拠点の開設に向けたプラットホームの立ち上げ 阪神北県民局企画調整部協働ｼｽﾃﾑ担当参事

ＮＰＯコミュニティビジネス等活動応援貸付制度の充実（基金） 参画協働課

ＮＰＯ等への事業委託の推進 参画協働課

地域共生ビジネス離陸応援事業 雇用就業課

“地域のともしび活動”育成事業 神戸県民局企画管理部さわやか県政連携担当参事

□地域に根ざした活動を支える人材が力をつけるための取り組みを支援します

□県民の主体的な活動拠点を充実します

□活動に必要な財政的基盤の充実を支援します

「地域づくり活動支援指針」に関する施策

②活動を高め、支える

①新たな活動を生み、育む

□多様な情報を提供します

□実践活動につながる学習機会を充実します

□多様な世代の参画・協働を促します
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地域づくり活動登録制度の創設・運用（再掲） -

ひょうご人権ネットの推進 人権担当課長

ひょうご交流社会創造ビジョンの推進 地域担当課長

“こころ豊かな美しい兵庫”をめざす県民運動の推進 参画協働課

地域団体活動パワーアップ事業 参画協働課

環境学習支援体制の強化 環境政策課

棚田保全ボランティアによる棚田保全活動の推進 農村環境課

被災地空き地活用パイロット事業 復興企画課

生活復興のためのＮＰＯ活動支援事業 生活復興課

「生活復興県民ネット」の活動支援 生活復興支援室

地域夢会議の開催（再掲） 各県民局、ビジョン担当課長

地域ビジョン委員会の設置・運営（再掲） 各県民局、ビジョン担当課長

県民行動プログラムに基づく活動の促進（再掲） 各県民局、ビジョン担当課長

参画と協働による「六甲の森づくり」 神戸県民局県土整備部土木担当参事

灘（六甲山～東部新都心）文化軸活性化支援・県市協働事業
（テーマ型地域活動への支援のあり方検討）

神戸県民局企画県民部企画担当

青少年健全育成事業～青少年クリーンネット「地域DE見守りたい」～ 阪神北県民局県民生活部県民担当参事

阪神北地域商学官連携モデル事業 阪神北県民局地域振興部産業労働担当参事

いなみ野ため池ミュージアム創設プロジェクトの推進 東播磨県民局企画調整部水辺の地域づくり担当参事

北播磨アグリビジネスの支援 北播磨県民局地域振興部農林振興担当参事

「ＪＲ播但線」列車通学生徒のマナーアップ運動の展開 中播磨県民局県民生活部県民担当参事

いきいき元気高齢者活動支援事業 西播磨県民局県民生活部健康福祉担当参事

鳥取県との広域観光の推進 但馬県民局地域振興部産業労働担当参事

南但馬歴史・文化ミュージアム構想（仮称）の推進 但馬県民局企画調整部企画調整担当参事

コウノトリと共生する地域づくりの推進 但馬県民局企画調整部ｺｳﾉﾄﾘ翔ける地域づくり担当参事

あわじ菜の花エコプロジェクトの推進 淡路県民局県民生活部環境担当参事

 ひょうごボランタリープラザの充実（再掲） -

 ひょうごボランタリープラザ交流サロンの拡充（再掲） -

地域生活創造情報プラザの設置・運営（生活創造センター構想の推進）（再掲） -

 ひょうごボランタリープラザの充実 参画協働課

 ひょうごボランタリープラザ交流サロンの拡充 参画協働課

□みんなの情報をつなぎます

□活動を総合的に支える中間支援組織を支援します

□多様な主体をつなぎ、地域固有の取り組みを支援します

□各地域での総合的な支援拠点機能を充実します

③活動をつなぎ、拡げる
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印刷・電波・映像媒体、インターネットによる広報活動 広報課

全世帯配布広報紙「県民だよりひょうご」の拡充 広報課

サンテレビ「日曜さわやかトーク」の放送 広報課

ラジオ「知事トーク」コーナーの放送 広報課

知事定例記者会見の実施 広報課

情報公開制度の運用 県民情報室

審議会等の公開促進 参画協働課

ひょうご｢食｣の安全・安心推進会議の創設 生活衛生課

県政PR視察会の開催 神戸県民局企画県民部さわやか県政連携担当参事

石井ダム現場見学会の開催 神戸県民局県土整備部土木担当参事

ＣＡＴＶを活用した県政情報番組「ハートランドだより（仮称）」の開設 東播磨県民局企画調整部企画調整担当参事

美しい兵庫指標の運用 ビジョン担当課長

男女共同参画社会づくり条例に基づく県民からの申出処理制度の運営 男女家庭課

男女共同参画白書の作成 男女家庭課

政策評価の実施と評価結果の公表 財政課

外部監査人による監査 財政課

投資事業評価の実施と評価結果の公表 新行政担当課長

県立試験研究機関に係る評価システムの運用 科学振興担当課長

被災者復興支援会議Ⅲの活動支援 生活復興課

企業庁における会計制度の見直し検討、環境会計の導入・公表 企業庁総務課

「さわやか提案箱」の実施 広聴室

「さわやか対話室」の実施 広聴室

「さわやか県民局」の実施 広聴室

「さわやかフォーラム、さわやかトーク」の開催 地域担当課長

県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施要綱の効果的な運用 参画協働課

ＮＰＯと行政の協働会議の開催 参画協働課

行政・NPO協働事業助成 参画協働課

少子・高齢社会ビジョン(仮称)の策定 健康福祉政策担当課長

戦略的環境アセスメント制度の導入 環境影響評価室

ひょうご経済・雇用再活性化プログラムのフォローアップ 産業政策担当課長

ひょうご農林水産ビジョン2010のフォローアップ 総合農政担当課長

「さわやか病院トーク」の実施 病院局企画課

丹波魅力づくり提案事業の公募実施 丹波県民局企画調整部魅力づくり担当参事

論鶴羽山系総合プランの策定 淡路県民局地域振興部農林水産振興担当参事

附属機関等の委員の公募に関する指針の策定・運用 参画協働課

河川整備基本方針・河川整備計画の策定 河川計画課

御前浜水環境の再生 阪神南県民局県民生活部県民・環境担当参事

青少年非行防止サポート・モデル事業の展開 青少年課

男女共同参画推進員の設置 男女家庭課

男女共同参画推進大会の開催 男女家庭課

災害救援専門ボランティア制度の推進 防災企画課

のじぎく兵庫国体と｢スポーツクラブ21ひょうご｣との連携 のじぎく国体局総務課

健康ひょうご21大作戦の推進 健康ひょうご推進担当課長

ひょうご“食の健康”運動推進事業 健康ひょうご推進担当課長

災害救急医療システムの推進 医療課

まちの保健室事業 健康増進課

健康コミュニティづくり推進事業 健康増進課

障害者雇用・就業支援事業 雇用就業課

自然活用型野外ＣＳＲ事業の推進 労政福祉課

兵庫しごとカレッジシステムの運営 能力開発課

体験・交流ツーリズムプログラム推進事業 観光交流課

①県民と情報を共有する

③県民と力を合わせる

□協働で実施する範囲や事業を拡充します

□県民が主体的に選択できる情報を提供します

□県行政の評価・検証への県民参画を進めます

②県民と知恵を出し合う

□県民提案の機会を充実します

□審議会などへの県民の参画機会を拡げます

「県行政参画・協働推進計画」に関する施策
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おいしいごはんを食べよう県民運動の推進 総合農政担当課長

市民農園実践コンクールの実施 総合農政担当課長

いきいき県土づくりプログラム 技術企画担当課長､各県民局

コミュニケーション型県土づくり(モデル)事業 技術企画担当課長､各県民局

みんなで道づくり・川づくり 技術企画担当課長､各県民局

明舞団地再生の推進（明石舞子団地における居住地再生モデル事業） 住宅宅地課、神戸県民局

人と防災未来センターを活用した防災ボランティアや防災専門家の育成 復興企画課

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の推進 義務教育課

「いきいき学校」応援事業 義務教育課

県民とともにつくる新しいひとはくの展示 社会教育課

県民の参画と協働による公園運営（舞子公園、有馬富士公園、一庫公園） 神戸県民局・阪神北県民局県土整備部土木担当参事

東播磨地域交通事故防止啓発事業 東播磨県民局県民生活部地域活動推進担当参事

北播磨ツーリズムの振興 北播磨県民局地域振興部産業労働担当参事
ＪＲ姫新線「電化促進運動」の展開 中播磨県民局企画調整部ふるさと再生担当参事

西播磨県民局企画調整部企画調整担当参事

子ども向け環境教育の推進 中播磨県民局県民生活部環境担当参事

西播磨「水と緑の郷づくり」構想の推進（西播磨「食と悠の郷」構想普及啓発事業） 西播磨県民局地域振興部農林水産振興担当参事

男のための「男女共同参画フォーラム」の開催 西播磨県民局県民生活部県民担当参事

住民参加によるホタルを育む水辺の調査 西播磨県民局県民生活部環境担当参事

｢但馬・いざないロード作戦」の推進 但馬県民局県土整備部企画調整担当参事

加古川の源流を生かした地域づくり 丹波県民局県土整備部土木担当参事
ペアミリオンウォークによる健康づくり 丹波県民局県民生活部健康福祉担当参事

（柏原健康福祉事務所健康増進課
篠山健康福祉事務所健康課）

丹波並木道中央公園の整備推進 丹波県民局県土整備部土木担当参事

海岸漂着ごみ処理対策の実施 淡路県民局県民生活部環境担当参事

オープンガーデンの推進 淡路県民局県民生活部環境担当参事

職域におけるノースモーキング作戦の推進 淡路県民局県民生活部洲本健康福祉事務所

「あわじ島環境畦畔（間伐材利用）」の整備推進 淡路県民局地域振興部農地整備担当参事

長期ビジョン推進委員会の設置・運営 ビジョン担当課長

高校生｢兵庫未来講座｣の実施 ビジョン担当課長

地域夢会議の開催 各県民局、ビジョン担当課長

地域ビジョン委員会の設置・運営 各県民局、ビジョン担当課長

県民行動プログラムに基づく活動の促進 各県民局、ビジョン担当課長

県民の参画と協働の推進に関する条例の施行 参画協働課

同条例に基づく「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」の策定 参画協働課

｢参画と協働｣全国シンポジウムの開催 参画協働課

参画・協働推進リーダーの配置 参画協働課

参画・協働推進本部の設置・運営 参画協働課

県民局と管内市町で構成する｢新たな社会活動システム研究会｣の設置 阪神北県民局企画調整部協働ｼｽﾃﾑ担当参事

職員に対する広報研修の充実 広報課、広聴室

いきいきさわやか県庁運動の推進 企画管理部総務課

わくわくワークショップ研修の実施 人事課

□参画と協働を総合的に推進します

□職員意識を醸成します

参画と協働の推進に向けての施策

推進体制の整備
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①新たな活動を生み、育む

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

3,035 参画協働課

　ＮＰＯ等が活動する過程において
生じる法律や会計・財務などの実務
的な諸問題についての専門相談窓
口を県民ボランタリー活動プラザに
設置する。

　弁護士会、公認会計士
協会の会員が専門相談
を実施
・相談件数：13件
・相談日数：８日

・相談日や相談者
など相談体制の拡
充

667 参画協働課

　外国人県民が安全で安心して生
活できる環境づくりを進めるため、多
言語による情報提供や日本語学習
の支援、外国人県民相談を充実す
る。

　NGOとの協働による外
国人県民相談活動の充
実
・相談件数：343件

・外国人県民から
の幅広い意見聴取
ときめ細やかな相
談の充実

26,286 国際政策課

　インターネットのホームページや
ファックスを利用して、被災地におけ
る地域活動に役立つさまざまな情報
（イベント、お知らせ、募集、出会い
の広場、団体）を収集、発信し、地域
活動のネットワークづくりを支援す
る。

　ひょうごコミ2ネットへの
会員登録を呼びかけ
NPO、団体、個人等が地
域活動に役立つさまざま
な情報を双方向に収集、
発信
・会員数：583団体・個人
・アクセス件数：12,732件

・地域情報システ
ムの即時性・検索
特性が生かせるパ
ソコン利用への移
行促進

5,060 生活復興支
援室

　被災地において誰もが安心して暮
らせるコミュニティの形成に向けて、
住民が身近なところで、地域活動に
関する情報の収集・発信や交流が
できる拠点として設置した地域活動
ステーションの運営に対する支援を
行う。

　地域のNPO・団体等が
地域活動ｽﾃｰｼｮﾝとなり
地域活動情報を収集・発
信
・設置数：283か所

・各ステーションの
自主運営の促進

12,403 生活復興支
援室

　活動情報サポーターが、災害復興
公営住宅等の閉じこもりがちな高齢
者等を個別訪問して、趣味の集まり
やグループ活動の情報の提供等を
行うことにより、生きがいづくりや仲
間づくりを支援する。

　生きがいづくりや仲間づ
くりに向けた地域活動へ
の参加呼びかけ
・活動情報サポーター登
録数：2,054人

・活動を継続しよう
とするサポーター
に対する活動の場
の提供

3,464 生活復興支
援室

　近年のツーリズム志向の高まりを
受け、地域ツーリズム情報の収集・
集積、情報発信のためのホーム
ページ作成により地域のツーリズム
資源の把握と情報発信を行う。

　市内各区役所と協力し
た情報収集
　観光振興面のノウハウ
豊かなひょうごﾂｰﾘｽﾞﾑ協
会へのＨＰ製作委託

・県民や地元団体
等と連携した情報
収集・提供

1,520 神戸県民局
地域振興部
産業労働担
当参事

　サポーター（無料登録会員）から、
イベント等の情報を収集するととも
に、ホームページやメールマガジン
でそれらの情報を発信していく。

　ホームページを構築
・開設時期：平成16年3月

・サポーターの参
画と協働による情
報の収集・発信

1,893 阪神南県民
局県民生活
部阪神芸術
文化・魅力
づくり担当
参事

250 阪神北県民
局県民生活
部県民担当
参事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

（１）「地域づくり活動支援指針」に関する施策

□多様な情報を提供します

ひょうごコミ２ネットの
運営

地域づくり活動の登
録制度の創設・運用

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

事業名

外国人県民安全・安
心ネットの推進

ＮＰＯ相談窓口の設
置

 地域活動ステーショ
ンの運営

まちかど活動情報
ネットワーク事業

神戸ツーリズム資源
情報の発信

阪神芸術文化サポー
トクラブ（芸術文化活
動に関する情報提
供・交換の場）の創設

県民運動情報提供事
業～タクシーＤＥゲッ
ト～
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事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　新しい文化や地域コミュニティづく
りなどの生活創造活動につながる実
践力や企画力を身につけた地域の
キーパーソン（プランナー）を養成す
ることをめざした講座を開設する。

　プランナー養成のため
の講座の開催
・開催数：117回
・受講者：249名

・県民プランナーが
学習成果を活用し
て社会へ参画する
ことに対する支援
の検討

7,010 生活創造課

　自らの学習によって得た知識や技
能を生かして、学習グループ等の活
動を支援することを希望する者を公
募し、登録する「生涯学習リーダー
バンク」を設置・運営する。

　リーダーバンク登録者
が学習の成果をボラン
ティア指導者として社会
に還元
・登録者数：延べ1,700人
・派遣数：2,799人

・新規登録者の確
保によるバンクの
充実
・登録者情報の県
民への提供方法の
充実

646 生活創造課

　高度化・多様化する生涯学習ニー
ズにこたえるため、県と県内の大学
が共同して、大学キャンパスをまる
ごと体験し、充実したスタッフや設備
で体系的な学習ができる社会人向
け専門講座「ひょうごオープンカレッ
ジ」を開設する。

　講座の開催
・開催数：8大学8コース
(各5回)
・受講者：268名

・県民の高度化・多
様化する学習ニー
ズにこたえる学習
機会の提供

4,181 生活創造課

　県内の各種講座やセミナーを分野
別やレベル別に体系化し、一元的・
総合的な情報提供などを行う。

　有識者や生涯学習関係
機関等からなる「生涯学
習研究開発会議」におい
て、新ひょうごインター
キャンパスを活用した事
業の展開について検討

・15年度で事業終
了

2,400 生活創造課

　生活創造センターや文化会館等、
地域の生活創造活動・生涯学習の
拠点において、豊かな地域の創造
等に係るテーマで、県民自らが企画
し、運営する講座の開設を支援す
る。

・全講座数：63講座
・受講者：2,682人
・支援内容：
　   講師団の派遣、開設
場所の提供等

・講座運営方法の
改善

1,636 生活創造課

　地域活動の指導者や実践者を養
成するための学習機会の提供を行
うため、いなみの学園をはじめとす
る県立高齢者大学を運営する。

　地域活動指導者養成講
座の実施
・講座数：2年制、3コース
・受講者数：314人
　大学を修了した高齢者
が学んだ成果を地域活
動として実践

・大学を修了した高
齢者が学びの成果
を活かして地域づ
くりなどに参画する
ための支援策の検
討

170,381 生活創造課

県民生活審議会答申(H15.2)のフォ
ローアップとして、地域団体が自ら
課題を発見し、課題解決に取り組む
ための様々な方策について検討す
る。

　活動リーダー、中間支
援組織などとの意見交換
を実施
・中間支援組織との意見
交換会２回（２５名）等

地域の課題解決に
向けた取り組み方
策の検討

- 生活創造課

　勤労者に対するボランティア活動
の普及・啓発を図る。（勤労者ボラン
ティア推進講師派遣、情報提供等）

　ボランティア推進講師の
派遣
・派遣数：3人
・派遣地域：3箇所

・勤労者に対する
ボランティア活動の
普及・啓発

569 雇用就業課

　キャリアアップに必要な職業能力
の習得方法等の紹介をはじめ、企
業へ専門コンサルタントを派遣し、職
業能力開発に関する技法を紹介す
るなど各種相談事業を実施する。

 各種支援事業の実施
・相談受付件数 ： 2,493
件
・個人向けセミナー延べ
受講者 ： 234人
・専門コンサルタント派遣
： 23回
・企業向けセミナー受講
者 ： 271人

・求職側と求人側
のニーズを踏まえ
た、より効果的な
職業能力開発の推
進

63,090 能力開発課

生活創造活動プラン
ナー養成講座の開設

ひょうごオープンカ
レッジの開設

地域創造市民塾の展
開

生涯学習カフェテリア
事業の推進

生涯学習リーダーバ
ンクの設置

□実践活動につながる学習機会を充実します

県民生活審議会答申
のフォローアップ(地
域団体活動活性化セ
ミナーの開催)

事業名

高齢者大学の運営

勤労者ボランティア促
進事業

Ｈｙｏｇｏしごと情報広
場における職業能力
開発支援（職業能力
開発支援センターの
運営）
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　被災地域に住む、または住んでい
た55歳以上の方々を対象に、被災
各地域において、生きがいづくりや
仲間づくりにつながる知識等を習得
するための各種講座を開設する。

　各種講座の開設
・いきいき仕事塾受講者：
1,180人
・１日仕事塾受講者：390
人

・元気な高齢者の
社会参加への気運
を継承し
・高齢者がボラン
ティアを始めとする
自主的な活動を行
い、積極的に社会
参加していけるよう
な意識の醸成と
きっかけづくり

33,800 生活復興課

　被災地において一人ひとりが地域
活動の主体的な担い手となり、いき
いきと暮らしていくための具体的な
知識や技術を学び、仲間づくりの
きっかけとなる「地域活動推進講座」
を開催するグループ・団体に講座開
催経費の一部を助成する。

　地域活動に自主的に取
り組むｸﾞﾙｰﾌﾟ・団体が企
画した講座に対して助成
金を交付
・支援した団体数：114団
体
・助成額：16,848千円
・開催を支援した講座数：
132講座
・受講者：5,670人

・各団体が助成金
に依存せず、自ら
の力で講座開催が
可能となるよう促
進

25,199 生活復興支
援室

　地域活動を実践しているグルー
プ・団体、個人が、専門的知識を学
び、資質向上やスキルアップを図
り、その成果を今後の地域活動に生
かすための学習機会を提供する。

　地域別講座等を開催
・初級：３ヶ所、９回
・中級：１ヶ所、４回
・総受講者数：189人

・受講者ニーズに
合わせた講座内容
のステップアップ

1,428 生活復興支
援室

　地域社会の共同利益に対する協
働の取り組みを実践するための課
題解決に向けて学ぶ「安全・安心の
まちづくり実践活動セミナー」を実施
する。

　「防犯まちづくり」をテー
マとするセミナーを開催
し、地元で活動している
住民をパネラーに選任
・開催時期：3月
・セミナー参加者：200人

・活動事例集の作
成
・より多くの県民に
対する「参画と協
働」の機運の醸成

833 神戸県民局
企画県民部
さわやか県
政連携担当

　地域や団体、グループ等の活動面
において中心的な役割を担っている
人、今後担おうとする希望者を対象
にワークショップ等、参加型会議の
理論と実践を学ぶ講座を開催する。

　講座の開催
・開催数：2回（平成16年2
月及び3月）
・総受講者数：44人

・リーダー育成のた
めの継続した取り
組みの実施

700 阪神北県民
局企画調整
部協働シス
テム担当参
事

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

39,648 青少年課

5,057 青少年課

242,571 社会福祉課

1,815,842 地域スポー
ツ活動室

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

安全・安心のまちづく
り推進運動の展開

地域リーダー養成講
座の開催

事業名

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照スポーツクラブ21ひょ
うごの推進

まちの子育てひろば
事業の推進

いきいき仕事塾の開
設

地域活動スキルアッ
プ事業

地域活動推進講座の
開催

“子どもの冒険ひろ
ば”パイロット事業

□多様な世代の参画・協働を促します

“若者の居場所づく
り”（「若者ゆうゆうひ
ろば」の設置）の推進
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②活動を高め、支える

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　地域づくり活動の第一線で活躍し
ているリーダーが、ふるさとづくりの
理念や理論・技法などを専門的、体
系的に学び、地域における課題発
見能力や解決能力を高める場として
開設する。

　講座の開催
・開催数：27回
・受講者数：
7期生　40人
8期生　37人

・講座内容・運営方
法の見直し
・卒塾者への支援

13,401 生活創造課

　　ひょうごボランタリープラザにおい
て、県民のＮＰＯの活動への参画
と、ＮＰＯの運営基盤の確立を支援
するために、ＮＰＯと協働しながら、
組織運営、人材活用、資金調達など
に関する知識や技術等を修得する３
種類の講座を実施する。
・トライアルコース（NPOの役割や内
容の理解を深め、実践活動の広が
りを支援するコース）
・マネジメントコース（NPOの運営基
盤を確立するために必要な知識を
体系的に学ぶコース）
・ガバナンスコース（NPOの代表者
等を対象に、NPOの適切な運営と健
全な発展を支援するコース）

　実行委員会の設置
・委員数：８名（うちNPO
等の団体関係者４名）
　講座の実施
・トライアルコース：40人
・マネジメントコース：30人
・ガバナンスコース：20人

・中間支援組織、
NPO等の人材活用
など講座運営の充
実

5,038 参画協働課

5,320 総合農政担
当課長

   まちづくり基本条例に掲げる“協働
のまちづくり”の理念のもと、地域に
根ざした地域住民の自発的かつ自
律的なまちづくり活動を支援するた
め、まちづくりアドバイザー、コンサ
ルタントの派遣、まちづくり活動助成
等を実施する。

　支援した住民団体数：
91地区

・県下全域におい
て住民主体のまち
づくりを推進するた
め、県下全市町で
の事業活用

60,106 都市政策担
当課長

　いきいき仕事塾の修了生からなる
「いきいきネットワーカー」が、災害
復興公営住宅の高齢者を対象に開
催する講座を助成する。

助成数：20団体
助成額：2,489千円

・元気な高齢者の
社会参加への気運
を継承
・高齢者がボラン
ティアを始めとする
自主的な活動を行
い、積極的に社会
参加していけるよう
な意識の醸成と
きっかけづくり

2,625 生活復興課

　被災地において地縁団体、ＮＰＯ・
ボランティアグループ、企業、個人の
協働による地域活動のしくみづくりを
進めるため、地域活動コーディネー
ターを設置し、相談、情報提供、マッ
チングを行う。

　相談等により住民や団
体の連携を促進
・調整件数：79件

・活動マネジメント
の向上やスキル
アップ機会の提
供、行政等との
ネットワーク化の促
進

9,584 生活復興支
援室

3,843 北播磨県民
局地域振興
部農地整備
担当参事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

事業名

ＮＰＯ大学事業の実
施

□地域に根ざした活動を支える人材が力をつけるための取り組みを支援します

食育推進ボランティア
育成・活動支援事業
（食育実践地域活動
推進事業）

地域活動コーディ
ネーターの配置

いきいき仕事塾修了
生開設講座支援事業

ふるさとひょうご創生
塾の開設

まちづくり支援事業

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

北はりま田園空間博
物館交流推進事業
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事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

20,740 生活創造課

　外国人の活動支援、日本人の国
際理解、県民参加の中核施設として
ひょうご国際プラザを運営する。

　国際情報センター、外
国人ビジターズセンター、
日本語教育推進室、ＮＧ
Ｏ活動支援室等の運営

・一層の広報によ
る施設利用の推進

226,593 国際政策課

　行政、NPO等市民活動団体、学識
者等からなる検討委員会を設置し、
拠点開設の意義、拠点機能等につ
いて意見交換や必要な調査を実施
するなど、実現に向けたプロセスを
共有しながら計画案を検討する。

　検討委員会を開催（平
成16年３月にとりまとめ）
・開催数：6回
・委員数：14名

・検討委員会での
取組や成果を意義
あるものとするた
めの、公民協働に
よる地道な取組の
継続

175 阪神北県民
局企画調整
部協働シス
テム担当参
事

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　被災地内における団体・ＮＰＯの立
ち上げ期の初期投資に対する貸付
制度の対象を県下一円の団体・ＮＰ
Ｏに拡充し、コミュニティビジネスを
はじめとした様々なボランタリー活動
の活性化を図る。

　学識経験者など、ＮＰＯ
法人の経営・貸付事業等
に知識のある者による審
査会の設置
・開催数：２回
・委員数：５名

・制度の普及・啓発
による活用促進

3,331 参画協働課

　ＮＰＯ等の持つ発想や専門知識・ノ
ウハウ・地域性などを生かせる領域
において、ＮＰＯ等に事業委託する
ことにより、多彩なニーズに合った
サービスの向上を図る。

　事業委託のしくみづくり
について検討

・NPOと行政の協
働会議等を活用し
た事業委託方法の
検討

ー 参画協働課

　コミュニティ・ビジネスの事業の立
ち上がり経費の一部補助、個別コン
サルタントの派遣等を実施すること
により、県下各地域において、コミュ
ニティ・ビジネスの創出を支援する。

　ＮＰＯ等に広く事業化を
公募
・応募数：44団体
・助成数：15団体

・事業のさらなる普
及啓発

53,892 雇用就業課

　地縁的な団体が自主的に実施し
始めた地域文化活動など、地域の
「ともしび」が広がるよう地域文化活
動の育成支援を行う。

　市民活動支援のための
補助金（活動支援）交付
・支援数：18件

・平成15年度で事
業終了

875 神戸県民局
企画管理部
さわやか県
政連携担当
参事

③活動をつなぎ、拡げる

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

－ －

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

事業名

地域共生ビジネス離
陸応援事業

ＮＰＯ等への事業委
託の推進

ＮＰＯコミュニティビジ
ネス等活動応援貸付
制度の充実（基金）

□みんなの情報をつなぎます

事業名

地域づくり活動登録
制度の創設・運用（再
掲）

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

ひょうご国際プラザの
設置･運営

地域生活創造情報プ
ラザの設置・運営（生
活創造センター構想
の推進）

“地域のともしび活
動”育成事業

事業名

□県民の主体的な活動拠点を充実します

□活動に必要な財政的基盤の充実を支援します

活動拠点の開設に向
けたプラットホームの
立ち上げ
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人権関係機関、地域・職域団体、Ｎ
ＰＯ等で構成する「ひょうご人権ネッ
トワーク」のもとに、人権擁護にかか
わる啓発・相談・援助等の活動を連
携・協働して重層的に展開する。

　ネットワークの設立
・構成団体数：49団体
　連絡会議の開催
・開催回数：１回
・参加者数または委員
数：49人
　人権バスツアーの実施
・参加者数：42人

・未参加団体等へ
の参画の促進
・共同事業の円滑
な実施

3,106 人権担当課
長

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　「ひょうご交流社会創造ビジョン」に
基づき、県民や地域が、相互に交
流、連携、補完、共生しあう多彩な
交流社会の実現に向け、水辺や森、
まちやむらなどをテーマにした交流
と連携の絆を深める地域連携モデ
ル調査を実施するなど、課題解決型
の交流・連携の地域づくり活動支援
のための施策を展開する。

　フォーラムへの参加、事
業委託
・ひょうごふるさとづくり交
流会議　研修交流会（主
催：同会議　参加人数：
160人）
・越知川名水街道をゆく
（主催：ひょうご交流人ク
ラブ　参加人数：40人
・加古川流域サミットin丹
波（主催：同実行委員会
参加人数：90人）

・課題解決型の交
流・連携の地域づく
り活動を活性化す
るための支援の充
実

3,200 地域担当課
長

  　県民運動のさらなる広がりと深ま
りに向け、「こころ豊かな美しい兵
庫」を新しい目標として、多様な主体
の連携と協働をもとに積極的な展開
を図る。

　個人・団体・グループ・
ＮＰＯ等の多様な主体が
自ら地域課題を発見し、
課題に応じ重層的なネッ
トワークを築きながら連
携協働する“こころ豊かな
美しい兵庫”をめざす県
民運動を支援した。

・“こころ豊かな美
しい兵庫”をめざす
県民運動を支援す
るための施策の展
開の趣旨に賛同
し、ともに実践を行
おうとする団体の
増加

46,618 参画協働課

100,000 参画協働課

　県民が地域において環境学習に
取り組めるよう、指導者養成研修の
実施及び環境学習器材の貸出を行
い、環境学習支援体制の整備を強
化する。

　環境ＮＰＯや環境保全
に取り組む県民の参画を
得て、研修を実施
　子ども等の参加する環
境教室等への環境学習
器材の提供

・県民がいつでもど
こでも環境学習に
取り組める支援体
制の強化

1,000 環境政策課

　都市住民が棚田における農作業を
体験し、地元農業者との交流する機
会を提供することにより、棚田保全
に対する応援の輪を広げる。

　地元農業者の参画を得
ながら推進
・棚田集落：４箇所実施
・棚田交流人：44人登録
（累計646人）
・平成15年度活動者数：
延べ2,077人

・登録者数の増加
・イベントの趣向の
工夫

1,752 農村環境課

　震災後、市街地に放置され、復興
まちづくりを進める上で課題となって
いる空き地について、まちづくり協議
会等が地域の賑わいや憩いの場と
して活用し、まちに賑わいを創出す
る活動（祭りやｲﾍﾞﾝﾄ、ｽﾎﾟｰﾂ教室
等）を支援する。

　地域団体が中心になっ
て行う、住民主体の取り
組みに対して助成金を交
付
・助成数：８団体

・事業周知等の広
報活動の強化

8,097 復興企画課

　国の「緊急地域雇用創出特別交付
金」を活用して、被災高齢者の見守
りや被災者の元気づけ、コミュニティ
づくりの支援など生活復興につなが
る事業をＮＰＯに委託して実施する。

　事業のNPOへの委託
・委託団体数：11団体
　雇用の創出
・雇用創出数：68名（内新
規雇用者57名）

・多くのＮＰＯが企
画提案できるような
広報活動の強化

78,507 生活復興課

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

□多様な主体をつなぎ、地域固有の取り組みを支援します

事業名

“こころ豊かな美しい
兵庫”をめざす県民運
動の推進

地域団体活動パワー
アップ事業

生活復興のためのＮ
ＰＯ活動支援事業

被災地空き地活用パ
イロット事業

環境学習支援体制の
強化

棚田保全ボランティア
による棚田保全活動
の推進

ひょうご交流社会創
造ビジョンの推進

ひょうご人権ネットの
推進
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県民、各種団体、ボランティアグ
ループ、企業等が連携して生活復興
県民運動に取り組む「生活復興県民
ネット」の運営を支援する。

　多様な主体が参画し、
事業活動を企画・検討す
る委員会等を設置・運営
・生活復興県民ネット構
成員：県域の各種団体、
ボランティアグループ、企
業等（56団体、４個人）
・幹事会（56団体、４個
人）　１回開催
・役員会（33名）　１回開
催
・企画委員会(31名）１回
開催

・ＮＰＯ、ボランティ
アグループなど多
様な主体の参画の
促進

11,381 生活復興支
援室

ー ー

ー ー

ー ー

地域の裏山の利活用方策を住民と
ともに考え、実践していくために神戸
市東灘区森北地区において、地域
住民の参画によるコミュニケーション
型県土づくりモデル事業を実施す
る。

　六甲山活動団体ファイ
ル「六甲の森の仲間た
ち」を作成
　3月に団体のネットワー
ク形成を目指した交流会
を開催
・参加者数：30人

・より広範な住民の
参画を得るため、
六甲活動団体ファ
イルに個人の活動
家を含めることを
検討

5,653 神戸県民局
県土整備部
土木担当参
事

2,460 神戸県民局
企画県民部
企画担当

　管内の市町、警察署、地域団
体、補導委員、青少年本部等と連
携し、青少年に有害なチラシのポ
ストへの投函防止を図るため、各
家庭の理解を得ながら自宅ポスト
等にステッカーを貼る運動を進
め、「地域DE見守りたい」という
運動として、地域での青少年健全
育成の機運の醸成を図る。

　管内各市町、警察
署、青少年本部の連名
でステッカーを作成
　青少年愛護活動推進
員が、管内の巡回指導
の際に希望者へステッ
カーを配布
　「阪神北地域青少年
育成スクラム会議」等
を通じ各市町、関係団
体を通じて79,190世帯
にステッカーを配布

・事業の地域への
定着
・青少年の健全育
成を考える気運の
醸成

550 阪神北県民
局県民生活
部県民担当
参事

　中心市街地の既存商店街の活性
化に向け､多角的な視点から積極的
に打開策を講じるため、先進的なモ
デル事業として、学生が商業者と一
体となって実践的に取り組む独創的
な活性化事業を支援する。

　ワークショップを開催し
商店街の方向性等を検
討
・参加者：三田市銀座商
店会と関西学院大学総
合政策学部学生７名

・学生の増員
・商店街の活性化
への取り組みの継
続

98 阪神北県民
局地域振興
部産業労働
担当参事

21,355東播磨県民
局企画調整
部水辺の地
域づくり担
当参事

　農産物の加工・流通・消費に係る
ことから、グリーン・ツーリズムなど
の人的な交流活動まで、農業・農村
に係る全ての活動を通じて魅力ある
北播磨のアグリビジネスの構築を行
う。

　アグリビジネス・ネット
ワークの構築
・構成団体：133団体
　食と農のフォーラムの
開催
・参加者：236人

・アグリビジネス・
ネットワーク活動の
充実

1,500 北播磨県民
局地域振興
部農林振興
担当参事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

阪神北地域商学官連
携モデル事業

いなみ野ため池ﾐｭｰｼﾞ
ｱﾑ創設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推
進

地域夢会議の開催

地域ビジョン委員会
の設置・運営

県民行動プログラム
に基づく活動の促進

青少年健全育成事業
～青少年クリーンネッ
ト「地域DE見守りた
い」～

灘（六甲山～東部新
都心）文化軸活性化
支援・県市協働事業
（ﾃｰﾏ型地域活動へ
の支援のあり方検討）

参画と協働による「六
甲の森づくり」

「生活復興県民ネッ
ト」の活動支援

北播磨アグリビジネス
の支援
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5,100（うち
市町負担
1,700）

中播磨県民
局県民生活
部県民担当
参事

　高齢者が豊かな知識や経験を活
かし、お互いに支えあうとともに、青
少年健全育成等に取組み、誰もが
生きがいを持って生活できる地域社
会の実現を目指す。
・やさしい知恵の名人募集・登録：高
齢者の知識を登録した冊子「やさし
い100人の知恵」の作成・配布
・高齢者生活支援エコマネーモデル
事業の実施：宍粟郡一宮町でのモ
デル実施
・広域福祉移送システムの構築：佐
用郡での本格実施と宍粟郡各町で
の実施に向けた検討

　やさしい知恵の名人募
集・登録
・登録者：10分野100人
　冊子「やさしい100人の
知恵」を活用した情報発
信
・作成部数：500部
・配布先：保育所、小学
校、幼稚園　等
　地域通貨を活用した特
定地域内でのコミュニティ
活動の促進
　要介護高齢者や障害者
を対象とした相互援助シ
ステムの運営

・「やさしい知恵の
名人」西播磨全域
への拡大
・冊子「やさしい100
人の知恵」の拡充
と利用促進
・エコマネー及び広
域福祉移送システ
ム制度の普及啓
発、利用促進及び
実施地域の拡大

398 西播磨県民
局県民生活
部健康福祉
担当参事

　鳥取県と兵庫県は、古くから地域
的につながりが強く、温泉や山陰海
岸、山・海の幸など多くの共通した
観光資源に恵まれている。このた
め、県境をこえた観光地づくりを推
進し、両地域への観光客の増加を
図るため、鳥取県との共同により
様々な事業を実施した。

　山陰海岸クリーンキャン
ペーンの実施
・実施箇所：兵庫・鳥取の
７市町
・実施期間：H15.6.30～
H15.7.21
　因幡・但馬オススメ
ビューポイント写真コンテ
スト（秋・冬部門）の開催
・応募数：172点
・実施期間：H15.9.22～
H16.2.27）
　湯めぐり温泉スタンプラ
リー
・応募数：307人
・実施期間：H15.10.1～
H16.3.20

・幅広い県民の参
画
・問題意識の共有
・広報活動の充実

1,400 但馬県民局
地域振興部
産業労働担
当参事

　近畿圏最大級の茶すり山古墳を
中核とした交流拠点の整備や既存
地域資源のネットワ－ク化を進め、
南但馬地域をはじめとする但馬地域
の活性化や歴史文化を活かした交
流促進を図るため「南但馬歴史・文
化ミュ－ジアム構想（仮称）を策定
し、構想の実現に向けた総合的な
フォロ－アップを行う。また、豊かな
地域資源を活用し、地域が一体と
なって花と緑による魅力ある農山村
の景観づくりの推進を図る。

　情報公開と意見・提案
の募集（中間報告策定
時）
・提出意見数：1件
　検討委員会（学識者、
地元市町・住民等で構
成）設置による構想策定
・実施回数：３回
　ワ－クショップの開催
・開催数：２回
・参加者：12名

・各方面の参画と
協働による事業展
開方法の検討

3,697 但馬県民局
企画調整部
企画調整担
当参事

2,664 但馬県民局
企画調整部
ｺｳﾉﾄﾘ翔け
る地域づく
り担当参事

649 淡路県民局
県民生活部
環境担当参
事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

あわじ菜の花エコプロ
ジェクトの推進

「ＪＲ播但線」列車通
学生徒のマナーアッ
プ運動の展開

いきいき元気高齢者
活動支援事業

鳥取県との広域観光
の推進

南但馬歴史・文化
ミュージアム構想（仮
称）の推進

コウノトリと共生する
地域づくりの推進

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照
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事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

－ －

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

－ －

73,349 参画協働課

ひょうごボランタリー
プラザ交流サロンの
拡充

地域生活創造情報プ
ラザの設置・運営（生
活創造センター構想
の推進）（再掲）

□活動を総合的に支える中間支援組織を支援します

事業名

事業名

□各地域での総合的な支援拠点機能を充実します

 ひょうごボランタリー
プラザの充実（再掲）

ひょうごボランタリー
プラザ交流サロンの
拡充（再掲）

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照 ひょうごボランタリー
プラザの充実
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①県民と情報を共有する

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

さまざまな情報を県民と共有するた
め、広報紙やテレビ・ラジオ番組を
はじめ、インターネットなどを効果的
に活用した県政情報の積極的な提
供を行う。

　読者や視聴者からの意
見を受け付け、紙面づくり
などに反映
　モニター制度を試行実
施
・モニター人数：352人

・県民の意見・提案
を反映した広報活
動の実施
・意見の反映状況
の県民へのフィー
ドバック

843,154 広報課

　県民の県政への参加をより一層促
進し、公正で透明な開かれた県政を
実現するため、公文書の公開、情報
提供等、情報公開制度の適正な運
営に努める。

条例の運用状況等を
ホームページ上において
公開

ホームページ内容
の充実検討

6,271 県民情報室

　「附属機関等の設置及び運営指
針」の規定に基づき、会議の公開等
を進め、会議運営の一層の合理化、
活性化及び透明性の向上を図る。

　審議会等の情報をホー
ムページで一元的に公開
する仕組みについて、広
報課と調整
　審議会等の会議等の公
開状況及びホームページ
の作成状況について庁
内各課室を調査

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に附
属機関等の一覧を
掲載するなど、県
民の立場に立った
分かりやすい情報
提供

ー参画協働課

　「食」の安全・安心は、県民への正
確な情報の受発信（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ）が最も重要な課題と捉え、食の安
全・安心を広く公開、論議する場とし
て推進会議を設置、開催する。

　推進会議の開催
・開催数：3回
・審議事項：『ひょうご
「食」の安全・安心推進計
画』の検討

・「食」に係るリスク
コミュニケーション
（食品の安全性に
関する正確な情報
を関係者が共有し
つつ相互に意思疎
通を図ること）の推
進
・「食」に関する政
策の情報につい
て、県民への効果
的な発信方法と、
県民からの積極的
な意見募集の方法
の検討

1,944 生活衛生課

　地縁的な県政とつながりの深い団
体の役員に対し県立施設見学を行
い、神戸地域の人々の県政への理
解を深めるとともに、神戸地域間で
西部地域、東部地域などの人々の
交流の促進を図る。

　神戸市内の県立施設見
学会の実施
・実施時期：9月
・参加者：各種住民団体
リーダー
・参加者数：50人

・見学会開催場所
を近隣市町まで拡
げることも含め、県
民の参加しやすい
実施方法の検討

243 神戸県民局
企画県民部
さわやか県
政連携担当
参事

　地域住民に対する建設中のダム
の見学会を開催し、工事規模の大き
さを体感し、工事への理解と石井ダ
ムの役割・効果および工事への理
解を深める。

　ウォーキングを兼ねた
ダム見学会を実施
・実施時期：7月
・参加者：地域住民
・参加者数：700人

より県民の参加し
やすい見学会の開
催方法の工夫

3,000 神戸県民局
県土整備部
土木担当参
事

（２）「県行政参画・協働推進計画」に関する施策

□県民が主体的に選択できる情報を提供します

知事定例記者会見の
実施

情報公開制度の運用

事業名

サンテレビ「日曜さわ
やかトーク」の放送

全世帯配布広報紙
「県民だよりひょうご」
の拡充

石井ダム現場見学会
の開催

印刷・電波・映像媒
体、インターネットによ
る広報活動

県政PR視察会の開
催

ラジオ「知事トーク」
コーナーの放送

審議会等の公開促進

ひょうご｢食｣の安全・
安心推進会議の創設
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　管内をｹｰﾌﾞﾙテレビがカバーして
いることから、東播磨地域における
県政広報番組「東播磨ハートランド
だより」を制作し,ACTV135、BAN-
BANテレビで放送した。２か月毎に
番組内容を更新。

　参画と協働の推進と
ネットワークづくりをめざ
す東播磨地域ビジョン委
員会の取り組みを10、11
月､12、１月に紹介

・地域ビジョン委員
会等参画と協働を
進めるグループの
番組づくりへの参
画

5,196 東播磨県民
局企画調整
部企画調整
担当参事

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

ービジョン担
当課長

　県の男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策や人権の侵害に
係る県民からの申出に対応するた
め、申出処理委員を設置する。

　委員の設置と申出の処
理
・申出処理委員　３人
・申出処理案件数　６件

・制度周知の徹底 2,694 男女家庭課

  男女共同参画社会の形成の状
況、県や市町の施策の状況をまと
め、公表することを通じて、県民とと
もに男女共同参画社会づくりを進め
る。

　12月下旬に1,000部発
行
・配付先：県内市町、関係
機関等

・白書作成により明
らかになった、男女
共同参画社会づく
りを取り巻く現状・
課題を、今後の施
策展開に反映

750 男女家庭課

　県が実施する施策について、「い
つまでにどのようなことを実現する
のか」を明確にするとともに、その評
価結果を公表することにより、透明
性の高い県政の実現を図る。

　評価結果をホームペー
ジ上において公開

・公表内容に対す
る県民の意見の政
策評価制度改善へ
の活用

ー財政課

　外部の専門的な知識を有する者に
よる外部監査を導入することにより、
本県の監査機能の独立性・専門性
を一層充実させ、県行政の検査へ
の県民参画の推進を図る。

　監査結果をホームペー
ジ上において公開

・措置結果のホー
ムページへの掲載
について検討

20,325 財政課

  投資事業の必要性や効果等を適
切に評価することにより、投資効率
を高めるとともに、実施過程の透明
性の一層の向上を図る。

　総合事業等審査会等に
おいて評価を実施し、そ
の結果及び評価調書を
県ホームページ上におい
て公表

・適切な評価の実
施及び公表を通じ
た、事業の必要性
や有効性等につい
ての県民への説明
責任を果たしていく
ことによる透明性
の確保

1,500 新行政担当
課長

　研究資源の効果的な配分ととも
に、研究業務に対する県民の理解と
支持を得るため、県立試験研究機
関で実施される研究業務について、
事前、中間、事後及び追跡の各段
階において｢科学技術会議・評価委
員会｣及び各部単位の「評価専門委
員会」による外部評価と県立試験研
究機関における内部評価を重層的
に実施する。

　ユーザーの代表、民間
の有識者等から構成され
る評価委員会等による研
究課題の評価
・開催数：３回
・委員数：28名

・研究の重点化と
研究マネジメント機
能の強化
・新たなニーズ・課
題への的確な対応

1,821 科学振興担
当課長

10,438 生活復興課

　地域整備事業会計に損益勘定を
設置し、財務状況や経営成績をより
明確にする。また、環境保全への取
り組みを推進するため、環境会計の
手法により環境保全コストや効果を
計算し公表する。

・財務状況や経営成績を
より明確にした会計制度
の見直し検討
・環境会計の公表

・経営状況の実態
に即したわかりや
すい情報の提供

ー企業庁総務
課

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照被災者復興支援会議
Ⅲの活動支援

県立試験研究機関に
係る評価システムの
運用

男女共同参画社会づ
くり条例に基づく県民
からの申出処理制度
の運営

企業庁における会計
制度の見直し検討、
環境会計の導入・公
表

美しい兵庫指標の運
用

□県行政の評価・検証への県民参画を進めます

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

事業名

男女共同参画白書の
作成

投資事業評価の実施
と評価結果の公表

政策評価の実施と評
価結果の公表

外部監査人による監
査

ＣＡＴＶを活用した県
政情報番組「ハートラ
ンドだより（仮称）」の
開設
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②県民と知恵を出し合う

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　県のホームページに知事宛のメー
ルボックスを開設し、電子メールによ
り県政に関する照会、意見等に対応
することを通じて、県民との対話機
会を充実させる。

　受信件数：721件 ・制度の県民への
周知
・県民意見の施策
への反映

ー広聴室

　県民が知事と直接対話する機会を
設け、県民自らの生活や実践活動
に基づく県への意見・提言を県政に
反映させる。

　参加者：６人 ・県民への周知
・県民意見の施策
への反映

1,509 広聴室

　地域団体等からの要請を受け、県
民局職員が現地に出向き、県の施
策等について説明するとともに、意
見交換を行う。

　参加者：40,540人 ・制度の県民への
周知

4,824 広聴室

　成熟社会にふさわしい「参画と協
働」の実現に向けて、県民とともにさ
わやかな県政を進めるため、知事と
県民が対話する機会として、地域づ
くりについて幅広い意見交換を行
う。

　さわやかフォーラム参
加者：2,167人
　さわやかトーク参加者：
386人

・開催結果の県民
へのわかりやすい
情報提供

8,150 地域担当課
長

ー参画協働課

　ＮＰＯと行政が協働して地域におけ
る福祉、子育て、環境などさまざまな
課題の解決に取組めるよう、ＮＰＯと
行政が協議、情報交換等を行うた
め、「ＮＰＯと行政の協働会議」を開
催する。

　地域課題の解決に取り
組めるようNPOと行政が
協議・意見交換
・開催数：13回

・NPOと行政の積
極的な協議・意見
交換

2,115 参画協働課

　地域の課題解決と活性化を目的と
して、団体・NPO等が行政と協働し
て取り組む事業に対し助成する。

　NPO関係の専門家、学
識経験者等による審査の
実施
・助成件数：23件

・事業の協働実施
の促進

16,400 参画協働課

　少子・高齢社会の展望を描くととも
に、保健、医療、福祉の分野別行動
計画等の礎となる基本理念や基本
目標、取組方向等を示す「少子・高
齢社会ビジョン（仮称）」を策定する。

　学識経験者等からなる
有識者検討会議におい
て、関連分野における現
状や課題、今後の方向性
等について検討
・開催回数：４回
・委員数：10名
　「少子・高齢社会」につ
いての県民意識を把握す
るため、県民意識調査を
実施
・標本数5,000
・回収数3,160(63.2%)

・公募により選任さ
れた委員が参加す
る策定委員会の設
置
・パブリック・コメン
トの実施等、県民
意見の反映

1,000 健康福祉政
策担当課長

　開発事業の計画策定者が施策や
計画等の立案段階から行う環境配
慮を支援する。

　戦略的環境アセスメント
における県民からの地元
環境情報収集のしくみに
ついて検討

・県民が把握する
地元環境情報を提
供する機会・場の
充実

1,000 環境影響評
価室

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

事業名

□県民提案の機会を充実します

「さわやかフォーラ
ム、さわやかトーク」
の開催

「さわやか県民局」の
実施

少子・高齢社会ビジョ
ン(仮称)の策定

戦略的環境アセスメ
ント制度の導入

「さわやか提案箱」の
実施

「さわやか対話室」の
実施

行政・NPO協働事業
助成

県民意見提出手続
(パブリック・コメント手
続)実施要綱の効果
的な運用

ＮＰＯと行政の協働会
議の開催
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　厳しい経済・雇用情勢に対応する
ため、ひょうご経済・雇用再活性化
プログラム推進会議等を設置し、プ
ログラムの推進状況を踏まえながら
新たな施策を盛り込むなど、プログ
ラムのフォローアップを行い、Ｈ１６
年度までにしごと・雇用の創出を促
進する。

　学識経験者、産業界・
労働界の代表者などで構
成するひょうご経済・雇用
再活性化プログラム推進
会議で産業・雇用施策を
検討
・開催数：３回
・委員数：17名
　産業振興パートナーか
ら地域の経済状況につい
て情報収集し、意見反映

新プログラム策定
過程での県民参画

1,707 産業政策担
当

　農林水産ビジョンの実現に向けた
取組を評価・検証し、その着実な推
進を図る。

　ひょうごみどり白書2003
の作成・公表
　ひょうごみどり白書2003
に関するアンケート調査
の実施
　農林水産政策審議会の
運営

・各種メディアや各
種機会を通じた情
報発信
・県民意見の収集
と施策への反映

3,259 総合農政担
当課長

今後の病院運営の参考とするため、
県民等から意見を徴する。

　機会をみつけて実施（７
カ所）

一層多くの県民か
らの声をきくことが
できるように企画・
検討

0 病院局企画
課

　丹波の多彩な資源を活かした新た
な交流を促し、丹波の魅力の発信と
交流基盤づくりを図るため、地域内
外のグループや団体が取り組もうと
する提案を募集し、優れた活動を支
援する。

　提案を広く県民に公募
し、助成
・申請数：２３事業
・助成対象：６事業
・助成総額：4,296千円

・県民の参画と協
働による丹波の魅
力づくりをさらに進
めるための新しい
取り組みの発掘と
支援

4,481 丹波県民局
企画調整部
魅力づくり
担当参事

　荒廃が危惧される諭鶴羽山系につ
いて、その状況や要因を調査し、人
と自然が共生する自然環境の保全・
創造を進める総合プランを策定す
る。

　プラン策定委員会の設
置
・開催数：3回
　住民参加型調査の実施
・実施数：2回
　ｱﾝｹｰﾄ調査の実施
・対象数：6,300人（全数
調査）
・回収率64.8％

・更に多くの参画の
機会を創出するた
め、ﾌｵｰﾗﾑ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯ
ｸｺﾒﾝﾄ･環境教育ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ等の実施

9,941 淡路県民局
地域振興部
農林水産振
興担当参事

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

0 参画協働課

　流域全体で考える総合的な治水対
策の検討を行うとともに、地域住民
の意見を反映した河川整備基本方
針を策定する。その後引き続き、河
川整備計画を策定する。

　学識経験者、地域住民
からなる「準備会議」にお
いて、「（仮称）武庫川委
員会」の委員会のメン
バーや運営方法について
議論し
・開催数：17回
・委員数：10名
　準備会議での検討結
果、提言を受け「武庫川
流域委員会」を設置
・開催数：1回
・委員数：25名（公募によ
る委員10名を含む）

・「武庫川流域委員
会」における参画と
協働の理念に基づ
く責任ある議論の
確保、検討
・方針・計画に対す
るパブリックコメント
の実施

20,000 河川計画課

7,500 阪神南県民
局県民生活
部県民・環
境担当参事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

ひょうご経済・雇用再
活性化プログラムの
フォローアップ

ひょうご農林水産ビ
ジョン2010のフォロー
アップ

「さわやか病院トーク」
の実施

御前浜水環境の再生

丹波魅力づくり提案
事業の公募実施

附属機関等の委員の
公募に関する指針の
策定・運用

事業名

河川整備基本方針・
河川整備計画の策定

論鶴羽山系総合プラ
ンの策定

□審議会などへの県民の参画機会を拡げます
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③県民と力を合わせる

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　地域で青少年の非行問題に取り
組む団体の活性化を図り、その団体
を中心にして地域の関係者が一体
となって非行問題に取り組むための
しくみづくりを推進する。

　地域で自主的に非行問
題にとりくむ団体等に対し
て、助成を実施
・助成数：９団体

・サポート・モデル
の中の一つの事業
を全県的に展開す
る（→ハート・ブリッ
ジ運動）

1,489 青少年課

　地域や職場等において、男女共同
参画社会の形成を推進するため、
普及広報活動等を展開する「男女共
同参画推進員」を設置する。

　県内各地域に設置
・設置人数：340人
・任期：Ｈ14～H15年度
・活動事業：23事業（10箇
所）

・任期終了後の推
進員が今後地域で
活動するうえでの
フォローアップ

5,218 男女家庭課

　男女共同参画プランの内容等につ
いて県民に広く周知し、男女共同参
画社会の形成に向けた取り組みの
積極的な参画を促進する。

　広く県民の参加を募っ
て開催
・日時：平成15年９月９
日、10日
・場所：県立淡路夢舞台
国際会議場
・内容：基調講演、対談、
分科会
・参加者：900人

・共催団体である、
ひょうご男女共同
参画推進協議会
（地域団体等で構
成）の事業への具
体的、積極的な参
加・参画の促進
・県民ニーズに合
致した大会テー
マ、内容の設定
・大会で得た県民
意見の男女共同参
画事業等への反映

1,190 男女家庭課

　救急・救助、医療、介護など専門
的な知識・技能を必要とする分野に
ついて、災害救援専門ボランティア
を登録し、県内外で大規模な自然災
害や事故等が発生した場合に、被
災地へ派遣する。

　災害救援専門ボラン
ティアの登録
・登録者：専門的な知識・
技能を有する県民
・登録者数：951人

・体制を充実強化
するため、被災地
で必要とされる専
門分野の見直し、
拡充を常時県民と
ともに検討

4,752 防災企画課

　兵庫県が全国に先駆けて全小学
校区に設置を進めている「スポーツ
クラブ21ひょうご」との連携を促進す
ることにより、県下全域において「県
民総参加の国体」に向けた取り組み
を展開する。

　国体開催気運を盛り上
げるため、ＰＲ冊子「あな
たも参加 2006のじぎく兵
庫国体」（4000部）、「小
学生向け国体ハンドブッ
ク」（7700部）を作成し、
「スポーツクラブ21ひょう
ご」などに配布

・のじぎく兵庫国体
と「スポーツクラブ
21ひょうご」との連
携促進

5,500 のじぎく国
体局総務課

　県民一人ひとりが自らの生活を見
つめ直し、生活習慣を改善するとと
もに、従来にも増して健康増進や疾
病の予防を目指し、個人の努力と併
せて社会全体で健康づくりを支援す
ることが求められていることから、㈶
兵庫県健康財団を中心に「健康ひょ
うご２１大作戦」を展開する。

　多くの県民・団体ととも
に推進
・健康ひょうご２１県民運
動参画団体数：1,123団
体
・健康ひょうご２１県民運
動推進員：2,518名（累
計）

・各種団体の県民
運動への参画
・県民運動推進員
の養成、効果的な
活用

80,887 健康ひょう
ご推進担当
課長

　食の健康運動リーダーによる保育
所、幼稚園等での保護者を対象とし
た実践活動や、中・高校生の食の健
康リーダーの育成などを行い、県民
の主体的な取組みによる「ひょうご
“食の健康”運動」を展開する。

　食の健康運動リーダー
の設置
・人数：1,444人

・地域への活動支
援
・職域団体との連
携
・市町への取り組
み強化
・参画と協働の理
念に基づいた多様
な主体の参加によ
る事業の積極的な
展開

14,301 健康ひょう
ご推進担当
課長

ひょうご“食の健康”
運動推進事業

青少年非行防止サ
ポート・モデル事業の
展開

男女共同参画推進大
会の開催

のじぎく兵庫国体と｢
スポーツクラブ21ひょ
うご｣との連携

男女共同参画推進員
の設置

災害救援専門ボラン
ティア制度の推進

健康ひょうご21大作
戦の推進

事業名

□協働で実施する範囲や事業を拡充します
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　震災の教訓から整備された県災害
医療センター内に設置する、災害救
急医療情報指令センターをキース
テーションに、医療機関、消防機関、
健康福祉事務所、災害拠点病院等
で構成される広域災害・救急医療情
報システムを活用することにより、県
災害救急医療システムの整備・充実
を図る。

　広域災害・救急医療情
報システムにおいて、医
療機関、消防機関等と連
携し、中小規模災害等の
災害救急医療に対応

・広域災害救急医
療情報システムを
活用した災害医療
システムの充実

240,320 医療課

　行政との連携のもと、兵庫県看護
協会がコミュニティプラザ等で「まち
の保健室」を実施し、健康相談や育
児相談を実施するとともに、高齢世
帯生活援助員（SCS）等とともに「ま
ちの保健室」キャラバン隊として閉じ
こもりがちな高齢者への訪問活動を
行う。

　ボランティアを中心に、
多くの県民の協力を得な
がら実施
・ボランティア参加者数：
1,458人
・来所者数：5,832人
・研修延べ参加者数：270
人

・事業の対象を高
齢者、子育て中の
親から精神障害や
思春期のこころの
問題等に拡げ地域
の健康づくりのしく
みとして、全県展
開を図るため支援
を強化

18,800 健康増進課

　県民と行政が協働して健やかなま
ちづくりを実現するため、コミュニティ
単位で健康づくりに関して話し合い
を行うコミュニティミーティングを実施
する。

　コミュニティ・ミーティン
グを通して作成した施策
提案を健康ひょうご21市
町計画等、保健医療福祉
計画に反映
・実施箇所：９福祉事務所

・全健康福祉事務
所で実施し、コミュ
ニテイミーテイング
を県内に普及させ
ることにより、住民
主体の健康なまち
づくりを支援

7,980 健康増進課

　障害者の雇用・就業を支援するた
め、ＮＰＯ、事業主団体をはじめ各支
援機関の連携を図る「障害者雇用・
就業支援ネットワーク」を県レベル及
び地域レベルに構築するとともに障
害者の特性を踏まえたきめ細かな
支援を行う専門人材(ジョブコーチ)を
養成する。

　NPO、事業主団体をは
じめ、各支援機関・団体
の参画を得て、連携を図
る「障害者雇用・就業支
援ネットワーク」を県レベ
ル及び地域レベルで整備
・ネットワーク構成団体
数：27団体（地域ネット
ワークを除く）

県民、NPO、事業
主、行政のより一
層の連携・協働

6,066 雇用就業課

885,474 労政福祉課

　職業能力開発サービスの実施機
関、経営者団体、労働団体、行政機
関等が連携し、企業の人材ニーズを
的確に把握するとともに、ニーズに
あった能力開発カリキュラムの設定
などを行う。

　各機関の連携のもとで
訓練から就職までの一貫
した職業能力開発支援を
実施
・企業ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査：184社
(18職種)
・ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑ策定：7職
種

・各機関との連携
を一層深め、より
効果的な職業能力
開発支援を実施

19,180 能力開発課

　複数の市町域にまたがる広域的な
地域における連携の仕組みづくり、
情報の集約、総合的な情報発信、
効果的なプロモーション活動などの
事業計画の公募を行い、審査委員
会により支援事業を選定のうえ、当
該事業を支援する。

・支援団体数：１団体
・審査委員会（委員数：７
名）
・応募数：３事業

・引き続き広域的
な地域における体
験・交流型ツーリズ
ムを推進する先導
的な取組みを支援
する。

2582 観光交流課

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照自然活用型野外ＣＳ
Ｒ事業の推進

体験・交流ツーリズム
プログラム推進事業

兵庫しごとカレッジシ
ステムの運営

健康コミュニティづくり
推進事業

災害救急医療システ
ムの推進

まちの保健室事業

障害者雇用・就業支
援事業
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　関係団体・企業・市町・県・学識経
験者が一体となった「おいしいごは
んを食べよう県民運動推進協議会」
を中核として、食生活のあり方、農
業・農村の役割、食料問題について
考えるとともに、普及啓発を推進す
る県民運動を展開する。

　協議会の取組
・会員数：242人
・各会員の取組数：約350
件
・県民運動アイデアコンテ
スト：応募1,699点
・記念講演会の開催：参
加約400人
　会員である県の主な取
組
・ひょうごっ子コメづくり体
験事業：参加8,598人
・ごはん料理教室：参加
約8,000人
・お弁当・おにぎりコンテ
スト：応募1,435点
・ごはん・大豆フォーラム
の開催：参加約400人
・米飯学校給食拡大対
策：研修会の開催、各種
補助事業の実施　　等

・県民運動の地域
への一層の展開

83,605 総合農政担
当課長

　利用者と地域住民の交流等優れ
た取組をしている市民農園を表彰す
る。

0 総合農政担
当課長

　兵庫県が管理する道路・河川・海
岸等の公共物において、地域住民
がボランティアで清掃美化活動等を
行い、快適な生活環境の創出に取り
組み、地域への愛着心を深め、新た
なコミュニティの形成を促進し、いき
いきとした地域づくりを図る。

　地域住民が清掃美化等
の活動者として参加
・参加者：3,300人

・活動の拡大・推進 6,960 技術企画担
当課長､各
県民局

239,980 技術企画担
当課長､各
県民局

　オールドニュータウンが抱える、一
斉高齢化や住宅・施設の老朽化、人
口減少によるコミュニティ機能の衰
退等の課題に対応して、安全、安
心、魅力あるまちづくりの観点から
団地再生の基本的方向等について
検討し、その推進を図る。

　明舞団地再生計画策定
に際し、地元住民、NPO
等の意見を反映するため
のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催
・開催回数：4回
・参加人数：延べ10名

・まちづくり協議会
等住民団体の組織
化支援

13,097 住宅宅地
課、神戸県
民局

　災害対策に際して、被災者、ボラン
ティア団体、関係団体等との活動調
整等を担うボランティアコーディネー
ターの養成研修を行い、行政とボラ
ンティアの相互理解と連携を促進す
る。

　研修カリキュラムの構
築および研修の実施に災
害救援ＮＰＯが参画し、
全国のボランティア関係
者を対象とした研修を実
施
・参加者　25人

・研修を通して、セ
ンターと受講者、出
講講師それぞれの
間で生まれた「顔」
の見える関係を持
続・発展させ、災害
発生時の災害対応
能力向上の一助に
なるようなネット
ワークづくり

1,217 復興企画課

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照コミュニケーション型
県土づくり(モデル)事
業

明舞団地再生の推進
（明石舞子団地にお
ける居住地再生モデ
ル事業）

おいしいごはんを食
べよう県民運動の推
進

いきいき県土づくりプ
ログラム

市民農園実践コン
クールの実施

みんなで道づくり・川
づくり

人と防災未来セン
ターを活用した防災
ボランティアや防災専
門家の育成

　企画内容を検討し、事業中止を決定
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　中学校２年生が、６月または11月
を中心とする１週間に生徒の主体性
を生かした勤労生産体験、職場体
験、福祉体験などの体験活動を、公
立の全中学校で地域社会と連携し
実施する。

　全校に校区推進委員会
等を設置
　事業所等による生徒の
受入
・活動場所数：15,671ヶ所
　指導ボランティアの設置
・設置人数：20,687人
　土、日、長期休業中を
利用して、主体的に中学
生が自分たちのアイデア
に基づいた地域活動の
実践や「トライやる・ウィー
ク」の活動を継続する取
組を、校区推進委員会が
モデル実施
・20校区

・事業所等、生徒
受入先の確保
・指導ボランティア
の確保
・県立中等教育学
校及び全市立盲・
養護学校における
実施
・「トライやる・
ウィーク」活動の日
常生活や行動への
結びつけ

294,529 義務教育課

72,442 義務教育課

　共生博物学を基本理念とし、県民
と博物館が展示シナリオから共につ
くりあげる展示手法でリニューアルを
行い、社会教育施設として県民ニー
ズに即した満足度の高い博物館活
動を展開する。
①県民ニーズの把握
②参画と協働の枠組みづくり
③参画と協働による資料収集及び
展示制作

　アンケートによる県民・
教職員ニーズ調査を実施
・実施時期：6月～3月
・調査方法：通常の来館
者、セミナー受講者、セミ
ナー倶楽部会員、ひとは
くフェスティバル参加者な
どに対して自由筆記型で
アンケートを実施
・回答数：967通
　新しい博物館を考える
ワークショップの開催
・実施日：11/29
・参加者：39人
　新しいひとはくづくり検
討会の開催
・開催数：3回（12/5、
1/8、2/18）
・委員数：23名

・15年度のニーズ
調査等の結果をふ
まえ、県民とともに
新しい展示シナリ
オの具体化を企画

30,300 社会教育課

　「みんなでつくるふるさと公園」を基
本コンセプトに県民の参画と協働に
よる公園の運営をおこなうために平
成１２年度から運営・計画協議会を
設置し、市民コーディネーターの育
成、夢プログラム等の実施を行って
いる。

（舞子公園）
　 舞子公園で住民参画
型試行イベントを開催
・協働の相手方：自治会、
婦人会等

・「神戸ウェストコー
スト構想」と連携し
た利用連携の検討
等

（有馬富士公園）
　有馬富士公園運営・計
画協議会を開催
・開催数：4回
・委員数：20人
　夢プログラムを53件企
画実施
・企画数：56件
・参加者数：52,400人

・恒常的な夢プロ
グラムの実施
・フェスティバルの
夢プログラムメン
バーによる実行委
員会方式による実
施

（一庫公園）
　一庫公園管理運営協議
会を開催
・開催数：4回
・構成員：24名
　ワークショップ等の行事
を実施
・実施回数：47回
・参加者数：1,311名

・管理運営協議会
にテーマごとの部
会設置を検討
・ワークショップ等
の行事を実施

県民の参画と協働に
よる公園運営（舞子
公園、有馬富士公
園、一庫公園）

254,115 神戸県民
局・阪神北
県民局県土
整備部土木
担当参事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

県民とともにつくる新
しいひとはくの展示

地域に学ぶ「トライや
る・ウィーク」の推進

「いきいき学校」応援
事業
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　東播磨地域における交通事故死
者数は県下で高い水準にある。
このような状況を踏まえ、特に若者、
子ども、高齢者を意識し、交通ルー
ルやマナー向上の啓発事業を強化
し、交通事故防止対策を推進する。

　県民運動パレードの実
施
・参加者数：400人
　シンポジウムの開催
・参加者数：300人
　交通安全啓発パンフ
レットの作成・配布
・配付部数：23,500部

・交通安全啓発活
動において中高生
等若者の参加の促
進

1,000 東播磨県民
局県民生活
部地域活動
推進担当参
事

　北播磨地域へのツーリズムを促進
するため、①地域が一体となった事
業展開体制の整備、②地域資源の
さらなる開発や掘り起しによる魅力
づくり、③キャンペーン活動による地
域のイメージアップを柱とした事業を
展開し、“交流の舞台づくり”のより
一層の推進を図る。

　東・北播磨広域観光協
議会北播磨委員会による
北播磨魅力満載キャン
ペーンの実施
・キャラバンの実施（実施
回数：２回　参加者数：34
名）
・スタンプラリーの実施
（応募数1,553通）
　北播磨ツーリズムネット
協議会による滞在・体験・
交流型のモデルプランの
策定
・ツーリズムモデルコース
の策定（８コース）
・モニターツアーの実施
（参加者141名）
・ツーリズム資源集の作
成

・より一層の北播
磨地域へのツーリ
ズムを促進するた
め、地域住民が一
体となったホスピタ
リティの醸成、観光
ボランティアガイド
の養成及びネット
ワーク化へ向けた
取組みを進めるな
ど、交流人の受入
体制の整備

7,000 北播磨県民
局地域振興
部産業労働
担当参事

　ＪＲ姫新線の電化・高速化をめざ
し、利用者増を図るため、沿線市町
で構成する姫新線姫路上月駅間電
化促進期成同盟会の実施する広
報・啓発活動を支援する。

　利用促進に向けた広
報・啓発活動の実施（実
施主体：期成同盟会）
・利用促進フォーラム開
催(参加者：250名）
・フォトコンテスト実施（応
募数：246点）
・ワンデーマーチ実施(参
加者：240250名）

・同盟会ＨＰによる
情報発信など同盟
会の行う広報・啓
発活動への支援の
継続
・利用促進に向け、
沿線の学校、企
業、地域団体等へ
の働きかけ

1,130 中播磨県民
局企画調整
部ふるさと
再生担当参
事、西播磨
県民局企画
調整部企画
調整担当参
事

　感性豊かな子どもの時期に、環境
に対する関心を深め、環境を大切に
する豊かな心を育むため、水辺の教
室等各種環境教育を実施する。

　水辺の教室の開催
・開催数：12回
・参加人数：390人
　海辺の教室の開催
・開催数：1回
・参加人数：20人
　指導者講習会の開催
・開催数：1回
・受講者数：21人
　こども環境会議の開催
・開催数：1回
・参加人数：約250人

・教育委員会等関
係機関及びNPOと
の連携

808 中播磨県民
局県民生活
部環境担当
参事

　平成１４年度に素案を作成した西
播磨「食と悠の郷」構想について、新
しい視点や住民の意見を反映した
西播磨「水と緑の郷づくり」構想とし
て確定するとともに、構想の推進体
制について検討する。また、「水と緑
の郷」の実現に向けた先行事業を実
施する。

　西播磨「水と緑の郷づく
り」構想策定委員会の開
催
・委員数：２１人
・実施回数：４回
　農林漁業関係者、消費
者団体や市町等の意見
を聴き、平成１６年３月に
『西播磨「水と緑の郷づく
り」構想』を策定
・意見照会数：350団体・
人
・意見聴取：72団体・人
　先行事業として、①西
播磨安心な食の提供シス
テムづくり事業、②郷土
料理の普及啓発事業を
実施

・構想の推進体制
の確立
・普及啓発の実施
・構想実現に向け
た牽引的施策の構
築

5,788 西播磨県民
局地域振興
部農林水産
振興担当参
事

子ども向け環境教育
の推進

西播磨「水と緑の郷
づくり」構想の推進
（西播磨「食と悠の
郷」構想普及啓発事
業）

東播磨地域交通事故
防止啓発事業

ＪＲ姫新線「電化促進
運動」の展開

北播磨ツーリズムの
振興
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  日頃、研修に参加する機会の少な
い男性を対象に、「男女共同参画す
すんでいますか？」をテーマとして、
フォーラムを開催する。

　広く県民の参加を募っ
て開催
・開催日：平成15年９月６
日
・場　所：一宮町立神戸小
学校
・参加者数：450名
・内　容：講演、パネリスト
４人と参加者による意見
交換

・広く県民の参画を
促すため、自治
会、女性団体等関
係団体への協働実
施の呼びかけ

196 西播磨県民
局県民生活
部県民担当
参事

　森・川・海の再生のシンボル的存
在である「ホタル」について、住民の
手による生息状況等の調査を実施
し、身近な水辺環境への意識を高
め、考察するとともに、発表会を通し
て参加者の交流とホタルの復活を中
心とした森・川・海再生の住民ネット
ワークの形成を目指す。

　成虫調査の実施
・実施時期：5～6月
・参加者：195人
　幼虫調査の実施
・実施時期：11/1、11/2
の2回
・参加者：125人
　発表会の開催
・実施時期：2/28
・参加者：48人

・調査参加者の拡
大（教育事務所と
連携し参加小学校
の拡大）
・事業に飼育・放流
事業を加えること
による、住民参加
によるホタルの里
づくりへの発展

2,195 西播磨県民
局県民生活
部環境担当
参事

　｢但馬・いざないロ－ド作戦｣の推
進のうち、ある一定の区間を「但馬
愛称ロ－ド」と題し、「地域性」等を重
視し、親しみやすくわかりやすい愛
称を県民より募集する。

　愛称募集のためのパン
フレットを作成
・作成部数：65,000部

・広く県民からの応
募を募るための広
報の検討

273 但馬県民局
県土整備部
企画調整担
当参事

7,147 丹波県民局
県土整備部
土木担当参
事

効果的なウォーキングの啓発を行
い 、身近で手軽な運動である
「ウォーキング」人口の増加促進と
生活習慣病の予防や、継続した健
康づくりを意識した仲間の輪づくりを
進めることで、「兵庫県保健医療計
画丹波圏域推進方策」の推進や
「ひょうご健康づくり県民行動指標」
の普及啓発を図るとともに、丹波地
域の魅力の再発見を図る。また、
「ノーマイカー」や「公共交通機関の
利用」の促進を図り、地球温暖化防
止に資する。

　ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室の開催
・指導者講習会（１会場
参加者：47名）
・一般住民講習会（２会場
参加者211名）
　ﾍﾟｱﾐﾘｵﾝｳｵｰｸの実施
・期間：2003/9/1～10/20
（50日間）
・参加申込：986組1,972
人
・報告数649組、うち達成
数301組（達成率30.5%）

・市町や地域の関
係団体と連携を図
り、運動を実践、継
続するための魅力
のある教室の開催
や場づくり等の支
援
・運動効果の高い
ウォーキングを実
践するための指導
者の育成等を支援

3,454 丹波県民局
県民生活部
健康福祉担
当参事（柏
原健康福祉
事務所健康
増進課、篠
山健康福祉
事務所健康
課）

　地域住民等が参加した「管理運営
協議会」及び「ワーキング部会」によ
り、イベント、ワークショップなどを開
催しながら、公園の新たな利活用の
提案や公園運営の自主的な参加を
促し、管理運営のあり方、管理運営
組織の確立に向けた検討を行うな
ど、官民一体となった公園づくりを推
進する。

　管理運営協議会を開催
・開催数：3回
・委員：13名
　ﾜｰｷﾝｸﾞ部会を開催
・開催数：5回
・委員：13名
　ﾜｰｷﾝｸﾞ部会主催で住
民参加ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを開催
・開催数：2回
・参加者：170名

　県民の参画と協
働による、住民参
加プログラムを継
続的に実施してい
くためのルールづく
り

10,000 丹波県民局
県土整備部
土木担当参
事

　淡路地域特有の課題である海岸
漂着ごみ処理対策として、東側海岸
３ヶ所と西側海岸２ヶ所の漂着ごみ
の現状とルーツの調査を行うととも
に、流入河川での不法投棄につい
て傾向や地域特性等の現状の調査
分析を行い、予防対策を検討する。

　２ヶ所の海岸の調査に
ついて、住民等ボランティ
アの参加を得て実施
・東浦町浦港海岸（実施
日：平成15年9月28日　参
加者数：121名（島内82・
島外39））
・洲本市安乎海岸（実施
日：平成15年10月25日
参加者数７４名（島内71・
島外3））

・ボランティアを組
織し、全島的に漂
着ごみ調査等活動
を展開するため
の、より多くの住民
の参画が得られる
ような取組み

2,700 淡路県民局
県民生活部
環境担当参
事

｢２．参画と協働を先導する施策の取り組み状況」を参照

｢但馬・いざないロード
作戦」の推進

加古川の源流を生か
した地域づくり

ペアミリオンウォーク
による健康づくり

丹波並木道中央公園
の整備推進

男のための「男女共
同参画フォーラム」の
開催

海岸漂着ごみ処理対
策の実施

住民参加によるホタ
ルを育む水辺の調査
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　いつでも誰でも気軽に花と緑に触
れることのできるオープンガーデン
の普及を通じ、花と緑があふれ人々
の交流が盛んな、こころ豊かで美し
い環境立島「公園島淡路」の実現を
図る。

　民間主導により春と秋
にオープンガーデン
ショーを開催（県民局はイ
ベントの広報等の支援）
・春：42箇所×2日
・秋：5箇所×30日
・来場者数：13,000人

・オープンガーデン
への参加者の増加
を図るため、オープ
ンガーデンの楽し
さのPRなど、広報
の充実

1,000 淡路県民局
県民生活部
環境担当参
事

　県保健医療計画淡路圏域健康福
祉推進方策（アクションプラン）にお
いて、県下で最も高い喫煙対策の目
標値を掲げており、その目標の一つ
である公共の場所及び職場におけ
る禁煙・分煙の徹底及び効果の高
い分煙に関する知識の普及に取り
組む。
　このため、職域関係団体と連携し、
職域における喫煙対策の積極的な
推進を図る。

　喫煙の状況についてア
ンケート調査を実施
・調査サンプル数：4,154
人
・回収率：63％
　喫煙対策の推進方法に
ついて、事業主等参加の
もと、検討会及び研修会
を開催
・開催数：２回
・参加者数：79人

・事業主・衛生管理
者を中心に、一般
参加希望者も含め
た研修会の開催
（開催回数の増加
についても検討）。
・調査結果の公開

2,304 淡路県民局
県民生活部
洲本健康福
祉事務所

　間伐材を利用した環境にやさしい
畦畔の技術開発を行い、国庫補助
事業として採択されることにより、ほ
場整備の向上を促進する。

　アドバイザーによる技術
開発に係る現地調査の
実施
・実施回数：１回
　試験施工地近隣住民の
参画と協働による研究
・実施回数：６回
・参加者：40人

・国庫補助事業採
択へ向けた県民
ニーズを高めるた
め、環境学習会の
開催やホームペー
ジによる広報等を
通じた普及啓発

1,500 淡路県民局
地域振興部
農地整備担
当参事

オープンガーデンの
推進

職域におけるノース
モーキング作戦の推
進

「あわじ島環境畦畔
（間伐材利用）」の整
備推進
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推進体制の整備

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　長期ビジョンのフォローアップにつ
いて、各地域ビジョンとの連携を図り
ながら、幅広く検討、研究するため
「長期ビジョン推進委員会」を設置
し、その中に、長期ビジョン指標の有
効性評価など、専門的な検討を行う
ため研究部会を設置する。

　長期ビジョン推進委員
会の開催
・開催数：６回
・委員数：64名（うち一般
公募の委員８名）

・これまでの取り組
みの本格的な評
価・検証
・評価・検証結果
の、次期プログラ
ム策定への反映

2,116 ビジョン担
当課長

　若い世代の県民に２１世紀兵庫長
期ビジョンへの理解を深めてもらうと
ともに、ビジョンの実現に向けた取り
組みを促すために、高等学校の教
育活動のなかで、兵庫県や地域の
将来について考える学習を「兵庫未
来講座」として実施する。

　県立高校７校、53名の
高校生が参加するととも
に、その成果を報告会に
て発表。
　成果をまとめた報告書
を県内の全県立高校に
配布するとともに、ホーム
ページに掲載

・フォローアップに
おける若者の幅広
い参画

1,000 ビジョン担
当課長

　参画と協働による長期ビジョン実
現のための実践活動、取り組みの
普及、拡大を図るとともに、地域ビ
ジョン推進プログラムの進捗状況、
今後の推進等に対する意見交換を
行うため、県民誰もが参加できる地
域夢会議を開催する。

　県民行動プログラムの
推進に関する意見交換
や先導的な取り組みの発
表
・開催数：県内10地域76
回
・参加者数：14,544人

・これまでの取り組
みの本格的な評
価・検証
・評価・検証結果
の、次期プログラ
ム策定への反映

5,559 各県民局、
ビジョン担
当課長

　地域ビジョンの実現に向け、公募
による地域ビジョン委員等で構成す
る地域ビジョン委員会を設置し、そ
の活動（ビジョンのフォローアップ、
県民行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取りまとめ、ビ
ジョン実現に向けた各委員の取り組
みなど）によりビジョンの推進を図
る。

　公募による地域ビジョン
委員が中心となって、県
民行動プログラムに基づ
く実践活動を展開
　委員会が地域夢会議等
の運営にも参画

・これまでの取り組
みの本格的な評
価・検証
・評価・検証結果
の、次期プログラ
ム策定への反映

18,508 各県民局、
ビジョン担
当課長

　ビジョンの実現に向け、県民行動
プログラムに基づく活動を側面から
支援するため、各種情報の提供、議
論の場の提供、関係機関との連携
方策の助言、活動成果の取りまとめ
支援等を行う。

　各地域において、県民
行動プログラムの実施段
階に応じた各種の支援を
行った。

・これまでの取り組
みの本格的な評
価・検証
・評価・検証結果
の、次期プログラ
ム策定への反映

ー各県民局、
ビジョン担
当課長

8,906 参画協働課

事業名

県民の参画と協働の
推進に関する条例の
施行

高校生「兵庫未来講
座」の実施

（３）参画と協働の推進に向けての施策

□参画と協働を総合的に推進します

長期ビジョン推進委
員会の設置・運営

地域夢会議の開催

地域ビジョン委員会
の設置・運営

県民行動プログラム
に基づく活動の促進

　県民生活審議会の委員
２名を公募により選任
　県民生活審議会で「指
針・計画」の中間報告が
とりまとめられた段階で、
県内１0ヶ所でフォーラム
を実施
・参加者総数：約2,430人
　「指針・計画」について
パブリック・コメント手続を
実施
・意見提出者数：57人
・意見数：122件

・県民の参画と協
働による指針・計
画の具体化の効果
的な推進
・同条例の規定に
基づく条例の総合
的な検証に向けて
の、指針・計画の
適切な評価・検証

同条例に基づく「地域
づくり活動支援指針」
「県行政参画・協働推
進計画」の策定

  　同条例の施行を受けて、同条例
第６条及び第８条の規定に基づき、
県民の自発的な意志に基づく「地域
づくり活動」を支援するため、「地域
づくり活動支援指針」を策定し、地域
社会の共同利益実現をめざすととも
に、「県行政参画・協働推進計画」を
策定し、参画と協働による県行政を
推進する。
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  県民の参画と協働の推進に関する
条例の理念及び意義を全国にＰＲ・
情報発信するため、全国シンポジウ
ムを開催する。

　広く県民の参加を募っ
て開催
・開催日：7月14日･15日
・開　場：淡路夢舞台国際
会議場
・テーマ：「参画と協働で
築く美しい兵庫」
・参加者数：250人

シンポジウムにお
いて出された意見
の、今後の参画と
協働の推進への反
映

2,000 参画協働課

  「参画と協働」に対する職員の意識
醸成や、事業執行をリードするリー
ダーを各所属に配置する。

　支援指針・推進計画の
策定にあたって、参画と
協働の意義について考
え、意見・提言を求める
知事メールを全職員に送
るなど、日常業務執行の
中での意識の醸成

・全職員一人ひとり
が、参画と協働の
県政を担っていけ
るよう、資質と見識
の向上に取り組む
ため、必要な情報
提供や実践的な研
修などの拡充

ー参画協働課

　参画と協働による県行政を総合的
に推進するため、全庁横断的な協議
を行う推進本部を設置・運営する。

　県の政策協議の場であ
る政策会議の場等を活
用しながら、必要な協議
の実施

・参画と協働を地
域社会において具
体的に展開するた
めの、特定プロジェ
クトについて連絡・
調整を行う組織の
設置についての検
討

ー参画協働課

　阪神北地域における新たな社会
活動システム構築について、阪神
北地域ビジョン委員会での検討結
果を踏まえ、管内市町との共通認
識を醸成しながら、行政の後方支
援について県民局と市町の役割分
担等を検討するため、県民局と管
内市町等で構成する研究会を設置
する。

　研究会を開催
・開催数：3回
　平成15年11月に関連シ
ンポジウムを共催
・参加者：約100人

・研究会での成果
をもとに、具体的な
施策レベルにおけ
る県民局と市町の
役割分担の検討

38 阪神北県民
局企画調整
部協働シス
テム担当参
事

事業概要
参画・協働の実施状況
(平成15年度)

参画と協働の今後
の取組み方向

H15事業費
（千円）

担当課

　広報マインドを高め、広報技術の
向上を図るため、職員に対する研修
を実施する。

　管理職マスコミュニケー
ション研修の実施
・参加者：270人
　刊行物作成研修の実施
・参加者：227人
　パブリシティ活用研修
の実施
・参加者：187人

・研修内容の充実 ー広報課、広
聴室

　県民の理解と信頼に基づく効果
的・効率的な行政を推進するため、
職員一人ひとりの創意と工夫が生
かされ、誇りをもって職務を遂行でき
るいきいきとした職場づくりと、さわ
やかで、親しまれる県庁づくりを進め
るため、職員フォーラムの開催等を
実施する。

　いきいきフォーラム等を
開催し、職員間で自由な
意見交換を実施

・職員一人ひとりの
自発的、継続的な
取り組み

　　 ―企画管理部
総務課

　参画と協働の県政を推進していく
ため、住民の意見や能力を的確に
「引き出し」「全体で分かち合い」「合
意形成をはかって形にしていく」手法
を修得するとともに、そのために必
要な能力を養成する。

　研修の実施
・実施数：2期（1期2泊3
日）
・修了者数：52人

・研修内容の充実
に向けた検討

　　―人事課わくわくワークショップ
研修の実施

職員に対する広報研
修の充実

いきいきさわやか県
庁運動の推進

県民局と管内市町で
構成する｢新たな社会
活動システム研究会｣
の設置

□職員意識を醸成します

事業名

参画・協働推進本部
の設置・運営

参画・協働推進リー
ダーの配置

｢参画と協働｣全国シ
ンポジウムの開催

-　160　-



   - 161 -

４．参考資料                                   

 

（１）県民の参画と協働の推進に関する条例 

 

（２）地域づくり活動支援指針、県行政参画・協働推進計画の構成 

 

（３）参画と協働のチャンネルと組み合わせについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 162 -

 

（１）県民の参画と協働の推進に関する条例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民の参画と協働の推進に関する条例（平成14年兵庫県条例第57号）
目次

(4) 地域づくり活動を支える人材の確保及び資金の調達並びに地前文
域づくり活動を行う県民相互の連携に対して支援をすること。第１章 総則（第１条－第５条）
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動を支援するため第２章 参画と協働による地域社会の共同利益の実現（第６条・第７条）
に必要な措置を行うこと。第３章 参画と協働による県行政の推進（第８条－第10条）

２ 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための基本指針第４章 雑則（第11条・第12条）
（ 「 」 。） 。附則 以下 地域づくり活動支援指針 という を定めるものとする
３ 知事は、地域づくり活動支援指針に県民の意見が反映されるよ

21世紀の本格的な成熟社会を迎えた今日、人々の価値観が量的拡大 う必要な措置を講ずるものとする。
より質的充実を求める方向へと変化するとともに、中央集権・一極集 ４ 知事は、地域づくり活動支援指針を定めようとするときは、あ
中による画一性と効率性を優先する社会システムから、地方分権・多 らかじめ、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第１
極分散による多様性と個性を優先する生活者の視点に立った新しい社 条第１項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものとする。
会システムへの転換が求められている。 ５ 知事は、地域づくり活動支援指針を定めたときは、これを公表
兵庫県では、これまで、自主的な生活意識の確立と生活の合理化を するものとする。

目指す 生活の科学化 や 生きがいなどの人間の内面に配慮する 生 ６ 前２項の規定は、地域づくり活動支援指針の変更について準用「 」 、 「
活の文化化」を推進するほか、県民が主体的に行動し、自ら社会を創 する。
り上げていく「生活創造」を推進し、様々な形での県民運動の展開を （登録）
支援するなど、県民生活を基本とする県行政を展開してきた。 地域づくり活動を行う県民は、自らが行う地域づくり活動第７条
阪神・淡路大震災においても、被災者相互の助け合いの精神や、県 に関する情報を相互に提供し、及び活用するとともに、相互の連

民一人ひとり、自治会、婦人会等の地縁団体、ボランティア等による 携及び交流を深め、もって地域づくり活動の活性化に資すること
草の根の活動が、被災者への支援と被災地の復興を支える大きな力と ができるよう、地域づくり活動の内容その他当該地域づくり活動
なったことに、自発的かつ自律的な意思に基づく県民による主体的な に関する事項の登録をすることができる。
取組の大切さを改めて確認した。 ２ 県は、前項の登録をした地域づくり活動に対して、情報提供そ
また、新しい世紀における兵庫づくりを目指す「21世紀兵庫長期ビ の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

ジョン」に県民自らが地域の将来像を描き、自らの責任でその実現を ３ 第１項の登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。
図ろうとする県民主役・地域主導による先導的な取組が進められつつ 第３章 参画と協働による県行政の推進
ある。 （県行政における参画と協働の推進）
これらの貴重な経験とその積み重ねを踏まえつつ、自然と調和し、 県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働による県行第８条

共に生きることを基本に、人類の安全と共生にも寄与する志高い地域 政を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
づくりを進めるためには、県民一人ひとりが、自ら考え、判断し、責 (1) 県行政の透明性を高め、県民に対する説明責任を果たすため
任を持って行動する取組が大切である。 の情報公開を推進すること。
あわせて、県民の多様なニーズに的確に対応しつつ、より一層県民 (2) 県の政策の形成に県民が参画する機会を確保すること。

生活を重視した県行政を推進していくためには、県民の参画と協働の (3) 県が実施する事業と県民の地域づくり活動とを共同で実施す
多様な機会の確保を図り、県民とのパートナーシップに基づく県行政 る機会を確保すること。
を推進していく必要がある。 (4) 県の政策の評価及びその効果の検証に県民が参画する機会を
このような認識に基づき、共に県民を代表し、地方自治を支える双 確保すること。

輪である議会と知事の緊密な連携の下、施策の決定と確実な推進が図 (5) 前各号に掲げるもののほか、県行政における県民の参画と協
られることを基本に、参画と協働の理念を明らかにし、県民の参画と 働の機会を確保すること。
協働の推進に関する基本的事項を定め、もって県民の総意により、多 ２ 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための計画（以
様な地域に多彩な文化と暮らしを築く美しい兵庫を実現することを目 下「県行政参画・協働推進計画」という ）を定めるものとする。。
的として、この条例を制定する。 ３ 第６条第３項から第６項までの規定は、県行政参画・協働推進

第１章 総則 計画について準用する。
（参画と協働の意義） （委員の公募）

多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く豊かな地域社会は、 知事その他の執行機関（以下「知事等」という ）は、県の第１条 第９条 。
自律と共生を基調とした、県民一人ひとり、地縁団体、ボランティ 政策の形成に県民が参画する機会を確保するため 地方自治法 昭、 （
ア団体その他民間の団体及び事業者（以下「県民」という ）の参画 和22年法律第67号）第138条の４第３項に規定する附属機関その他。
と協働による地域社会の共同利益の実現及び県民の参画と協働によ 委員会等で、県の政策の形成に関して調査審議するために設けら
る県行政の推進により、実現されなければならない。 れるものの委員（以下「委員」という ）を選任しようとする場合。
（参画と協働による地域社会の共同利益の実現） において、これらの審議が県民生活に密接に関連し、県民の意見

地域社会の共同利益の実現のための活動（以下「地域づくり を反映させることが適当であると認めるときは、広く県民に対し第２条
活動」という ）は、県民の自発的かつ自律的な意思に基づく参画及 て公募を行うものとする。。
び県民の相互の協働により、行われなければならない。 ２ 公募により委嘱された委員は、基本理念にのっとり、誠実に職
（参画と協働による県行政の推進） 務を遂行するものとし、自らの学識、経験等に基づき、自己の責

県行政は 県民の積極的な参画及び県と県民との協働により 任において意見を述べるものとする。第３条 、 、
推進されなければならない。 ３ 委員の公募に関して必要な事項は、知事等が別に定める。
（県民の役割） （推進員等）

県民は、前３条に定める参画と協働の基本理念（以下「基本 知事等は、特定分野の行政課題の解決を図り、県行政を効第４条 第10条
理念」という ）にのっとり、地域社会の一員としての自覚と責任を 果的に推進するための職（以下「推進員等」という ）を県民に委。 。
持って、地域づくり活動に対する理解を深めるとともに、自らが県 嘱することが、県民の参画と協働による県行政の推進に資するこ
行政を推進するという自覚と責任を持って、県行政への積極的な参 とにかんがみ、推進員等を委嘱された者の職務が円滑に遂行され
画と県行政の推進に係る県との協働に努めるものとする。 るよう必要な措置を講ずるものとする。
（県の責務） ２ 推進員等を委嘱された者は、基本理念にのっとり、誠実に職務

県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働の推進に関す を遂行するものとする。第５条
る基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとす 第４章 雑則
る。 （年次報告）

２ 県は 前項の施策を策定し 及びこれを実施する場合においては 知事は、毎年、県民の参画と協働の推進に関する施策の実、 、 、 第11条
地域づくり活動が、県民の自発的かつ自律的な意思に基づくもので 施状況を明らかにする年次報告を作成するものとする。
あるべきことに配慮するものとする。 ２ 第６条第４項及び第５項の規定は、前項の年次報告について準

３ 県は、第１項の施策を策定し、及びこれを実施する場合において 用する。
は、市町との役割分担に配慮するとともに、地域づくり活動に関す （補則）
る市町の施策を尊重するものとする。 この条例の施行に関して必要な事項は、知事等が別に定め第12条

第２章 参画と協働による地域社会の共同利益の実現 る。
附 則（地域づくり活動に対する支援）

県は、基本理念にのっとり、地域づくり活動に対して必要な （施行期日）第６条
支援を行うため、次に掲げる施策を講ずるものとする。 １ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内にお
(1) 地域づくり活動に必要な情報を提供し、及び地域づくり活動に いて規則で定める日から施行する。
関する相談に応ずる仕組みを整備すること。 （検証）
(2) 地域づくり活動に必要な知識及び技能の習得の機会を提供する ２ 県民の参画と協働の推進に関する施策については、この条例の
こと。 施行の日から起算して３年以内にその効果の検証を行い、その結

(3) 地域づくり活動及び県民の交流の拠点を確保すること。 果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

この条例は、｢県民の参画と協働の推進に関する条例の施行期日を定める規則(平成15年兵庫県規則第6号)｣により､

平成15年4月１日から施行しています。
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（２）「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」の構成 
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４．参画と協働の展開方向 
 (1)展開にあたっての３つの視点 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

３．兵庫が描く参画と協働 

 
 
① 新たな活動を生み、育む 
・多様な情報の提供 
・実践活動につながる学習機会 
の充実 

・多様な世代の参画･協働の促進 
 
②活動を高め、支える 

・地域に根ざした活動を支える 
人材の育成 

・県民の主体的な活動拠点の充実 
・活動に必要な財政的基盤の充実
支援               

③活動をつなぎ､拡
ひろ

げる 
・情報の連携 
・中間支援組織の支援 
・活動を評価するしくみづくり  

(2)地域づくり活動の支援の方向  
 
 
① 県民と情報を共有する 

・県民が主体的に選択できる情報 
の提供 
・評価･検証に参画するしくみづくり    

② 県民と知恵を出し合う 
・県民の提案機会の充実 
・審議会等への参画機会の拡充  

 

③県民と力を合わせる 
・協働で実施する範囲や事業の 
 拡充 
・多様な委託のしくみづくり 
・推進員らの職務の円滑化    

 

(3)参画と協働による県行政推進
の方向 

(1)参画と協働による兵庫づくり 
 
 

(2)各主体の役割と連携 

みんなが主役で 多彩な協働 

１．目的・役割等 
(1)目的と役割 (2)期間 

平成15年度～17年度
(3)毎年度の推進と評価 
参画と協働関連施策の展開方針､年次報告 

(4)構成 

５．参画と協働の推進に向けて 
(2) 推進体制の整備 (1) 地域全体としての参画

と協働の推進 

 
県民主役の展開 

 
過程(ﾌﾟﾛｾｽ)の共有

 
相互信頼のﾈｯﾄﾜｰｸ

２．参画と協働による地域づくり 

(1)成熟社会の到来  (2)県民とともに歩む県政 

 参考  

参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙと組み合わせ  

①参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙ例 ②参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙの組み合わせ例 

地域づくり活動支援指針 県行政参画･協働推進計画 
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（３）参画と協働のチャンネルと組み合わせについて 

  （「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」から抜粋） 

 
○ 県民の参画と協働のスタイルは、テーマや課題、分野、取り組み内容、性質に応じ

て多種・多様なので、それらに応じて参画と協働のチャンネルを適切に組み込んで、

的確かつ柔軟に運用していくことが不可欠です。特に、参画と協働による県行政を

推進するためには、具体的な施策・事業ごとに、その特性に応じて創意工夫をこら

し、参画と協働のチャンネルを適切に組み合わせていくことが必要です。 
○ これらの参考とするため、県民や県行政が参画と協働の取り組みを展開するにあた

って活用できる参画と協働のチャンネルのメニュー（「①参画と協働のチャンネル

例」）と、参画と協働のチャンネルを組み合わせた実施フロー（②「参画と協働の

チャンネルの組み合わせ例」）を例示します。 
○ ②で例示する実施フローは、今後、具体的な施策・事業を推進するなかで、関係機

関との協議・調整や県民の評価を受けながら、常に検証を行い精度を高めていくも

のです。 

 
 ①参画と協働のチャンネル例 

 

 
 

チャンネル 内  容 
情報公開  

公文書の公開 情報公開条例に基づき、公文書等を公開する。  

情報開示 事業の概況や会計状況等を公開する。 

情報提供  

広報 各種メディア（印刷、電波・映像、インターネット）を活用して、情報

を発信する。 

説明会 広く県民の参加を求め、事業に関して説明する。 

 

見学会 広く県民の参加を求め、県立施設や施設予定地等を見学する。 

広聴  

アンケート 特定のテーマについて、広く県民の意見、要望を聴く。 

相談 地域での困りごとや不安等について県民と話し合い、解決策を探

る。 

 

意見・提案 各種のツール（電話、手紙、電子メール等）を活用して、広く県民

の意見・提案を聴く。 

学習  

シンポジウム､セミナー 多数の県民が参加し、特定課題等について見識を深める機会を

提供する。 

大会、交流会 特定のテーマの関係者に参加を求め、交流を深める。 
キャンペーン 特定の問題について県民が理解を深め、実践するための機会を

つくる。 

 

講座、講習 基礎的・専門的知識や趣味について学ぶ機会を提供する。 
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チャンネル 内  容 

顕彰  

 表彰 県民の主体的な行動を顕彰し、一層の活躍を期待する。 

協議  

審議会、委員会 各種課題について学識経験者、各種団体、公募委員等が議論・

検討を行う。 

 

 

協議会、運営委員会、

連絡会議 

各種課題や計画立案、事業企画等について広く関係者により

協議を行う。 

意見交換  

フォーラム 広く県民の参加を求め、計画立案や課題解決に向けて意見交

換を行う。 

ワークショップ 県民が協働作業を通じ、互いの考えや違いを認識し、前向き

な意見を引き出しながら提案をまとめる。 

地域集会 県民と行政が、さまざまな問題点や新たな地域情報を交換し

ながら対話する。 

研修会 特定のテーマについて県民や関係者が互いに学び合う。 

 

住民会議 会議の目的に応じて茶話会、集会など多様な形式を設定し、

話し合う。 

意見、提言  

公聴会、ヒアリング 課題解決に向けて県民の意見を聴く。 

パブリック・コメント 各種計画等について県民意見を募集する。 

モニター 県の施策､課題等について意見､感想を述べる。 

 

アドバイザー 各種課題についてその分野の有識者に知恵を求めたり、意見

交換を行う。 

事業の企画・協働  

共催、共同実施、 

運営参加 

各種行事・イベントについて多様な主体が協力し、企画、運

営する。 

実行委員会 各種行事・イベントの企画・実行組織へ県民の主体的な参画

を求める。 

 

アドプトシステム 県民が、公共空間を維持管理する。 

県民の主体的活動  

ボランティア活動   事業実施にあたって県民が主体的に協働する。団体等が行政

と協働して事業を実施する。 

ワークショップ 広く県民の参加を求め、実践活動を展開する。 

相互扶助、共済制度 関係者が生活を互いに支え合うしくみを運営する。 

地域通貨 特定の地域のみで使える通貨を活用して、地域振興や福祉、

環境、文化、教育などに関連するコミュニティ活動を促進す

る。 

 

コミュニティ・ビジネ

ス 

県民がビジネスとして地域の課題解決に取り組み、コミュニ

ティ活動と地域経済の活性化を図る。 
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 チャンネル 内  容 

委託  

外部委託(ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ) 多彩な活力を発揮してもらうため、サービスの質とコストの

両面を総合的に判断して効果的・効率的に提供できるものに

ついて、県民に事業の運営等を委ねる。 

 

ＰＦＩ 民間の資金、経営能力、技術的能力等を活用して、公共施設

の整備、維持管理、運営等を行う。 

ネットワークづくり  

グループ支援、連携 地域づくり活動の一層の拡がりをめざし、各主体が交流した

り、活動にともに取り組む。 

コーディネート   地域づくり活動の一層の拡がりをめざし、県民の主体的な活

動を連携・調整する。 

担い手づくり  

推進員など 県行政の推進について一定の役割を委嘱する。 

人材バンク、人材デー

タベース 

さまざまな能力をもつ県民を登録し、県民が活動する機会を

提供する。  

サポーター、オーナー

制度、会員制度 

県民が地域づくりの担い手となるしくみを運用する。 

指標、目標値 県行政の達成状況を評価する。事業等の進捗状況や目標の達

成状況を評価する。 

監査 行政の事務の執行を検査する。 

外部評価 外部から事業の成果等を評価する。 

公開審査会、報告会 

 

補助等にあたって公開して審査や報告を行い、県民とともに

考える機会を設ける。 
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②参画と協働のチャンネルの組み合わせ例 

【 し　く　み 】

・募集時の広報媒体
の工夫
・適切な情報提供
・相談窓口機能の充
実
・提案への対応の工
夫

県民からの提案に基づき県が支援する事例

地域の課題解決に向けて、県民からの提案に基づき、県が必要な支援を行うな
ど、県民の自発的・自律的な活動の展開を促進する。

県
　
　
　
　
　
　
　
民

活　情報提供
動　人材育成
支　活動拠点
援　ﾈｯﾄﾜｰｸ等

登録制度

事業費助成

情報開示

活動支援機関
　　生活創造ｾﾝﾀｰ
 　 ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ
　　ﾌﾟﾗｻﾞ          等

県民理解
の促進

事業の提案
　・提案する
　　事業内容
　　の説明

協働事業の具体化

協働事業の実施

地域社会の課題
解決

県

・団体等への積極的
な呼びかけ
・広報媒体の工夫
・団体等の主体性を
尊重
・十分な意見交換機
会の確保
・明確な趣旨説明
・明確な役割分担
・費用の助成基準の
明確化

・広く参画・協働者を
募集
・参画・協働者の主体
性を尊重
・委託等で事業相手
を特定する場合、選
任時の公平性の確保

〔留意点〕

活動支援基金

登録団体との協働

協働事業へ県も
参加

評
価

情報の発信

広報

説明会

情

報

提

供

相

談

活

動

の

場

の

提

供

 
 



   - 168 -

【 し　く　み 】

・相談窓口機能の充実

・適切なテーマとそれ
に応じた参加者の設定

・広く協働を呼びかける
ため、広報媒体の工夫

・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・適切な情報提供

・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・支出にあたって客観
性、公平性の確保

・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・適切な相談体制と支
援

・事業趣旨の明確な説
明
・団体等の主体的な取
り組みの尊重
・明確な役割分担

・適切なテーマ設定

県民と県が子育てや高齢者の見守りなどに協働で取り組む事例

子育て、青少年の育成、高齢者の見守りなどの地域における課題について、県民の主体的な
取り組みを基本に、県民と力を合わせて協働事業を実施する。

県
　
　
　
　
　
　
　
民

関係者が、
情報交換や
事業推進に
ついて協議

特定のテー
マについて
見識を深め
る

個人や団体
の交流、連
携した事業
の実施

協議会、連
絡会議の開
催(県民同
士の合意形
成)

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

広報

連携

県民の主体
的な活動の
充実

県民の主
体的な事
業実施

協働実施の呼
びかけ

実施団体等の
決定と契約(協
定､協約)、連絡
調整

活動の支援

事業の協働運営

事業に関係
する情報の
収集

県 〔留意点〕

運営

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

研修

各種活動、
事業等を自
主的に行う

関係団体と
の連絡調整

特定のテー
マについて
学習

講習主体的に取
り組む人材
づくり

補助、助成財政的支援

協働で取り
組む意識の
醸成

・適切な情報提供

・的確な現状認識に基
づく適切な支援

評価

説明会
・適切な情報提供

外部委託

・団体等の多彩な能力
を活かす

相

談

情

報

提

供

活

動

の

場

の

提

供
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〈河川整備へ県民が参画・協働する事例〉
【 し　く　み 】

・推進員等の積極的
な導入
・選任時の客観性、
公平性の確保
・動機づけの工夫(知
事から委嘱､ﾏｽｺﾐの
活用､研修)

・事業趣旨の明確な
説明
・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・明確な役割分担

参画・協働型の公共空間の整備、管理の事例

道路、河川、公園等住民に身近な公共施設の整備に当たって、計画段階から
地元住民の意見を反映する場を設けるほか、施工後の清掃や花の植栽など地
元住民との協働の下で管理運営を行う。

県
　
　
　
　
　
　
　
民

事業につい
ての理解を
深める

学識者等が
委員に参画

水辺の実態
調査等への
参加

計画案につ
いて広く県
民から意見
募集

工事見学会
の開催

緑化の指導
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等

親水施設等
の管理委託

説明会

住民懇話会

委員の公募

ボランティア

募集事業

パブリック・コ
メント

見学会

推進員・協力
員等の委嘱

県民同士の合
意形成、地域
団体等への事
業委託

地元住民
の意見

住民理解
の促進

住民理解
の促進

住民との協働
による維持管
理

整備方針策定

整備計画策定

施工

竣工

維持管理・運営
の委託(契約､協
定､協約)

地域で活動
する県民を
公募

児童・生徒か
ら絵画・作文
等募集

県

・委員公募の積極的
な導入
・女性、子ども、若者
などﾃｰﾏに合わせた
委員の選任
・募集時の広報媒体
の工夫

・募集にあたり広報
媒体の工夫
・絵画等の提出にと
どまらず､多様なﾁｬﾝ
ﾈﾙへの参画を促す

・広く意見が得られる
よう計画案の提示方
法を工夫
・意見・提言への対
応の工夫

・委託先選任時の客
観性、公平性の確保

・県民主導の徹底

〔留意点〕

協議会

関係者が管
理､運営につ
いて協議

広報

説明会

事業の運営

講習

ｸﾞﾙｰﾌﾟ育成

事業に関係
する情報を
提供

広く県民の
参加を求め､
事業等につ
いて説明

各種ｲﾍﾞﾝﾄ
等の実施と
広く県民の
参加の促進

主体的に取
り組む人材
づくり

主体的な活
動の一層の
広がり

・広報媒体の工夫

・参加募集の工夫

・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・参加募集の工夫

・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・的確な現状認識に
基づく適切な支援

・団体等の主体的な
取り組みの尊重
・適切な情報提供維持管理

評価
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平成 15 年度 
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